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１．はじめに

　昨年（令和６年）11月、私は、日本教材文
化研究財団のはからいで、角屋重樹先生（広
島大学名誉教授）の司会の下、スイスの教育
者ペスタロッチの研究者として知られる鈴木
由美子先生（広島大学理事・副学長）と対談
の機会を得た。
　対談では、鈴木先生から、先生自らが訪れ
たペスタロッチの住んだ家や通学した学校、
ペスタロッチが運営した孤児院や貧民学校、
ペスタロッチの墓碑銘など、その生涯を写真
をまじえてご紹介くださり、さらにペスタロ
ッチの教育観についても詳しくお話しいただ
いた。鈴木先生は、東北大に奉職していた時
期もあり、その際私の学生時代の恩師であり、
ペスタロッチ研究に生涯を捧げられた前原寿
先生（元東北大学教授）と親しく一緒にお仕
事をしたとおききした。
　本稿では、ペスタロッチについて鈴木由美
子先生や前原寿先生から私なりに学んだこと
やペスタロッチに関わって最近経験したり感
じたりしたことなどを述べてみたい。

２．ペスタロッチの生涯

　ペスタロッチは、1746年１月スイスのチュ
ーリッヒに生まれ、1827年２月に81歳で亡く

なっている（1827年はベートーヴェンの亡く
なった年でもある）。活躍したのは、イギリ
ス産業革命、フランス革命の頃であり、日本
では、徳川８代将軍徳川吉宗の時代が終わり、
９代将軍家重から11代将軍家斉の時代に当た
る。250年も前の人でありながら、今なおペ
スタロッチは、「民衆教育の父」と呼ばれ、
近代教育学の巨人とされている。日本でも明
治時代中期から著書の翻訳や評伝、研究論文
が毎年のように出版され、それは戦後も続い
ている。
　ペスタロッチの生涯は、挫折の連続であっ
た。ノイホーフの貧民学校、シュタンツでの
孤児院、ブルクドルフの小学校、イヴェルド
ンでの教員養成学校などいずれも閉鎖や退任
に追いこまれている。しかしペスタロッチは、
不死鳥のようによみがえり教育活動を再開し、
「隠者の夕暮れ」や「リーンハルトとゲルト
ルート」、「白鳥の歌」など、多くの著作も
あらわした。

３．教育は「母の愛」から始まる（家庭生活の中で
育まれる愛、感謝、信頼の感情と従順の能力）

　先の対談の中で、私の心をひきつけたのは、
鈴木由美子先生がお話しされたペスタロッチ
の教育観・人間観のうち、母親の愛、母親と
子どもの関係がどのように生じ発展するか、

ペスタロッチに学ぶ
―教育の原点は家庭、生活が陶冶する―

銭谷　眞美
公益財団法人

日本教材文化研究財団 理事長
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という点であった。前原先生もよく教育は母
の愛に始まるとお話しされていた。
　鈴木先生は、対談で次のようなお話をされ
た。
　ペスタロッチは、生まれたばかりの乳飲み
子と母親との関係から生じる愛、感謝、信頼
の感情と従順の能力を道徳性の基本的感情と
した。すなわちペスタロッチは、母親と乳幼
児との関係に教育の淵源があると考えた。
　母親はわが子を愛さずにはいられず、我が
子を優しく抱き、授乳し、喜ばせる。すると
子どもの心の中には母親への愛、感謝、信頼、
従順の感情や能力が芽生える。子どもは微笑
むことで母親に愛をお返しする。
　母親と子どもの間に芽生えた感情は、やが
て父親、きょうだい、家族へと広がり、さら
に親族、近隣の人々へと広がっていく。そし
て、私は一人で生きているわけではない、と
いう感情を持つようになり、このことが社会
意識の芽生えとなる。
　こうした従順の能力は我慢することや他人
のために何かしようという考えに広がり、周
りの人の幸せを考える社会的義務、責任へと
広がる。
　またペスタロッチは、生活の必要や困窮
（足りなさ）が子どもの知識や能力を育成し
（生活が陶冶する）、母親から愛情深い慈し
みを受けた子どもの心に生じている愛をお返
しする感情と結びついて、子どもは人間とし
て成長をする、まさに「家庭は人間教育の原
点」といえる、と考えた。
　十分に意を伝えてはいないが、私が深く感
銘を受けた鈴木先生のお話の要点は以上のよ
うであった。

４．前原寿先生の教え（教育は愛、学校を
家庭の居間の雰囲気で満たせ）

　鈴木由美子先生のお話を伺いながら、私は、
55年以上も前の東北大での前原寿先生のペス
タロッチについての講義や演習の時間をなつ
かしく思い出した。
　私は、昭和44年春東北大学教育学部に入学
した。当時は学園紛争の時代で、東大入試は
中止、東北大も入学式は式途中で粉砕され、
教養部の川内地区は６月からストに突入し、
以来教養学部の２年間は、断続的にストが続
いた。学部進級試験もボイコット運動があり、
気が付くと、教育学部の70人の44年入学者の
うち46年春３年生（学部）に進級した者は、
半分以下という状況になっていた。私も教養
部の２年間は、サークル活動（詩吟部）と下
宿先での友人との交友に明け暮れたような感
じであった。
　進級した片平地区の教育学部の雰囲気はと
ても家庭的であった。私の教育哲学・教育行
政・学校管理・教育課程の専攻は、「合研」
と呼ばれた３人の助手（助教）の先生方の合
同研究室がたまり場になっていた。いつも、
助手の先生のほか、大学院生や学部生が集ま
り、打合せや情報交換が行われていた。私は、
当時、助手や院生だった佐藤全先生（元日本
女子大学教授）、神山栄治先生（元三重大学
教育学部長）、若井弥一先生（元上越教育大
学学長）、對馬達雄先生（元秋田大学理事・
副学長）などの錚々たる先輩諸氏から色々な
お話をお聞きすることが多くなり、我然大学
に通学するのが楽しくなってきた。
　そして、その楽しみに当時助教授だった前
原寿先生の講義や演習が加わった。前原先生
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は、広島大学で長田新先生、荘司雅子先生た
ちと同様、ペスタロッチの教育思想、教育実
践を研究された方で、柔和でおだやかな語り
口であったが、情熱をこめ熱心にペスタロッ
チについてお話し下さった。
　前原先生がよくお話しされていたのは、
「教育は母の愛からはじまる。母の無償の愛
が教育の原点だ」ということだった。
　ペスタロッチはよく「学校を家庭の居間の
雰囲気で満たせ」と語っていた。孤児院の教
育に当たって「母の愛を受けることのなくな
った孤児たちに、お母さんのような大人の愛
を感じてもらえるように、そういう気持ちや
態度で子どもたちに接してほしい。」
　「家庭の居間にはお母さんと子どもたちが
いる。暖炉がある。あみものをしながら子ど
もを見守るお母さん。そのまわりで楽しく遊
ぶ子どもたち。あるいは、子どもたちに本を
読んでくださるお母さん。孤児院の教室もこ
んな大人の愛と温かさに包まれた雰囲気であ
りたい。」こんなことをよく前原先生は、お
話されておられた。
　私は、前原先生のお宅にも伺って、お話を
お聞きしたこともあった。前原先生のお宅に
居ると、なんだか自分も幼い子どもに戻った
ような安らいだ気分になったものだった。
　前原先生には、卒論のご指導もいただいた。
私は、ペスタロッチは畏れ多いので、弟子筋
に当たり、プロシアのペスタロッチと呼ばれ
るＦ・ディースターヴェークを採り上げた。
前原先生のご指導は授業とは異なり、厳しい
もので、私は、学問研究の幅の広さ奥行の深
さを経験することができた。
　前原先生は、教授になられた後、昭和56年
には、ケーテ・ジルバー著「ペスタロッチ、

人と事業」を岩波書店から翻訳出版され、さ
らに、鈴木由美子先生とご一緒にペスタロッ
チの生涯をたどる映像作品の制作にも取り組
まれるなど精力的な研究活動を展開された。
しかし、病を得て、若くしてお亡くなりにな
られた。

５．教育の原点は家庭である（教育基本
法にみる家庭教育）

　ここで、現代の日本における家庭教育の様
相について考えてみたい。
　戦後、教育は、法律主義の原則の下、日本
国憲法、教育基本法に基づき、学校教育法、
社会教育法などの諸法規に従い、実施されて
きた。
　その教育の根本法である11条からなる旧教
育基本法は、昭和22年３月31日に公布施行さ
れた。教育の目的や方針を明示して、教育の
基本を確立したものであり、以後、長きにわ
たり、旧教育基本法の下で教育は実施されて
きた。
　平成12年３月から総理大臣の下で開催され
てきた「教育改革国民会議」は、同年12月22
日「教育を変える17の提案」を取りまとめ、
その中で「新しい時代にふさわしい教育基本
法の見直し」を提案した。これを受けて、中
央教育審議会での審議や与党協議が重ねられ、
平成18年12月15日旧教育基本法の全部を改正
する18条から成る新しい教育基本法が成立し、
同年12月22日公布施行された。
　新教育基本法では、旧法と同様の教育の目
的に加え、５項目から成る教育の目標が新た
に定められた。さらに第10条として、新たに
「家庭教育」の条文が設けられた。
　すなわち、新教育基本法第10条第１項は
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「父母その他の保護者は、子の教育について
第１義的責任を有するものであって、生活の
ために必要な習慣を身に付けさせるとともに、
自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を
図るよう努めるものとする」と規定している。
　先に述べた教育改革国民会議の「教育を変
える17の提案」の第１は、「教育の原点は家
庭であることを自覚する」であった。
　教育改革国民会議の提案では、この「教育
の原点は家庭である」ことについて「教育と
いう川の流れの最初の水源の清冽な一滴とな
りうるのは家庭教育であり、子どものしつけ
は親の責任と楽しみであり、小学校入学まで
の幼児期に、必要な生活の基礎訓練を終えて
社会に出すのが、家庭の任務である。家庭は
厳しいしつけの場であり、同時に会話と笑い
のある『心の庭』である。あらゆる教育は
『模倣』から始まる。親の言動を子どもは善
悪の区別なく無意識的に模倣することを忘れ
てはならない。親が人生最初の教師であるこ
とを自覚すべきである。」と記されている。
　こうした家庭教育に対する国民会議の提言
や教育基本法の規定は、親に対して厳しい要
求をしているようだが、その根底にあるのは、
母親・父親の子どもへの愛に満ちた家庭教育
や生活の重要性を強調したものである。
　すなわち、現代の教育においても、ペスタ
ロッチと同様、教育の原点は家庭教育にある
こと、教育の根底には、母親父親家族の愛が
必要であること、家庭での生活そのものが教
育の場であることを当然の前提としているの
である。
　その上で、教育基本法第10条第２項では、
国や地方公共団体が、家庭教育を支援するた
めに、必要な施策を講ずるよう求めている。

　私は、わが家に３人の息子が生まれた頃を
思いだす。人生で最も幸せを感じた時期だと
思う。しかし、仕事などにかまけて息子たち
と接する時間が何と短かったことかと思う。
妻や息子たちに申し訳ない気持ちで一杯にな
る。父親、母親が子どもたちと十分に触れ合
う時間をもつよう親自身が自覚し努めるとと
もに、社会全体で、そのことを後押しする取
り組みをする必要性を痛感する。

６．人間教育（生活が陶冶する）

　ペスタロッチは、「王座の上にあっても、
木の葉の屋根の蔭に住んでも同じ人間だ」と
述べ、人間の本質は平等だと考えた。同じ人
間であるならば、教育は、知識や技能の習得
にとどまらず人格形成を含むものであり、生
活そのものが人間を成長発達させると考えた。
250年もの昔、こうした「人間教育」「人間
性教育」こそが教育の姿だと考えたところに
ペスタロッチの先駆性・普遍性がある。
　例えば、ペスタロッチは、人間は、①頭
（Head）（知的教育）②手（Hand）（技術
的・身体的教育）に加え、③心（Heart）
（道徳的教育）を調和的に発達させることが
必要だとし、それらを統一する力が「愛」だ
と考えた。
　現在、我が国の道徳教育では、指導内容を
４つの観点から整理をしている。
　すなわち、①自分自身に関すること（自由、
責任、善悪の判断、正直、勇気、誠実、努力
等）、②人との関わりに関すること（親切、
思いやり、感謝、礼儀、友情等）、③集団や
社会との関わりに関すること（公正、公平、
公共の精神、家族愛、伝統文化、国、郷土を
愛する態度、国際親善等）、④生命や自然、
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崇高なものとの関わりに関すること（生命、
自然愛護、感動畏敬、よりよく生きる喜び
等）の４観点である。
　人が人間らしく生きるには、こうした観点
からの道徳性、情操の涵養が必要である。ペ
スタロッチは、こうした人間性を育てること
の必要性を見抜いていたと考える。
　そして、子どもは、家庭生活、地域（社
会）生活、学校生活という生活の場を通じて、
人間性を身に付けていくのである。生活をし
ていくことそれ自体が人間を成長発達させる。
まさに「生活が陶冶する」のである。
　その意味で、家庭、地域（社会）、学校そ
れぞれにおける子どもの生活への目配り、大
人の関わり方が重要である。
　家庭での親子や家族の親密な過ごし方、地
域での安全安心な生活の確立、伝統行事など
伝統文化の継承、学校での授業に加えて学級
活動、係活動、生徒会活動、部活動、学校行
事といった「特別活動」生徒指導など学校生
活全体の充実、そして、家庭・地域・学校を
通じた、読書活動などの言語環境の整備、体
験活動の機会の拡充、マスメディア、スマ
ホ・ＳＮＳ・生成ＡＩとの情報モラルを含む
関わり方への配慮など、子どもは、その家庭
だけではなく、地域（社会）、国全体の宝で
あるとの愛情に満ちた視点からの大人の関わ
り方が、もっと議論されてしかるべきと考え
る。

７．ペスタロッチの墓碑銘（すべてを
他人のためにし、己には何ものも）

　ペスタロッチは終生孤児や貧しい子どもた
ちの教育に当たった。しかし、前述のように
その生涯は、失敗の連続ともいえる。だが、

ペスタロッチは最後までくじけなかった。
　私は、ペスタロッチの生涯を思うと、河野
重男先生（元お茶の水女子大学長）が好まれ
た「困難に打ち克ってなお疲れず」の言葉を
思い出す。
　ペスタロッチの墓碑銘には「すべてを他人
のためにし、己には何ものも」と書かれてい
る。ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）の宣告を
受け、絶望の淵を懸命に生きておられる教育
学者の谷川彰英先生（筑波大学名誉教授）は、
近著「ＡＬＳ苦しみの壁を越えて―利他の心
で生かされ生かす」（明石書店）で、長い間
このペスタロッチの墓碑銘の日本語訳を考え
てきたが、「すべては自分のためにではなく、
他人のために」ではどうか、英語に訳すると
「ALL for others, Nothing for me.」となる
と記しておられる。
　ペスタロッチは、墓碑銘の通り、利他の心
で生きた生涯であった。
（公益財団法人新国立劇場運営財団理事長、
元文部科学事務次官）
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　本稿は、『高校教育』（１月号、2024年12
月発刊）での拙稿「主体的・対話的で深い学
び（現行学習指導要領）を徹底的に基礎にし
て改訂審議を行いたい」の論考を発展させて
論じるものである。可能なら、それを読んで
本稿を読んでいただく方がいいが、本稿だけ
を読んでもわかるようにしておく。なお、本
稿が刊行される頃には、文科大臣の諮問を受
けて、中央教育審議会教育課程特別部会にお
ける次期学習指導要領改訂に向けた審議が始
まっているはずである。その進行によっては、
本稿で示す危惧が杞憂で終わっている可能性
もないとは言えない。是非そうであってほし
いと願う。

１．「個別最適な学び・協働的な学び」
の発出

　2020年４月、新学習指導要領が小学校から
施行開始となった。と同時に、１人１台端末
と高速大容量の通信ネットワークを一体的に
整備するGIGAスクール構想が開始された。
他方で、新型コロナウイルスの感染が（2020
年の）年明けから拡大しており、（2020年）
３月の終業式、４月の入学式は多くの学校で
中止あるいは延期された。政府からは、ステ
イホームや感染症対策として３密（密閉、密
集、密接）を避けることが連呼され、学校で

の対面授業や行事等は通常通りに行われなく
なった。新学習指導要領の大きな柱の１つで
ある「主体的・対話的で深い学び」を推進す
るどころの状況ではなくなってしまった。
　このような中、４年間で計画的に実施する
予定にしていたGIGAスクール構想のハード
面の予算配分を、補正予算をつけて前倒し実
施したことは当然の運びであった。拡大する
コロナ禍の中で、ICT利用による自宅等での
オンライン学習や学習保障が切実に求められ
たからである。『「令和の日本型学校教育」
の構築を目指して～全ての子供たちの可能性
を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学
びの実現～（答申）』（令和３年１月26日、
以下『令和の答申』）は、このような状況を
強く受けてまとめられた。「個別最適な学
び」は、学習履歴を活用した個別指導やAI
ドリルなどのICTの利活用を促し、ひいては
GIGAスクール構想を補完する学びとして提
起された。

２．（問題１）「個別最適な学び・協働的
な学び」は「主体的・対話的で深い学び」

を上書きしたのか？

　問題はここからである。まず第一の問題は
タイトルに示す通りである。
　新学習指導要領が施行され始めたその年に、

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

「個別最適な学び・協働的な学びの一体的な充実」
では対話力は育たない

溝上　慎一
学校法人桐蔭学園理事長・桐蔭横浜大学教授
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学習指導の在り方に深く関わる答申が出され
るなど前代未聞のことであった。しかし、そ
れも拡大するコロナ禍の状況を踏まえれば、
致し方ないことであった。あくまで『令和の
答申』における「個別最適な学び・協働的な
学び」は、新学習指導要領における「主体
的・対話的で深い学び」を補完するものとし
て提起されたはずである。『令和の答申』で
も、両者の関係は「『個別最適な学び』と
『協働的な学び』を一体的に充実し、『主体
的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業
改善につなげていくことが必要である」（令
和の答申、p.19）と述べられていた。ここま
では少なくとも筆者はあまり問題に感じてい
なかった。
　ところが、今年（2024年）になって、全国
の特に小中学校、県・市町の教育委員会等
（以下「学校・自治体」）の取り組みの多く
を見渡すと、「主体的・対話的で深い学び」
の言葉は見事に消えてしまい、金太郎飴のよ
うに「個別最適な学びと協働的な学びの一体
的な充実」が掲げられていることに気が付い
た。学校・自治体に状況を問うと、これまで
は「主体的・対話的で深い学び」に取り組ん
できたが、これからは「個別最適な学びと協
働的な学びの一体的な充実」へ転換していく
と聞いているという見方が返ってくる。学
校・自治体によってこの捉え方にはもちろん
温度差があるが、「個別最適な学び・協働的
な学び」が「主体的・対話的で深い学び」を
一定程度上書きしたと彼らが見ていることは
共通していた。
　筆者は、「主体的・対話的で深い学び」を
基礎として、ICTを大いに利用して「個別最
適な学び・協働的な学び」を発展させるとい

うことであれば、それは望ましいことと考え
ている。私はこの順序で考えるなら、「個別
最適な学び・協働的な学び」はむしろ推進派
である。ところが、一斉授業ないしはその中
での「主体的・対話的で深い学び」が軽視さ
れて、「個別最適な学び」を前面に出して推
進するとなれば、それには大反対であると言
わざるを得ない。日本の学校教育は、高い確
率で崩壊に向かう可能性があると予想される。
人はそこまで何から何まで自己決定して主体
的に学べるようにはなっていない。だから、
「主体的、主体的」と連呼することにもなる。
また、学校から仕事・社会へのトランジショ
ン、政府の用語で言えば「社会に開かれた教
育課程」を見据えて育てる「対話力」（他者
との関係性、議論、発表、協同・協働など）
という資質・能力が、「個別最適な学び」を
前面に出して説かれる授業論では、十分に育
つとは考えられない。これについては後段で
改めて論じる。なお、「協働的な学び」につ
いては節を変えて筆者の考えを述べるので、
本節の残りは「個別最適な学び」に焦点を当
てて論じる。
　それにしても、なぜここまで全国の教育関
係者が「主体的・対話的で深い学び」よりも
「個別最適な学び」に関心を集めたかは分析
しておく必要がある。筆者の見る限り少なく
とも２つの理由があったと考えられる。
　１つは、GIGAスクール構想の推進に合わ
せて「個別最適な学び」を論じた専門家や現
場の学校・教育実践家の中に、「個別最適な
学び」の推進だけを説き、「主体的・対話的
で深い学び」との関係についてほとんど論じ
なかった者が少なからずいるからである。あ
る専門家はこれまでの教育を否定して、これ
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からは「個別最適な学び」の推進の時代だと
説き、別の専門家は「これからは教師が教え
ない授業が重要なのだ」と説く。この視座に
立って「個別最適な学び」の実践を進めれば、
「主体的・対話的で深い学び」が後退するの
は必然である。彼らが、「主体的・対話的で
深い学び」を含めて、これまで取り組んでき
た一斉授業における教授学習を鳥瞰図的に位
置づけて「個別最適な学び」を説いていれば、
ここまでの事態には至らなかったかもしれな
い。
　もう１つは、政府の説明の仕方に問題があ
ったからと考えられる。図表１は、文科省の
ウェブサイトにある「『個別最適な学び』と

『協働的な学び』の一体的な充実（イメー
ジ）」である。この図の問題は、個別最適な
学びと協働的な学びの「一体的に充実」の矢
印が「主体的・対話的で深い学び」に向かっ
ていることにある。これでは、「個別最適な
学び・協働的な学びの一体的な充実」に取り
組むことによって「主体的・対話的で深い学
び」が実現すると読めてしまう。すべての取
り組みの基礎・出発点は、「個別最適な学
び・協働的な学び」ということになってしま
う。もし矢印が必要なら、「主体的・対話的
で深い学び」から「資質・能力の育成」へ向
けられる「授業改善」の矢印の下に加えられ
るべきではなかったか。

３．（問題２）「協働的な学び」は本来
不要であったはずだ

　私見では、「協働的な学び」は必要なかっ

たと思う。それが加わったのは、新学習指導
要領で対話的な学びを打ち出したばかりの時
期に「個別最適な学び」が提起され、脱対話
に向かうことを文科省が懸念したからである。

図表１　「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実（イメージ）
＊（出典）文科省ウェブサイト：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01542.html
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『令和の答申』では「孤立した学びに陥らな
いように」と補足されている。
　しかし、よく考えてみれば、「主体的・対
話的で深い学び」を基礎として「個別最適な
学び」を補完するという意図が真であったな
らば、「孤立した学びに陥らないように」と
補足すること自体がおかしい。さらに、ある
子供が１人で学ぶことを最適と見なすなら、
その意志を尊重するのが「個別最適な学び」
の本来の趣旨のはずである。１人で学びたい
と言っているのだから、１人で学ばせてあげ
ればいい。それを「孤立した学びに陥らない
ように」と大人の都合を押しつけ、「協働的
な学び」との一体的な充実を説くのはいかが
なものであろうか。
　単元内自由進度学習を始めとする実際の
「個別最適な学び」の授業を見ても、「協働
的な学び」をする子供はいるが、黙々と１人
で学ぶ子供もいる。他のクラスメートに話し
合いに行く子供はいるが、お友達のところへ
行ってぺちゃくちゃしゃべっているだけの事
例も散見される。先進校の取り組みを見ると、
すばらしい「協働的な学び」がなされている
ことを見て取れるが、そのような先進校の授
業でも、全員が「協働的な学び」をしている
わけではない。お友達との話し合い以上の
「協働的な学び」とするべく、誰と話し合い
をしたかをICTを利用して可視化する実践も
見られるが、あまりにも高度である。少なく
とも学習指導要領改訂に向けて参考にできる
実践ではない。もちろん、先進校の高度な実
践を否定する議論ではない。あくまで学習指
導要領の観点から見た議論である。

４．提案

　筆者は、「個別最適な学び」の本来の趣旨
に照らして、１人で学びたい子供の意志を尊
重すべきであると考える。しかし、それでは
将来の仕事・社会に出たときに求められる対
話力が育たない。仕事・社会では、いくら教
科学力が高くても、対話力の弱い者は様々な
場面で苦労する可能性が高い。だから、子供
の多様な「個別最適な学び」を認めるために
も、そもそもの集団学習における「主体的・
対話的で深い学び」を徹底的に基礎にして対
話力を育てる必要がある。この過程に「個別
最適な学び」や「協働的な学び」を加えるこ
とは大いにあっていい。しかし、対話力の育
成は実質的に一斉授業で行う。なぜなら、社
会に開かれた教育課程として求める資質・能
力としての対話力は、社会の中での非親密的
な集団的場での議論を想定しているからであ
る。「個別最適な学び」に付随して行われる
程度の「協働的な学び」ではこの対話力は育
たない。
　2024年度から単元内自由進度学習に取り組
む鳥取大学附属小学校（以下「鳥大附小」）
の事例を紹介しよう。この学校は、全学年の
年間授業時数の約１割を目安として単元内自
由進度学習を導入している。図表２は、単元
内自由進度学習の場面である。１人で黙々と
ICT教材からノートにまとめる子供もいれば
（左端）、２人でICT教材を見て話し合う子
供もいる（中央）。廊下に机を並べてグルー
プで学ぶ子供もいる（右端）。それぞれが自
分たちのスタイルで、好きな場所で学んでお
り、単元内自由進度学習の典型的な様子が表
れている。
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　興味深いのは、図表２の右端の写真で、６
人グループの後ろに机を持っていって１人で
学ぶ子供の姿である。なぜ彼はこの位置で１
人で学ぶのだろうかと正直思うが、彼がその

ように学びたいと言うのなら、それを認める
のが「個別最適な学び」の趣旨である。しか
し、これでは彼の対話力は育たない。鳥大附
属小は、図表３に示す形で様々な学習を構造
化している。「個別最適な学び」（単元内自
由進度学習）を導入すると言っても、これま
で取り組んできた一斉授業やグループワーク、
発表、ICT利用などを行う「主体的・対話的
で深い学び」の活動を基礎とする。その上で、
新たに１割を目安として「個別最適な学び」
を導入するのである。
　先日行われた研究発表授業では、単元内自
由進度学習の授業だけでなく、一斉授業にお
ける「主体的・対話的で深い学び」の授業も
並行して公開された。図表４はその中の対話
的な学びの場面である。決して単元内自由進
度学習だけを行っているわけではないことを
意図的に見せた好例である。

５．次期学習指導要領の改訂議論に向けて

　進行予定では、（2024年）12月25日に次期
学習指導要領改訂に向けた諮問が文科大臣か
ら中央教育審議会になされる。諮問のベース
の１つになるといわれる『今後の教育課程、
学習指導及び学習評価等の在り方に関する有
識者検討会　論点整理』（令和６年９月19日、
以下『論点整理』）では、現行学習指導要領

図表２　単元内自由進度学習の場面（鳥取大学附属小学校）

図表３　鳥取大学附属小学校における個別最
適な学びの位置付け
＊鳥取大学附属小学校 令和６年度研究発表大会 全体説
明より（2024年11月１日）

図表４　集団授業における対話的な学び（鳥
取大学附属小学校）
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における「主体的・対話的で深い学び」を基
本的な考え方として維持すべきであること、
その上で「個別最適な学びと協働的な学びと
の一体的な充実」を位置づけていくことが示
された。（「個別最適な学び」の推進によっ
て）「『教師は教えなくてもいい』『全て子
供に委ねればよい』といった誤ったメッセー
ジとして伝わることのないよう」と釘も刺さ
れた。
　しかし、同『論点整理』において、「学校
におけるデジタル学習基盤の整備を踏まえた
学びの在り方」の箇所で、「GIGA スクール
構想の下、クラウド環境やアクセシビリティ
機能を含むデジタル学習基盤を効果的に活用
している学校では、多様な子供たちを包摂す
る実践が進むとともに、多様な教材の活用や
思考過程の可視化などにより、個別最適な学
びと協働的な学びが促進され、『主体的・対
話的で深い学び』の視点からの授業改善が進
んでいる例も見られている」とも述べられて
いる。この論じ方では、個別最適な学びと協
働的な学びの促進こそが「主体的・対話的で
深い学び」であると理解され、図表１を通し
て示した筆者の危惧が払拭されない。また、
主体的・対話的で深い学びは「視点」だった
のかという疑問も新たに生じる。文科大臣か
ら中央教育審議会への諮問を受けて、本稿の
危惧が払拭されるような審議会での議論とな
ることを期待する。

〈参考文献〉

溝上慎一（責任編集）河合塾（編）（2023）．高

校・大学・社会 学びと成長のリアル－「学校と社

会をつなぐ調査」10年の軌跡－　学事出版
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学校の価値の最大化に向けて

１．はじめに

　学校は、本来子供たちの成長のために設け
られた場です。ほとんどの先生方は、教育に
情熱を燃やし、日々、子供たちに向き合って
います。しかし、心身ともに疲弊したり、メ
ンタル面で追い込まれてしまい休職・退職を
余儀なくされる先生も少なくありません。ま
た、子供たちに目を向けてみても、一見、多
くの子供たちが元気なように見えても、疲れ
ている、睡眠不足といった声もあがっていま
す。何よりも、不登校の子供たちの数が30万
人を超えている（文部科学省「令和５年度児
童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査」）というのは、あまりに
も重い数字です。
　学校という子供たちのための仕組みがあり、
先生も子供たちもそこで一生懸命に頑張って
いる。それなのに、少なくない数の先生や子
供たちが追い込まれてしまっているとしたら、
それは大きな矛盾を抱えていることにほかな
りません。
　ただ、先生方も子供たちも、日々頑張って
いるということは、努力の方向性を少し変え
るだけでも、日本の教育が各段に良くなる余
地があることだとも言えます。すなわち、問
題は、そのための方向性をどのように見つけ

ていくか、ということではないでしょうか。
　 本 稿 で は 、 O E C D に よ る F u t u r e  o f 
Educa t i on  and  Sk i l l s  2 0 3 0（通称、
Education2030）と呼ばれるプロジェクトの
中で示されている、「エージェンシー」と
「ウェルビーイング」という２つのキーワー
ドを取り上げて、日本の教育事情と照らし合
わせながら、どのような示唆が得られるかを
考えてみたいと思います。なお、図１は同プ
ロジェクトで策定された「ラーニング・コン
パス（学びの羅針盤）」と呼ばれる概念図で
すが、主役となる生徒（リュックを背負って
いる生徒）が、エージェンシーを発揮して山
に登っていく姿が比喩的に描かれています。
この山の頂上（図右上）にあるのが、2030年
のウェルビーイングとされています。

図１　ラーニング・コンパス（学びの羅針盤）

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

学校の価値の最大化に向けて

白井　俊
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 参事官
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２．エージェンシーとは

（エージェンシーと主体性）
　最初に取り上げる言葉がエージェンシー
（agency）です。エージェンシーという言
葉は、心理学などの世界では「行為主体
（性）」と訳されており、学術的には定着し
ていますが、一般にはあまり馴染みがないと
思います。OECDでは、このエージェンシー
について、「変化を起こすために、自分で目
標を設定し、振り返り、責任を持って行動す
る能力」と定義しています。別の表現では、
「自分自身や周囲に対して、積極的に良い方
向に代わるように影響する能力」ともされて
います。
　エージェンシーに近い言葉として想起され
るのが、日本語の「主体性」でしょう。日本
では、伝統的に「主体性」が重視されてきて
おり、多くの学校が「主体性」（あるいは
「主体的」）といった言葉を、学校教育目標
に位置付けています。学習指導要領にも、
「主体的・対話的で深い学び」といった言葉
がありますし、学習評価においても「主体的
に学習に取り組む態度」を評価することにな
っています。こうした傾向は教育界だけでも
なく、経団連が2022年に実施したアンケート
でも、企業が採用時に期待する資質として
「主体性」が最も多く挙げられています。

（主体性の多義性）
　主体性には、エージェンシーのような厳密
な定義があるわけではありません。実際、非
常に多義的に使われており、「あなたが考え
る「主体性」とは、具体的にどういうことで
すか」と問われたら、回答するのは意外に難

しいのではないでしょうか。ということは、
先生が「主体性」を育てるために取り組んだ
としても、それは、子供たちや保護者が考え
る「主体性」とは異なる可能性があるという
ことです。
　そうなると、子供たちが、「主体性」を発
揮しようと頑張っても、場合によっては、先
生が違う方向に導いてしまったり、ストップ
をかけてしまったりするようなことも起きる
かもしれません。あるいは、「主体性」が
「子供たちが自分で行動すること」として理
解されていると、単なる我がままや自分勝手
を放置することにもなりかねません。

（他者との関わり合いの重要性）
　一方、エージェンシーは、他者との関わり
合いの中で育っていくものとされています。
確かに、何か変化を起こそうとしても、実際
には自分だけでできることは少なく、大抵の
場合には、他者の理解や協力を得ていくこと
が必要になります。
　例えば、運動会のあり方に不満があって
「変えたい」と思っていても、クラスメイト
が不満を抱いているかどうかはわかりません。
先生にも信念や考えがあるでしょう。あるい
は、先生自身も問題意識を持っていたとして
も、学校としての方針やPTA、地域住民か
らの要望があったりして、必ずしも自分のや
りたいようにはやれない状況があるかもしれ
ません。そうしたときに、ただ自分の不満や
希望を述べるだけでは改善にはつながりませ
ん。見直しの必要性について論理的に説明し
たり、違う考えにも耳を傾けたり、必要があ
る場合には自分の考えを軌道修正したりしな
がら、自分が目指すべき変化を起こしていく
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ことが求められます。
　要は、単に自分が「こう変えたい」という
希望や情熱だけでは足りないのであり（それ
こそ、単なる我がままや自分勝手かもしれま
せんので）、様々な局面において、自分の能
力を総動員して対応していくことが必要にな
りますが、それこそがエージェンシーが育っ
ていくという意味になります。

（梯子モデルからの示唆）
　エージェンシーが他者との関わり合いの中
で磨かれるとして、やはり重要なのが教師と
の関係性です。OECDの報告書では、ハート
による梯子モデル（図２）を参考にしながら、
エージェンシーに様々なレベルがあることを
示しています。例えば、実質的に教師が主導
している段階（レベル１）もあれば、教師と
生徒が対等なパートナーシップ関係にあるよ
うな段階（レベル８）まで、様々なレベルが
あることが示唆されています。

図２　ハートによる梯子モデル
（出典：Hart（1992）; OECD（2019））

　この「梯子モデル」と比べて考えると、日
本で使われている主体性は、あまりレベルが
意識されていないことが多いように思います。

その結果、例えば、先生が期待している「主
体性」が、上記の梯子モデルで言えばレベル
２なのに、子供たちが考えている主体性はレ
ベル８などとズレてしまう場合が生じます。
そうなると、「主体性」が大事だという点で
は共通していても、お互いに不満が出てしま
うのは当然でしょう。
　なお、上述の梯子モデルの提案者であるハ
ート自身は、必ずしもレベル８など梯子の高
い位置が良いわけではないと述べています。
たしかに、指導のプロセスにおいて、そもそ
も学習習慣や基礎学力自体が身についていな
い場合には、まずは、教師からの指示された
内容を着実にこなすことが必要とされる場合
もあると思います。その意味では、レベル１
などの低い段階を否定するものではないし、
逆に、レベル８など高いレベルだから常に望
ましい、というものでもないでしょう。むし
ろ、改めて重要になのが、教師の力量です。
子供たちの学習状況や理解度、関心などを把
握したうえで、それぞれの状況や文脈に応じ
て、教師からどのレベルの働きかけを行うの
かを考えるかが問われることになります。
　このように、エージェンシーという概念を
主体性と重ねてみることで、主体性がより明
確に理解できるようになるでしょう。

３．ウェルビーイングとは

（ウェルビーイングの背景）
　前述のように、Education2030では、子供
たちがエージェンシーを発揮して、2030年の
ウェルビーイングを実現していくことが期待
されています。このウェルビーイングという
言葉は、必ずしも知名度が高いものではあり
ませんでしたが、Education2030が国際的な
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教育の議論で注目されたことや、2023年に策
定された第４期教育振興基本計画にウェルビ
ーイングという言葉が盛り込まれまたことを
契機に、日本の教育界においても注目度が高
まってきています。
　ウェルビーイングという言葉は、17～19世
紀ごろまでには、概ね現代に使われているよ
うな「良い状態」を意味する言葉として確立
していたようです。ウェルビーイングの
“well”も“being”も基本的な用語ですの
で、「良い状態」というのはごく自然な解釈
でしょう。
　ただ、その後の議論の中で、ウェルビーイ
ングには様々な意味が付加されていきます。
例えば、1946年に採択されたWHO憲章の前
文では、「健康」について述べる中で、ウェ
ルビーイングについて、「健康とは、病気に
なっていたり、弱っていたりしないというだ
けでなく、肉体的にも、精神的にも、そして
社会的に完全なウェルビーイングの状態をい
う」という形で言及していることが知られて
います。

（OECDにおけるミッションの再定義）
　もっとも、その後半世紀以上にわたって、
ウェルビーイングという概念が、必ずしも注
目を集めたわけではありません。それが、最
近になって注目されるようになった背景の１
つが、2011年のOECDによるミッションの再
定義です。教育の世界では、OECDは国際的
な学力調査であるPISAの実施機関として有
名ですが、その名称である「経済協力開発機
構」が示すように、経済成長が組織の主要な
ミッションとされてきました。
　OECDの加盟国はヨーロッパやアメリカな

ど先進国が中心であり、20世紀も後半となっ
てくると、OECD加盟国は一定の経済成長を
成し遂げます。一方、経済成長を遂げる中で、
公害病や環境問題の発生、富裕層への富の集
中、移民を含めた社会的な格差の拡大など、
経済成長という指標だけでは捉えきれない
様々な問題が改めて顕在化してきたのです。
そこで、OECDが設立50周年を迎えた2011年
に、上記のような問題意識を背景に設定した
新たなミッションが、ウェルビーイングの実
現だったのです。
　いわば、これまで経済成長が優先される中
で見過ごされてきた、私たちの生き方、暮ら
し方、働き方といった生活の質的側面に真摯
に向き合い、大切にしていこうという動きへ
の転換だと言っても良いでしょう。

（ウェルビーイングの包括的性格）
　ところで、ウェルビーイングについて、な
かなか適切な訳語が見つかりません。そのた
めか、「幸福度（感）」などと訳されること
があります。もちろん、ウェルビーイングに
ついては、様々な考え方がありますが、少な
くともOECDやWHO、ユニセフなどの主要
な国際機関が示すウェルビーイングの考え方
を見る限り、こうした訳出は、適切なもので
はないと考えています。
　というのも、前述のWHO憲章をはじめと
して、国際機関におけるウェルビーイングの
枠組みは、いずれもウェルビーイングを多角
的な視点から捉えようとしているからです。
具体的に言えば、精神的な側面だけでなく、
社会的あるいは身体的な側面など様々な視点
から考えることが重視されています。これを
「幸福度」などと訳すことは、ウェルビーイ
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ングを精神的な側面に矮小化してしまうこと
になりかねません。
　もちろん、「精神さえ豊かであれば（病気
や貧困、社会的な孤立などがあっても）良
い」、という考え方もあるかもしれません。
しかし、国際的な基準に照らせば、貧困や社
会的な孤立、病気などの状態は、たとえ本人
が精神的に「幸福」と感じているとしても、
問題があると考えられています。このことは、
国連が設定しているSDGsにおいても、飢餓
や貧困の撲滅などの問題を重視していること
とも共通するでしょう。こうした点で問題が
あること自体が、ウェルビーイングの前提を
欠いていると理解されているのです。

（学校におけるウェルビーイング）
　さて、以上に見てきたウェルビーイングは、
学校にとっては、もともと親和性のある考え
方のはずです。なぜなら、学校は、子供たち
の精神的・社会的・身体的な成長のために存
在する機関であり、ウェルビーイングの実現
は、学校という組織のミッションそのものと
言っても過言ではないからです。あえて「ウ
ェルビーイング」という言葉を使うまでもな
く、先生方が、子供たちが「良い状態」にあ
ることを望んでいるのは間違いないはずです。
その意味では、今さらウェルビーイングが注
目されること自体、むしろ奇妙な感じがする
かもしれません。
　それでは、ウェルビーイングを取り上げる
意味はどこにあるのでしょうか。「１．はじ
めに」で述べたように、子供たちが「良い状
態」になることを願っているはずの学校にお
いても、実際には色々な問題が起きています。
不登校の子ども達が30万人にも及ぶというの

は、明らかに深刻な状況です。また、元気に
毎日登校しているように見える子供たちにし
ても、どこまで日々の学校生活や授業にやり
がいや充実感を感じられているでしょうか。
「はやく授業が終わらないかな」と放課後に
なるのをひたすら待っている子供たちも、決
して少なくないはずです。
　もちろん、何か特効薬があるわけではない
と思います。ただ、学校や学級の単位で、改
善できる部分も多々あるのではないでしょう
か。前節でエージェンシーを取り上げた際に
も、先生はレベル２を考えているのに、生徒
はレベル８を考えていたら、お互いにうまく
いかない可能性があると述べました。不登校
の子供たちへの対応についても、先生が良か
れと思って登校を促すことが、かえって不登
校を加速してしまうようなケースもあると思
います。要は、先生も子供たちも頑張ってい
ても、すれ違いや考え方の乖離があるため、
結果的に誰にとっても良い結果にならない場
合もあるということです。
　できる限り、こうしたすれ違いや乖離をな
くしていくことが大切ですが、その際、ウェ
ルビーイングの枠組みは、現代社会において、
私たちが生きていく上で、どのような要素が
重要なのかを示してくれます。そのままでは
学校に当てはまらないとしても、参考になる
部分は多いと思いますので、ここではOECD
が示すウェルビーイングの枠組みを踏まえて、
学校という場においてどのように参考にする
ことができるかということの一端をご紹介し
たいと思います。
　さて、OECDのウェルビーイングの枠組み
では、以下の11の要素が示されています（図
３）。ここでは紙幅の関係から、そのうち
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「市民参加とガバナンス」、「環境の質」の
２点を例示的に取り上げたいと思います。

図３　OECDにおけるウェルビーイングの測
定枠組み

（出典：OECD, 2017; OECD, 2019）

①　市民参加とガバナンス
　市民参加の機会は、民主主義を支える前提
になります。例えば、私たちの生活を規制す
ることになる法令を作る際に、議会や役所任
せにせずに、市民参加の機会があった方が、
より市民のニーズや考えに沿ったものができ
ると考えられます。
　これを学校という文脈に当てはめて考えて
みましょう。近年、日本では「ブラック校
則」の見直しが話題になっていますが、校則
の多くは、先生が作っていると思います。中
には、何年、何十年も前に在籍した先生が作
ったものが、そのまま受け継がれてきている
場合もあるでしょう。生徒からしても、そう
した校則を守るように言われても、なかなか
納得できたものではないでしょうから、やは
り参画の機会を設けていくことも必要でしょ
う。
　さいたま市のある中等教育学校では、生徒

会が主導して校則の案を作り、最終的に学校
長との「約束」という形で校則を決定してい
ます。このような手続きをとることで、生徒
の意識も、「誰が作ったかもわからない校則
を押し付けられた」という感覚ではなく、ま
さに自分たちが作り、約束をしたものとして
当事者意識や責任感を持つことができるでし
ょう。
　市民参加の視点は、もちろん校則改革に限
ったことではありません。例えば、授業のあ
り方についても、先生が決めていることが多
いと思います。もちろん、専門家としての緻
密な計画に基づいて授業を行っていくことは
重要なことです。ただ、子供たちがどのよう
な授業を望んでいるのかについて話し合う機
会を持っても良いはずです。「もっと授業中
の対話を増やしてほしい」「理論や公式が、
実社会でどう活用されているのかを教えてほ
しい」など、おそらく、生徒側にも色々な要
望や期待があると思います。
　新潟市のある中学校では、毎年度の最初の
授業の際に、授業のスタイルや進め方などに
ついて、生徒と議論をする機会を設けていま
す。小さな工夫ですが、これによって、生徒
たちの意欲が見違えて変わってきたそうです。
こうした取組も、子供たちの授業への「参
画」意識を高めることになるでしょう。
　ウェルビーイングで用いられている指標を
前提に、学校のあり方を捉え直すことで、校
則にしても、授業のあり方にしても、学校に
おける伝統的なやり方を見直すきっかけにな
るのです。
②　環境の質
　学校は、子供たちが長い時間を過ごす場で
すので、その環境が良いものであることは当
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然望ましいことでしょう。ただ、多くの学校
は、無機質なコンクリート建築ですし、お世
辞にも魅力的な場所とは言い難いように思い
ます。もちろん、予算などの制約はあるでし
ょうが、学校生活を送る環境を、できる限り
快適なものにしていくことは、私たち大人の
責任でもあるはずです。
　「環境の質」といっても、幅広い観点から
改善点が考えられると思いますが、ここでは、
「プライバシー」の観点での事例をご紹介し
たいと思います。以前、デンマークの学校を
見た際のことです。その学校では、教室の一
角にアルコーブのようなスペースが設けられ
ていました。そのスペースが何なのか気にな
っていたのですが、周囲の他の生徒には聞か
れないような配慮が必要な場合に、先生が特
定の生徒と話をするときに使うスペースとの
ことでした。
　たしかに、日本のような四角形の教室には
死角はありません。そのため、先生と生徒の
会話は周囲の生徒に丸聞こえになってしまい
ます。授業中に、先生が生徒に声掛けするこ
とは一般に望ましい行動と捉えられています
が、声掛けの内容によっては、その生徒が分
かっていないことが周囲に明確になってしま
う場合もあります。それがプレッシャーにな
ってしまう生徒もいるでしょう。
　日本では、どちらかと言えば、教室の環境
のことは二の次で、教師の指導力、授業力に
頼ってしまう傾向があります。学校の施設や
教室の環境については、あまり議論の対象に
なることは多くないかもしれませんが、もっ
と取り上げられても良いはずです。
　ウェルビーイングの枠組みは、これまであ
まり意識していなかったかもしれない「環境

の質」という点を意識するような「気づき」
を与えてくれるものなのです。

４．おわりに

　本稿では「エージェンシー」と「ウェルビ
ーイング」という２つの概念を参考にして、
日本の教育について考え直してみました。い
ずれの概念も、日本を含めた各国がより良い
世界を描いていくために何が必要かを議論す
る過程で登場した概念です。こうした概念を
上手に活用することで、伝統的な日本の教育
の良さを守りつつ、見直すべき点は改めてい
くということが重要でしょう。
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１．ウェルビーイングとは

　近年、子どもたちの心身の健康、そして豊
かな人間性を育むうえで、「ウェルビーイン
グ（Well-being）」という概念が教育の領域
でも大きく注目を集めています。ウェルビー
イングは単なる「健康」や「幸福感」を超え、
子どもたちが心身ともに満ち足りた状態で、
自分らしく成長しながら社会に貢献できる力
を育むことを指す概念です。子どもたちが安
心して学びに取り組める心地よい環境だけで
なく、自分の可能性を最大限に引き出す挑戦
機会や、他者とのポジティブな関わりを通し
て人生を豊かにしていく力の総称とも言えま
す。
　ウェルビーイングを高めるためには、第一
に心身の健康をベースとした安全・安心の確
保が必要です。たとえば適切な休息や栄養、
身体活動による身体的健康が土台にあります。
さらに、ポジティブな対人関係や自己肯定感
の育成など、社会的・心理的側面での充足が
欠かせません。多様な仲間や教師とのコミュ
ニケーションを通じて、相手を尊重し合う姿
勢や自己表現を学ぶ機会を十分に確保するこ
とが重要です。同時に、自身の興味関心や強
みに根ざした学びを深め、自らのアイデンテ
ィティを形成するような経験も求められます。

　こうしたウェルビーイングが教育現場で注
目される背景には、学校が子どもたちの学力
向上や知識・技能の習得だけを目的とするの
ではなく、子どもたちの「今」「将来」「生
涯」にわたって生活の質を高め、持続的に自
己実現できる力を育むことへの期待がありま
す。特に社会が大きく変化する現代において、
多様な価値観や不確定要素が増大する中で、
自分らしく生き抜くための基盤としてウェル
ビーイングが重視されるようになりました。
　教育の場でウェルビーイングを実現するた
めには、教師をはじめとする学校関係者の理
解と取り組みが不可欠です。そして学級は、
子どもが一日の多くの時間を過ごす「小さな
社会」の場です。ゆえに、学級づくりの在り
方を通じてウェルビーイングを高めることは、
子どもたちの生きる力をより豊かにしていく
うえで大変意義があると考えられます。

　  ２．教育振興基本計画が提唱する  　
ウェルビーイングの概要

　文部科学省が策定した「第４期教育振興基
本計画」（令和５年６月16日閣議決定）では、
学校教育における子どもたちの健やかな成長
と学びの充実を重視しています。その中で近
年、大きく取り上げられているのが「ウェル
ビーイング」を意識した教育の推進です。こ

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

子どもたちのウェルビーイングを高める
学級力向上プロジェクトのすすめ

田中　博之
早稲田大学教職大学院 教授
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れは、学力や技能の習得だけでなく、子ども
自身が主体的に学びを深め、人間関係の中で
自己を肯定しながら成長していく力をはぐく
むことを目指しています。
　具体的には、第４期教育振興基本計画にお
いて「社会で主体的に自立して生きる資質・
能力を育成すること」が謳われており、そこ
には自己理解や自己肯定感を基盤とした豊か
な人間性の育成が含まれます。加えて、人権
意識の醸成や多様な文化・価値観への理解を
深めることにより、子どもたちの相互尊重や
協働を促進しようとしています。これは国の
政策レベルでウェルビーイングを広く捉え、
教育の枠組みの中へ統合させる動きと言えま
す。
　また、令和の時代にふさわしい教育の姿と
して、ICTの活用や探究学習の推進を通して
子ども一人ひとりの力を伸ばす方向性が打ち
出されています。ウェルビーイングの観点か
らは、こうした学習環境の多様化は子どもが
自ら主体性を発揮し、協働しながら問題解決
を行うことで、学習意欲や意義感を高めるこ
とにつながると期待されています。さらに、
部活動や学校行事、地域との連携といった教
室外での多様な経験も重視され、それらの総
合的な教育活動の中で子どもたちのウェルビ
ーイングが支えられると考えられているので
す。
　このように第４期教育振興基本計画が示す
ウェルビーイングは、学校現場での学習指導
要領やカリキュラムを通じた育成目標にとど
まらず、地域社会や家庭との連携のもと、子
どもたちの幸せや充実感に対する包括的な支
援を求めるものとなっています。特に学級と
いう単位でウェルビーイングを意識した指導

や活動を展開することは、計画の理念を実践
へと具体化するための重要な一歩となるでし
ょう。

３．「学級力」概念とウェルビーイング
の親和性

3.1　「学級力」の概要
　筆者が提唱する「学級力」とは、学級とい
う小さなコミュニティの中で、教師と子ども
たちが協力し合いながら、相互に学びを高め
合う力を指す概念です。学級力には、「子ど
も間の関係性の質」「学級としての目標やル
ールの共有度」「子どもたちの主体性と協働
意識」など、多面的な要素が含まれます。た
とえば、休み時間に自然と助け合う姿や、話
し合い活動を通じて建設的に意見を交わす姿
などは、学級力が育まれた状態といえます。
これらが活発に機能する学級では、一人ひと
りの子どもが自己の存在価値を実感し、安心
感のもとで成長を遂げやすいことが明らかに
なっています。
　近年、学校現場では「学級崩壊」「いじめ
問題」「不登校の増加」など、さまざまな課
題がクローズアップされてきました。その要
因には多角的な背景がありますが、一つには
子ども同士、あるいは教師と子どもとの間に
十分な信頼関係が構築されていないことや、
目標やルールの共有が不十分であることが挙
げられます。これに対して、学級力を高める
ための方策としては、子どもたち自身が意見
を出し合い、ルールづくりや行事の企画に参
加する「子ども主体」の活動を推進すること
が効果的です。
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3.2　ウェルビーイングとの共通点
　学級力が高い状態とは、子どもたちが心理
的に安全を感じ、互いに尊重し合い、学びに
向かう意欲が高まる状況とも言えます。これ
はウェルビーイングの概念と密接に結びつい
ています。具体的には、学級力の高さが「人
間関係の質」「自己肯定感」「主体性の発
揮」といった領域を支えることで、子どもた
ちのウェルビーイングが高まると考えられま
す。

○　人間関係の質とウェルビーイング
　学級でのポジティブな人間関係は、子ども
たちが安心して自己を表現し、仲間から受
容・承認される土壌を育てます。こうした関
係性は、子どもたちが学校での日々の生活に
充実感や楽しさを見いだす大きな要因となり
ます。

○　自己肯定感とウェルビーイング
　学級力がある環境では、子どもたちは互い
のよい点や得意な部分を認め合い、励まし合
うことが自然に行われやすくなります。評価
が「優劣」を決めるためのものだけでなく、
成長を促すための過程として位置づけられれ
ば、「自分は存在していてよい」「自分にも
できることがある」という実感を子どもたち
が得やすくなります。こうした自己肯定感の
高まりは、ウェルビーイングの核心的要素で
す。

○　主体性の発揮とウェルビーイング
　「子ども主体」の学習活動や学級づくりを
促すことによって、子どもたちが自ら考え、
行動する喜びを体験できます。自分たちの意

見が学級運営に反映されると、子どもたちは
「自分たちの学級は自分たちがつくってい
る」という意識をもつようになり、責任感や
協力意識が高まります。これは学級力を高め
るだけでなく、子どもたちのウェルビーイン
グをさらに向上させる原動力となります。

3.3　学級力向上がもたらす教育的意義
　学級力を高め、ウェルビーイングを促進す
る取り組みは、子どもたちの学習意欲を高め
るだけでなく、生活全般への充実感を育む効
果も期待されます。学級内でのポジティブな
経験は、たとえば学習成果や達成感につなが
るだけでなく、コミュニケーション能力やリ
ーダーシップ力の育成に役立ちます。また、
子どもたちが「自分たちの学級をよりよくす
る」という共通のゴールに向かって協働する
ことで、社会においても不可欠な協働的問題
解決の力を身につけることができます。
　さらに、学級力が高い環境では、教師自身
の指導がスムーズに運びやすくなります。子
ども同士の関係が良好であるほど、いじめや
トラブルなどに割かれる時間が減り、そのぶ
ん授業や他の活動に集中できる時間が増える
からです。また、子どもたちが主体的に問題
解決に動くようになれば、教師も過度な負担
を抱えずに済むため、教師のウェルビーイン
グにも好影響が期待できます。
　このように学級力とウェルビーイングは相
乗的に高め合う関係にあり、その親和性は高
いといえます。次に、実際に学級力を意識し
た子ども主体の学級づくりである「学級力向
上プロジェクト」を取り上げ、その具体像を
示していきます。
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４．子ども主体の学級づくり“学級力向
上プロジェクト”とは何か？

4.1　学級力向上プロジェクトの背景
　「学級力向上プロジェクト」とは、学級力
を高めることを主眼に置き、子どもたち自身
が学級経営に積極的に参画し、主体的に学級
をつくり上げていく取り組みを指します。学
級経営と言うと、従来は教師がルールを決定
し、それを子どもたちが守るという構図にな
りがちでした。しかし、学級力向上プロジェ
クトでは、子どもたちが主体的に学級の課題
を見つけ、解決策を話し合いながら実行して
いくプロセスそのものを重視します。その結
果、子どもたち一人ひとりが「自分は学級の
大切な一員である」という意識をもち、互い
に協力し合う関係性を培っていくことが期待
されます。

4.2　プロジェクトの主な特徴
○　子どもたちのニーズや課題意識を起点と
する

　学級のどこに課題があり、どんな改善を望
むのかを、学級活動の中で「スマイルタイ
ム」と称して子どもたち自身に考えさせます。
教師はそれをうまく引き出し、整理・明確化
する役割を担います。「休み時間の過ごし方
がマンネリ化している」「クラスメイト同士
の関係が浅い」「意見を言いにくい雰囲気が
ある」など、子どものリアルな声をプロジェ
クトの起点とするのです。

○　学級力アンケートと学級力レーダーチャ
ートの活用

　これまでの特別活動での話し合い活動と異

なる点は、学級力向上プロジェクトでは、学
級改善のための子どもたちの話し合いが効果
的な合意形成に至るように、学級の状況を子
どもたちがアセスメントする学級力アンケー
ト（図１）と、その結果を可視化する学級力
レーダーチャート（図２）を活用できること
です。学級力アンケートには、学年発達によ
って領域や項目が少しずつ異なりますが、目
標達成力、自律実践力、対話持続力、協調維
持力、安心実現力、規律遵守力などの領域に
10項目から24項目の自己評価項目が含まれて
います。小学校低学年から高等学校まで、合
計７種類のアンケートが用意されていて、エ
クセルで作成したレーダーチャート作成プロ
グラムも無償で提供されています。

図１　学級力アンケート（小学校高学年版）
出典『NEW学級力向上プロジェクト』サイトより金子書房
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図２　学級力レーダーチャート（小学校高学年版）
出典『NEW学級力向上プロジェクト』サイトより金子書房

○　話し合い活動・ワークショップの重視
　子どもたちのアイデアを引き出し、学級づ
くりに反映させるために、グループワークや
ワークショップ形式の活動を行います。簡単
な例として、ブレーンストーミングで自由に
意見を出し合ったり、少人数グループでポス
ターに課題解決案を書き出したりすることが
挙げられます。こうした場を設けることで、
子どもたちは自分の考えが尊重されることを
実感しやすくなり、当事者意識が芽生えます。

○　共同で立案し、共同で実行する
　学級をよりよくするためのアイデアが出た
ら、全員で「本当に実行できるか」「どのよ
うに協力するか」を検討し、具体的な計画を
立てます。このとき教師の役割は、子どもた
ちが考えたプランを整理したり、必要に応じ
てアドバイスをしたりする「ファシリテータ
ー」としての関わり方が中心です。計画が決
まったら、子どもたちが主体的に実行し、振
り返りを行うまでをサポートしていきます。

○　成果だけでなく、プロセスに焦点を当て
る

　プロジェクトの成果（例えば、学級目標の
達成や行事の成功）だけに目を向けるのでは
なく、そこに至るまでの子どもたち同士の話
し合いや協力のプロセスを大切にします。失
敗や試行錯誤を振り返る中で、子どもたちは
より深い学びを得ます。プロセスを共有する
ことで、全員が「一緒に乗り越えた」という
実感を持ち、学級の一体感が高まるのです。

4.3　プロジェクト実践の具体例
　たとえば、ある学級で学級力レーダーチャ
ートの結果をもとにして、「クラスのみんな
が安心して過ごせる環境をつくろう」という
目標を掲げたとします。その場合、子どもた
ちは話し合いの中で「休み時間に仲の良い友
だち同士だけで遊んでしまう子が多い」「ト
イレや廊下でふざけて大きな声を出す場面が
ある」といった課題を挙げました。そこで子
どもたちは、自分たちで班を越えて交流でき
るゲームを考案し、誰でも参加しやすい遊び
を企画する等のアイデアを実行します。教師
はその実施に必要な道具の準備や安全管理の
補助をするなどのバックアップ役となり、成
功と失敗を見守りながら、最後に振り返りを
サポートします。
　このような学級力向上プロジェクトでは、
単に教師の指示に従うだけでなく、子どもた
ちが自ら課題を見つけ、話し合い、実行し、
評価・改善を繰り返すという、R-PDCA（診
断・計画・実行・評価・改善）と呼ばれる主
体的なプロセスを経験できることが最大の特
徴です。その積み重ねこそが、子どもたちの
ウェルビーイングを根幹から支え、新たなス
テップへと導くエネルギーになると考えられ
ます。
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５．学級力向上プロジェクトで子どもたち
がウェルビーイングを高める

5.1　プロジェクトがもたらすウェルビーイ
ング向上のメカニズム

　前節で紹介した「学級力向上プロジェク
ト」は、子どもたちの主体性や協働意識を高
めるだけでなく、結果としてウェルビーイン
グを促進する効果が期待されます。そのメカ
ニズムとしては、以下の点が挙げられます。

○　自己効力感（Self-efficacy）の向上
　子どもたちが自分のアイデアを学級づくり
に活かし、実際に改善が起こる経験を重ねる
と、「自分にもできる」という自信が育まれ
ます。自己効力感の向上は、他の学習活動や
学校生活全般に対しても意欲を高め、主体的
な行動を生み出す原動力となります。

○　ポジティブな人間関係の形成
　プロジェクトを通じて意見交換や共同作業
を続けることで、子ども同士のコミュニケー
ションが活発化します。互いの得意分野や個
性を理解し合い、協力することで絆が深まり、
学級内の人間関係がより良好になります。そ
の結果、子どもたちが安心して過ごせる環境
が生まれ、いじめや孤立の防止にもつながり
ます。

○　自己肯定感の醸成
　プロジェクトの過程で教師や仲間からの承
認を得る機会が増えることで、「自分は認め
られている」という感覚が高まります。特に、
失敗や躓きがあっても、それを共有し合い、
次に活かすプロセスで学級の仲間から励まし

やサポートを受ける経験は、自己肯定感を強
く育むきっかけとなります。

○　学級改善への学習意欲・探究心の増大
　ウェルビーイングが高まると、子どもたち
は主体的・意欲的に学級改善に取り組むよう
になります。ポジティブな学級風土では、子
どもたちは安心して質問したり、好奇心を表
に出したりできるため、探究心を深めること
が可能です。これが子ども主体の学級づくり
を基盤にした教科学習においてもプラスの効
果をもたらし、学校全体の教育成果の向上に
も寄与するでしょう。

5.2　教師の役割とファシリテーション
　学級力向上プロジェクトを成功に導き、子
どもたちのウェルビーイングをさらに高める
ためには、教師のファシリテーションが重要
です。教師は決して“指示・管理者”として
振る舞うのではなく、“プロセスの伴走者”
として関わることが求められます。具体的に
は以下のようなポイントが挙げられます。

○　話し合いの場を設計・促進する
　子どもたちが主体的に議論し、アイデアを
練る場をどのように設定するかがカギとなり
ます。グループ分けの方法やルールづくりを
工夫し、なるべく多様な意見が出やすい仕掛
けを用意することがポイントです。

○　一人ひとりの声を尊重する
　発言量の偏りや特定の子どもに意見が集中
するのを防ぎ、全員が何らかの形で参加でき
るように配慮します。サイレント・ディスカ
ッションなどを取り入れることで、口頭では
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発言しづらい子どもにも考えを表明する機会
を与えるなど、多様なアプローチを行います。

○　肯定的なフィードバックと適切なアドバ
イス

　子どもたちが生み出したアイデアや挑戦を、
まずは受容し、そこにある良さを言語化して
伝えます。改善が必要な点については、頭ご
なしに否定するのではなく、どうすればより
良くなるかを一緒に考える姿勢が大切です。
こうした過程を通じて、子どもたちは「教師
は自分たちを信じてくれている」「失敗して
も否定されない」「自分たちが主役なんだ」
という安心感を得ます。

5.3　プロジェクトの効果測定と今後の課題
　学級力向上プロジェクトによるウェルビー
イングへの効果を明らかにするためには、定
期的な振り返りや評価が欠かせません。具体
的には、以下のような方法が考えられます。

○　アンケートやルーブリックによる子ども
自作の自己評価

　既存の学級力アンケートに加えて、「学級
の雰囲気」「友だちとの関係」「自分自身の
意欲や安心感」などを自己評価する簡易アン
ケートを子どもたちが主体的に作成・実施し、
変化を追跡します。

○　教師による観察記録や児童生徒の日記
　日々の活動の中でどのようなやり取りが行
われているかを教師が定期的に記録し、子ど
もが書く日記や振り返りコメントと照らし合
わせることで、客観的・主観的両面からの評
価を試みます。

○　継続的な話し合いと共有
　プロジェクトの一環として、教師と子ども
たちが定期的に振り返りの話し合いを行い、
学級の状況を確認し合うことで、問題が生じ
た際に迅速に対応できます。

　今後の課題としては、学級力向上プロジェ
クトをより長期的かつ計画的に実施するため
のカリキュラム設計や、保護者・地域を巻き
込んだ取り組みへと発展させるための仕組み
づくりが挙げられます。また、学級力やウェ
ルビーイングの概念自体が、学校全体として
共有され、教師同士で協力して取り組める環
境づくりも求められます。

６．これからの実践づくりへの期待

　本論文では、学級づくりを通じて子どもた
ちのウェルビーイングを高める意義と、その
具体的な方策として「学級力向上プロジェク
ト」を提案してきました。ウェルビーイング
の向上は決して特別な施策だけで達成できる
ものではなく、学級という日常的な場面での
関わりや対話を通して徐々に育まれるもので
す。だからこそ、教師が一方的に指導するの
でなく、子どもたちの主体性を引き出す学級
づくりが重要になります。
　本論文でお示ししたプロセスや実践例を参
考にしながら、各学校や学級の実態に合わせ
た取り組みを検討していただければ幸いです。
ウェルビーイングを高める学級づくりは、子
どもたちの心身を健やかに育むだけでなく、
社会においても求められる多様性への理解や
協働的な問題解決力を養う場となります。そ
の結果、生涯にわたる子どもたちの豊かな人
生の基盤を築くことにつながるでしょう。
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はじめに

　児童生徒は、一人ひとりが身を置く学習環
境との相互作用を経て、発達していく。児童
生徒の発達には、様々な側面があり、学力と
いった認知的な機能に関する側面もあれば、
コミュニケーションや自己調整といった社会
性ないしは感情に関する側面もある。これら
の各側面を総合的、全人的に発達させること
は、ひいては、児童生徒の現在、および、将
来のウェルビーイングにも関わることであり、
それゆえ、児童生徒それぞれが身を置く学習
環境をいかに良好なものにしていくかといっ
た支援が求められる。
　また、児童生徒の発達に影響を与える学習
環境もミクロやメゾ、エクソ、マクロといっ
た視点でみると、学級・学校や家庭、地域等
が挙げられる。つまり、これらのコミュニテ
ィそれぞれについて、良好な学習環境づくり
をすることが、児童生徒の発達支援の中核に
なるといえる。
　本稿では、主に、学校における学習環境、
すなわち、学校風土に視点を据える。学校風
土とは、端的に言えば、児童生徒や教職員、
保護者といった学校コミュニティのメンバー
が、「学校とのつながり」や安心・安全感
（いじめ等の被害や課外を含む）、学校で行

われる教育、環境条件といった学校の学習環
境の状態や質をどのように認識しているかを
意味する。とりわけ、学校にいじめ等がある
場合、児童生徒の安心・安全感は脅かされ、
学習にもマイナスの影響を与えうる。また、
いじめ被害は、トラウマ体験として、児童生
徒の発達に対して、長期的にネガティブな影
響をもたらす可能性があることも指摘されて
いる。そのため、本稿では、学校風土ととも
に、いじめにも着目する。国立教育政策研究
所の研究をレビューするとともに、それを再
分析しいじめの実態について述べるとともに、
いじめの未然防止、早期発見及び対処に学校
として適切に対応するために、海外でも注目
されている「トラウマに配慮したアプロー
チ」を概観し、それに基づく学校組織開発の
意義について述べる。

１．生徒の学習環境（学校風土）と教職員の
組織文化・風土との関連

（１）「学校とのつながり」といじめの加害と
の関連、「学校とのつながり」を育む要因

　国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研
究センターでは、2019年度から2021年度にか
けて「生徒指導上の諸課題に対する実効的な
学校の指導体制の構築に関する総合的調査研
究」（以下「学校指導体制調査研究」とす

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

いじめを未然に防止する教職員の組織文化・風土
－「トラウマに配慮したアプローチ」を取り入れた学校組織開発の意義－

宮古　紀宏
国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター 総括研究官（副センター長）
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る。）を実施した。これは、ある二市の中学
校40校の生徒と教員を対象に、2019年に１回、
2020年と2021年はそれぞれ２回の計５回、学
習環境（学校風土）に関する質問紙調査を実
施したものである。
　研究の目的は、いくつかあるが、海外（主
に米国カリフォルニア州）の先行研究を踏ま
えて、学校風土に関する質問紙を作成し、学
校風土の鍵概念の一つである生徒の学校への
愛着や所属意識である「学校とのつながり」
の育成が、いじめの加害行為を抑止しうるか
を検証することや、「学校とのつながり」を
促進させる学校保護要因（特に、教員によっ
て変化させることができる動的要因）を検証
すること、また、「学校とのつながり」を含
む学校風土に関連する各要因に肯定的な影響
を及ぼす教職員の組織文化・風土について検
証したものである。
　この「学校指導体制調査研究」の分析結果
については、2022年３月に「『生徒指導上の
諸課題に対する実効的な学校の指導体制の構
築に関する総合的調査研究（令和元年度調
査）』中間報告書」１ 、そして、2024年３月
に「『生徒指導上の諸課題に対する実効的な
学校の指導体制の構築に関する総合的調査研
究（令和２・３年度調査）』最終報告書」２ 
として取りまとめられている。
　「中間報告書」及び「最終報告書」では、
「学校とのつながり」と生徒指導上の諸課題、
中でも生徒のいじめ加害の抑止との関連につ
いて、「学校とのつながり」が強いほど、あ
らゆる行為類型（暴力を伴わないいじめや暴
力を伴ういじめ、ネットいじめなど）のいじ
め加害経験がない傾向にあることが示された。
また、この「学校とのつながり」を促進させ

る学校保護要因として、生徒が教師に対して
温かみや思いやりを実感（「教師支援」）し、
教師が自分を守ってくれる存在であると認識
すること（「保護的規律」）で、学級の雰囲
気が改善され、学級環境が良好なものとなる
こと、そして、学級環境の改善によって、
「自己有用感」や、役割活動への責任感や他
者の尊重といった「社会的態度・行動」に肯
定的な影響が及ぼされ、結果的に学校への所
属感や愛着としての「学校とのつながり」意
識を生徒に育むことにつながることが示され
た。
　これは、いじめの未然防止といった学校風
土の改善に取り組むうえでの留意点として、
教員による生徒への教育活動（例えば、いじ
めの防止に関する教育プログラム等）の前提
として、そもそも生徒が学校と学校にいる大
人（教職員）をどのように認識し、経験して
いるかが重要であるとする知見を提供するも
のといえる。

（２）教職員の組織文化・風土に関する知見
　「中間報告書」及び「最終報告書」では、
生徒調査と教員調査とを関連させた分析等も
行われている。その結果、教員による学校の
教育活動の評価（主に、生徒指導や教育相談、
授業改善）は、生徒の「学校とのつながり」
やそれに関連する要因と一定の相関関係が見
られることが明らかになった。つまり、教員
による学校の生徒指導や教育相談、授業改善
に関する自校の評価が、肯定的であれば、生
徒の側も「学校とのつながり」やそれに関連
する要因について肯定的である傾向があった。
　そして、教員による学校の生徒指導や教育
相談、授業改善に関する評価の背景要因につ
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いても検証されており、それには、生徒に関
する「情報共有」と、学校の課題や方針等へ
の「共通理解」が影響を与えている可能性が
あること、さらに、「情報共有」と「共通理
解」については、同僚や管理職、生徒、保護
者との広範な「関係性」が影響している可能
性があること、そして、この教員を取り巻く
「関係性」を良好とするために、「学び合
い」の取り組みの充実や工夫がありうるとし
ている。
　この調査における「学び合い」は、決して
授業研究といった大掛かりで、フォーマルな
取り組みのみを想定したものではなく、教員
一人一人が、周囲から生徒指導や教育相談、
保護者対応、日々の授業等について、どれだ
けサポートを得られやすいか、そして、その
サポートを通して、気付きを得て、学びにつ
なげられているかということを表したもので
ある。
　つまり、生徒の「学校とのつながり」をは
じめ、それに関連する要因に対し、肯定的な
影響を与える教職員の組織文化・風土の特色
として、教職員同士のインフォーマルな教え
合いや学び合い、支え合いの土壌を形成する
意義を示唆する結果であったといえる。良質
な生徒指導や教員相談を実践するうえでは、
それを担う、教職員一人一人が、管理職や同
僚から尊重され、理解され、必要な時に支援
を得られていることが重要で、後述する「ト
ラウマに配慮したアプローチ」でも、ケアを
提供する支援者が管理職や同僚等から尊重さ
れているという実感の大切さを強調するもの
である。
　学校風土を良好なものとしていくためには、
生徒の側から見た学習環境の視点だけでなく、

教職員の側から見た職場環境の視点の重要性
にもあらためて気付かされる結果となっている。

２．「学校指導体制調査研究」のデータ
の再分析によるいじめの実態

　本節では、「学校指導体制調査研究」で得
られたデータを再分析し、二市の中学校40校
という限られた対象であるが、生徒を直接対
象とした質問紙である特性を生かしていじめ
の実態の一部を明らかにしたい。
　「学校指導体制調査研究」における生徒調
査では、いじめの被害経験について、以下の
８つの質問項目（表１）と、それらに「ぜん
ぜんされなかった」、「今までに１～２回く
らい」、「１か月に２～３回くらい」、「１
週間に１回くらい」、「１週間に何度も」と
いう５つの選択肢をそれぞれ設定し、調査を
している。本節では、前述の「学校指導体制
調査研究」を通して得られた計５回のデータ
を用いて、「中間報告書」と「最終報告書」
では中心的に扱われていない生徒のいじめ被
害経験に焦点を当てて、行為類型ごとのいじ
め被害経験の実態とその推移、また、中学校
３年間を通した個々の被害経験について、再
分析を行った。
　選択肢について、「ぜんぜんされなかっ
た」と回答した者を「いじめ被害経験なし
群」、その他の４つのいずれかを選択した者
を「いじめ被害経験あり群」として、８つの
それぞれの行為類型ごとにいじめ被害経験率
を表したものが図１から図８である。
　なお、2019年度の調査は12月に、2020年度
と2021年度の調査はそれぞれ７月と12月に実
施した。2019年度の12月の調査では、「あな
たは、今の学年になってから、次のようなこ
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とを学校の友達のだれかからどのくらいされ
ましたか。」と現在の学年になった４月から
12月の調査時点までの間のいじめ被害経験を
問うている。
　一方で、2020年度と2021年度の７月の調査
では、「あなたは、今の学年になってから、
次のようなことを学校の友達のだれかからど
のくらいされましたか。」、また、2020年度
と2021年度の12月調査では、「あなたは、夏
休みが終わってから、次のようなことを学校
の友達のだれかからどのくらいされました
か。」と問うており、７月と12月のそれぞれ
の調査で、いじめ被害経験を夏休み前と後で
分けて、調査している。
　そのため、2019年度の調査と、2020年度と
2021年度の調査との単純な比較はできない
（2019年度の調査では４月から12月の調査時
点までの約９か月の間のいじめ被害経験を聞
いているが、2020年度と2021年度の第１回目
の調査は４月から７月の約４か月、2020年度
と2021年度の第２回目の調査は夏休み後の９
月から12月の約４か月の間のいじめ被害経験
を確認しているため）。

表１　いじめ被害経験に関する８つの質問項目

・仲間はずれにされたり、無視されたり、
影で悪口を言われたりした。

・からかわれたり、冷やかされたり、悪
口やおどし文句、いやなことを言われ
たりした。

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして、
たたかれたり、けられたりした。

・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、
けられたりした。

・お金や物をとりあげられたり、物を買
わされたりした。

・物を隠されたり、盗まれたり、壊され
たり、捨てられたりした。

・いやなことや恥ずかしいこと、危険な
ことを、されたり、させられたりした。

・パソコンやスマートフォン、携帯電話
などで、いやなことをされた。

　上記の留意点を踏まえた上で、まずは、８
つの行為類型ごとのいじめ被害経験率の実態
と推移について以下に述べる（図１〜図８）。
　「仲間はずれにされたり、無視されたり、
影で悪口を言われたりした。」ことの被害経
験率は、2019年度は27.7％で、2020年度から
2021年度は16.3％から19.0％の間であった。

図１「仲間はずれにされたり、無視されたり、
影で悪口を言われたりした。」の被害経験率

　「からかわれたり、冷やかされたり、悪口
やおどし文句、いやなことを言われたりし
た。」ことの被害経験率は、2019年度は27.5
％で、2020年度から2021年度は18.0％から
20.0％の間であった。
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図２「からかわれたり、冷やかされたり、悪
口やおどし文句、いやなことを言われたりし
た。」の被害経験率

　「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして、
たたかれたり、けられたりした。」ことの被
害経験率は、2019年度は15.3％で、2020年度
から2021年度は9.6％から11.2％の間であった。

図３「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして、
たたかれたり、けられたりした。」の被害経
験率

　「ひどくぶつかられたり、たたかれたり、

けられたりした。」ことの被害経験率は、
2019年度は6.4％で、2020年度から2021年度
は3.7％から4.5％の間であった。

図４「ひどくぶつかられたり、たたかれたり、
けられたりした。」の被害経験率

　「お金や物をとりあげられたり、物を買わ
されたりした。」ことの被害経験率は、2019
年度は2.2％で、2020年度から2021年度は1.2
％から1.3％の間であった。

図５「お金や物をとりあげられたり、物を買
わされたりした。」の被害経験率
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　「物を隠されたり、盗まれたり、壊された
り、捨てられたりした。」ことの被害経験率
は、2019年度は7.3％で、2020年度から2021
年度は3.6％から4.2％の間であった。

図６「物を隠されたり、盗まれたり、壊され
たり、捨てられたりした。」の被害経験率

　「いやなことや恥ずかしいこと、危険なこ
とを、されたり、させられたりした。」ことの被
害経験率は、2019年度は5.7％で、2020年度
から2021年度は3.0％から3.6％の間であった。

図７「いやなことや恥ずかしいこと、危険なことを、
されたり、させられたりした。」の被害経験率

　「パソコンやスマートフォン、携帯電話な
どで、いやなことをされた。」ことの被害経
験率は、2019年度は5.5％で、2020年度から
2021年度は3.0％から3.5％の間であった。

図８「パソコンやスマートフォン、携帯電話
などで、いやなことをされた。」の被害経験
率

　国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研
究センターでは、この「学校指導体制調査研
究」を実施した二市とは別の市で20年以上に
わたり「いじめ追跡調査」を実施してきた。
「いじめ追跡調査」においても「仲間はずれ、
無視、影口」や「からかい、冷やかし、悪
口」といった「暴力を伴わないいじめ」の被
害経験率が他の行為類型よりも高い傾向が見
出されてきたが、「学校指導体制調査研究」
で得られたデータからも、「暴力を伴わない
いじめ」が他の行為類型よりも被害経験率が
高い傾向であった。
　いずれの行為類型においてもいじめ被害経
験率の割合は、2019年度が高く、2020年度以
降は2019年度よりも低い傾向が見られた。
2020年は、新型コロナウイルス感染症の登場
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と拡大により、休校や分散登校等の措置がな
されたことや、対面での活動が大きく制限さ
れたために、生徒間の接触も減り、いじめの
被害経験率が低下した可能性がある。これは
文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校
等生徒指導上の諸課題に関する調査」におい
ても令和２年度調査は、いじめの認知件数が
減少しており、新型コロナウイルスとの関連
が示唆されている。だが、先にも述べたよう
に、「学校指導体制調査研究」では、2019年
度の調査は、2020年度や2021年度のそれぞれ
各２回の調査で問うているいじめ被害経験の
期間と違いがあり、単純に比較することはで
きない。
　次に、「学校指導体制調査研究」の2019年
度から2022年度の計５回の調査について、転
校せずに全ての調査に参加した生徒（つまり、
2019年度に中学校１年生、2020年度に中学校
２年生、2021年度に中学校３年生で、計５回
の調査に参加）のデータを突合したところ、
4,484名であった。この4,484名の計５回の調
査のデータを用いて、いずれの行為類型のい
じめ被害経験も「ぜんぜんされなかった」と
回答した者（計５回の調査の全てにおいてい
じめ被害経験なし）と、いずれかの行為類型
でいじめ被害経験について「ぜんぜんされな
かった」以外の選択肢を１回以上選択した者
（計５回の調査のいずれかでいじめ被害経験
あり）とを集計した結果が表２である。
　計５回の調査の全てにおいていじめ被害経
験がなかったものは、1,582名であり、35.3%
であった。一方、計５回の調査のいずれかで
いじめの被害経験があったものは、2,902名
であり、64.7%であった。
　これは、中学校３年間において、６割以上

のものが、被害経験の頻度は異なるものの、
何かしらの行為類型のいじめ被害にあってい
ることを示しており、あらためて、いじめが
どの生徒にも起こりうるものであることを示
唆する結果といえよう。

表２　計５回の調査の全てに回答した生徒の
いじめ被害経験の有無

３．「トラウマに配慮したアプローチ」
を取り入れた学校組織開発の意義

　2013年に成立、施行されたいじめ防止対策
推進法のもとで、文部科学省は「いじめの防
止等のための基本的な方針」（以下「国の基
本方針」とする。）を策定している。いじめ
防止対策推進法制の要点の一つに、学校はい
じめの防止、早期発見及び対処についての責
務を有しており、そのために、学校いじめ基
本方針を作成して、いじめに対して組織的に
対応することが挙げられる。
　前述のように、いじめと学校風土は密接な
関連がある。児童生徒が学校というコミュニ
ティに安心・安全を感じられ、その健全な発
達への支援を保証するためには、実効的にい
じめの防止等ができる学校組織開発が求めら
れる。ここでいう学校組織開発は、いじめ防
止対策推進法第22条において必置とされた
「学校いじめ対策組織」という校務分掌上の
ハード面を機能させるという意味にとどまら
ず、「学校指導体制調査研究」で明らかとな
った学び合いや教え合い、支え合いといった
教職員の良好な関係性というソフト面をいか
に機能させるかという視点を含むものである。

計５回の調査のいずれかでいじめ被害経験あり
計５回の調査の全てにおいていじめ被害経験なし

回答者数（割合）

2,902(64.7%)
1,582(35.3%)
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　いじめ被害の経験は、１回限りのものであ
れ、継続的なものであれ、個人差はあるもの
のトラウマティックな経験になりうる。前節
で扱ったのは、一部の地域の中学校に限定し
たデータであるが、中学校３年間を通して、
いじめの被害経験は６割以上に及ぶものであ
った。かねてから、いじめは誰にでも、どこ
の学校でも起こりうるものとされてきたが、
この事実は、多くの子供（ないしは、大人も
含めて）が、大なり小なり何かしらの傷を背
負って生きていることを意味しているともい
える。
　このような現状に鑑み、海外では、被害経
験等によるトラウマへの理解や対応、支援者
の専門性の向上等を組織的に組み込む意義が
強調されている。例えば、米国では、連邦保
健福祉省により、2014年に、「トラウマに配
慮したアプローチ」（Trauma-Informed 
Approach）について、支援者や関係機関間
でその概念の共通理解を図ることを目的に、
その概念モデルと合わせて手引きが作成され
ている 。
　「トラウマに配慮したアプローチ」は、行
動やメンタルヘルスの問題への支援に直接的
に関係する分野の支援者や関係機関、例えば、
医療や保健、福祉、司法の分野だけを対象と
するものではなく、そこには学校教育分野も
含まれる。
　この手引きでは「トラウマに配慮したアプ
ローチ」は、主要なトラウマの原則を組織文
化に取り入れるものであるとしている。具体
的には、トラウマの広範な影響や回復のため
の道筋、トラウマの兆候や症状等の知識につ
いて、組織における方針や決定、手順、実践
等に統合していくことを意味し、それゆえ、

組織のあらゆる側面、領域に機能させるため
に、全ての職員（学校でいえば全ての教職
員）を対象としている。それは、あらかじめ
決められた実践や手順を一律に行うものでは
なく６つの重要な原則を組織開発に組み込む
ことを意味している。
　この６つの原則とは、安心・安全を感じる
環境を構築すること（Safety）、信頼関係を
形成し意思決定等で透明性を担保すること
（Trustworthiness and Transparency）、
互いに助け合う仕組みをつくること（Peer 
Support）、メンバー全員が意思決定等に参
画し協働する関係を築くこと（Collaboration 
and Mutuality）、自信をもって発言し選択
できる環境を構築すること（Empowerment, 
Voice, and Choice）、お互いの多様性を尊重
すること（Cultural, Historical, and Gender 
Issues）、である。これは、児童生徒、また
は、教職員のいずれか一方に対するものでは
なく、児童生徒や教職員、さらには、保護者
や地域といった学校コミュニティのあらゆる
メンバーに対するものであると捉えることが
妥当である。これらの原則を踏まえた学校組
織開発を行うことが、トラウマ体験に関連す
るいじめの防止等を学校コミュニティ全体で
行う上で、指針になりうるのではないだろう
か。
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子供の健やかな学びと教師の働きがいを創り続ける

１．はじめに

　2024年12月25日、「初等中等教育における
教育課程の基準等の在り方について」、中央
教育審議会への諮問が行われました。諮問文
では、「世界に冠たる我が国の初等中等教育
は、質の高い教師の努力と熱意に支えられ、
大きな成果を上げ続けて」きたと高く評価を
しました。しかし、学ぶ意義を見出せない子
供の増加、幸福度の低さ、不登校や多様な背
景を持つ子供への支援不足といった、子供に
関わる近年の深刻な課題があることを指摘し、
その対応への必要性を述べています。社会全
体の課題や変化の影響が大きいため、学校の
教職員の献身的な努力にも関わらず、健やか
な学びや育ちのための環境が十分ではない子
供たちが存在するということです。本稿では、
学校現場において取り組み可能な観点で、ウ
ェルビーイングの創造を考えたいと思います。

　　２．ウェルビーイングへの注目-　　
国内外の動向

　まず、近年注目度が上がっているウェルビ
ーイングの概念について簡単に説明します。
ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会
的に良い状態にあることをいい、短期的な幸
福のみならず、生きがいや人生の意義など将

来にわたる持続的な幸福を含むものとされて
います（中教審答申：2023）。「主観的幸福
感と客観的な生活・社会環境の両面に着目し
た価値観（櫻井2022:1）」であり、さらに、
個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、
社会が持続的に良い状態であることを含む包
括的な概念です。
　20世紀は経済成長による社会の発展がめざ
されましたが、それが人々の幸福に必ずしも
直結しているわけではないことが明らかにな
り、さらには気候変動を始めとして、経済成
長がもたらす負の影響が強く意識されるよう
になりました。そこで、2007年、OECD世界
フォーラムで、経済成長に偏重した従来の尺
度（GDP）に変わる、社会発展を測定する
尺度の開発の必要性が宣言されました。2008
年にジョセフ・スティグリッツ（ノーベル経
済学賞受賞）を委員長とする「経済パフォー
マンスと社会の進歩の測定に関する委員会」
が発足し、社会と個人の実態をより包摂的に
測定するために、主観と客観の両面から生活
の質（Quality of Life、QOL）を測る複数の
指標を組み合わせる「ダッシュボード」が提
案されました（スティグリッツ報告書）。そ
して、OECDは2011年、「よりよい暮らしイ
ニシアチブ」を発足させました。教育におい
ては、経済協力開発機構（OECD）の「ラー

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力
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ニング・コンパス2030」で、個人と社会のウ
ェ ル ビ ー イ ン グ は 「 私 た ち の 望 む 未 来
（Future We Want）」であり、社会のウェ
ルビーイングは共通の「目的地」と述べられ
ました。
　日本でも、2010年、「新成長戦略」におい
て、「幸福度に直結する、経済・環境・社会
が相互に高め合う、世界の絆となる次世代の
社会システムを構築し、それを深め、検証し、
発信すべく、各国政府及び国際機関と連携し
て、新しい成長及び幸福度（well-being）に
ついて、調査研究を推進し、関連指標の統計
の整備と充実を図る」ことが盛り込まれ、
「幸福度に関する研究会」が発足しました。
2017年には「経済財政運営と改革の基本方針
（通称、骨太方針）」に「人々の幸福感・効
用 な ど 、 社 会 の ゆ た か さ や 生 活 の 質
（QOL）を表す指標群（ダッシュボード）
の作成に向け検討を行い、政策立案への活用
を目指す」ことが盛り込まれました。2021年
には11府省庁で「Well-beingに関する関係府
省庁連絡会議」が設置され、Well-beingに関
する取り組みの推進に向けて、情報共有・連
携強化・優良事例の横展開がめざされていま
す。

　　３．教育振興基本計画/日本発の　　
「調和と協調」のウェルビーイング

　文部科学省においては、第３期教育振興基
本計画（2018〜2022年度）において「自分に
は良いところがあると思う児童生徒の割合
（客観指標）」等のウェルビーイングの指標
が設定されました。2023年６月に閣議決定さ
れた「教育振興基本計画」では、「日本社会
に根差したウェルビーイングの向上」が提起

され、「多様な個人それぞれが幸せや生きが
いを感じると共に、地域や社会が幸せや豊か
さを感じられるものとなるための教育の在り
方」「幸福感、学校や地域でのつながり、利
他性、協働性、自己肯定感、自己実現等が含
まれ、協調的要素と獲得的要素を調和的・一
体的に育む」といった「日本発の調和と協調
（Balance and Harmony）に基づくウェルビ
ーイングを発信」することが謳われました。
　「日本社会に根ざしたウェルビーイング」
は、内田由紀子氏の文化的幸福観研究の成果
が強く反映されたもので、日本的（アジア的
でもある）特徴が強調されています。内田
（2022）によれば、欧米では主体性や自尊心、
独立を価値とする自己観を保持する傾向が強
いのに対して、日本では、社会と自己の一体
化や相互協調を重視する自己感を有する者が
多いといいます。内田は、このような文化的
自己観を二分法的に捉える危険性を指摘しつ
つ、文化は主観的幸福感の基盤となると論じ
ています。そして、現在の日本には、「個の
独立」と「他者との協調」が過度に対立する
場面が見られると指摘します。そして、日本
の心のあり方を「独立性と協調性の二階建て
モデル」、すなわち、長く根付いてきた協調
性が一階の基礎部分、その上の二階部分に、
公平で自由な競争等に対応する独立性が増設
された、というモデルが適合的だと論じてい
ます（内田2022:122-125）。
　そして、教育振興基本計画では、個人が獲
得・達成する能力や状態に基づくウェルビー
イング（獲得的要素）を重視する欧米的な文
化的価値観に対し、日本は「利他性、協働性、
社会貢献意識など、人とのつながり・関係性
に基づく要素(協調的要素) が人々のウェルビ
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ーイングにとって重要な意味を有している」
としています。日本社会に根ざしたウェルビ
ーイング」の要素として、「幸福感（現在と
将来、自分と周りの他者）」「学校や地域で
のつながり」「協働性」「利他性」「多様性
への理解」「サポートを受けられる環境」
「社会貢献意識」「自己肯定感」「自己実現
（達成感、キャリア意識など）」「心身の健
康」「安全・安心な環境」が例示されました。
このような「獲得的要素」と「協調的要素」
を「調和的・一体的に育む」という「日本
発」のウェルビーイングの考え方を国際的に
発信しようと謳われました。

 ４．自らの言葉でウェルビーイングを  
紡ぐ機会を

　これまで述べてきたとおり、ウェルビーイ
ングは学校教育においても実現をめざすもの
として明確に位置付けられ、ウェルビーイン
グを測定するための指標が国内外で開発され
てきました。全国学力・学習状況調査の児童
生徒質問紙調査の項目の中にも、ウェルビー
イングに関わる項目が設けられ、要因の分析
もされています。令和５年度のデータを使用
した内田らの分析によれば、主観的幸福感
「学校に行くのが楽しいと思いますか」「普
段の生活の中で、幸せな気持ちになることは
どれくらいありますか」の平均値は、小学生
3.37、中学生3.26（「当てはまる（１）」
「どちらかといえば当てはまる（２）」「ど
ちらかといえば当てはまらない（３）」「当
てはまらない（４）」の四段階）。これらの
説明要因としては「友達関係」が最も高く、
ついで「教師サポート」でした。小学生では
「各教科について、授業の内容が理解でき、

好きだと感じている、あるいはそれらが大切
であり、将来の役に立つと感じていることが、
主観的幸福感にとって重要」と考えられる結
果でした（内田ら2024）。これらは、私たち
も日頃から感覚的・経験的に実感しているこ
とですが、それがデータからも証明されまし
た。
　このように、ウェルビーイングに関する国
内外の研究が発展しているわけですが、本稿
では、まずは学校関係者、特に教職員を中心
とした大人たちが、国内外の研究成果を参考
にしつつも、子供たちにとっての「ウェルビ
ーイングとは何か」を問い、考え、自分たち
の言葉でそれを紡ぐ重要性を主張します。ウ
ェルビーイングは客観的側面と主観的側面の
両方を含む概念ですから、その答えには本質
的に私たち自身の主観が反映されます。変化
の激しい時代において価値観は多様化してお
り、個人によってウェルビーイングの捉え方
も多様でしょう。また、教育にエビデンスが
求められる昨今は、「客観的であれ」という
メッセージが溢れていますので、自らの主観
を表現することを躊躇い、「客観的」とされ
る「答え」が欲しくなることがあります。特
に、多忙を極めたり心身の疲労が蓄積したり
すると、外部から与えられた「権威ある」何
かを無批判に受け入れたくなることがありま
す。そして、生成AIに尋ねれば、何かしら
確からしそうな答えを得ることもできます。
しかし、毎日、子供の学びと生活に全人的に
関わっている教員たちは、思考停止には陥ら
ず、子供たちの現在と将来のウェルビーイン
グとはどのようなものなのか、と同僚や仲間
と共に探求したいものです。
　もちろん、これまでも学校関係者は子供た
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ちの現在と将来のウェルビーイングを（ウェ
ルビーイングという概念を使わなくても）願
って日々の教育活動に従事してきました。そ
の願いは、学校の教育目標や学級目標などに
も込められているはずです。私は四半世紀に
わたりカリキュラムマネジメントを研究し、
多くの実践事例に出会い、現場の先生方と一
緒にカリキュラムマネジメント実践づくりに
も携わってきました。そのプロセスで、学校
の教育目標を教職員全員で共創したり、ある
いは納得感を持って目標の共有化ができた時、
学校がポジティブな方向に力強く推進される
場面に何度も出会ってきました。 

５．教員や関係者のウェルビーイング

　ところで、教育振興基本計画には、学習者
のウェルビーイングのためにも、教師自身の
ためにも、教師のウェルビーイングを確保す
ることの必要性を指摘しています。ウェルビ
ーイングを含めて、学校の教育目標をしっか
り考え共有することの意義を論じておきます。
　まず、教職員の働き方改革の観点です。目
標の明確化は、重点的に取り組むことの選択
です。裏返せば、「行わないこと」の選択で
もあります。従って、それらは学校で実現可
能なレベルの「働き方改革」の指針ともなり
えます。児童生徒のウェルビーイングを学校
の教育目標の策定にあたり、学校の役割を再
考し、学校、家庭、地域、行政、その他の関
係者がそれぞれ取り組むべきこと/取り組ん
だ方がよいこと、その役割分担と連携協働も
考えたいものです。
　次に、教職員の「働きがい改革」の観点で
す。教職員一人ひとりの授業実践とそれらの
相互作用の集積がその学校のカリキュラムで

す。教職員をはじめとした学校関係者に納得
感をもって共有された学校の教育目標は、当
該校の教育活動に筋を通すことになります。
教職員にとって、学校の教育目的・目標は、
自らの能力と時間と努力を注ぐ方向性を明確
にするものです。仮に80歳まで生きるとすれ
ば、人生は4000週間です。時間は、命そのも
のです（バークマン2022）。自らのかけがえ
のない「命の時間」を使うに値する対象につ
いて問いを立てることは、教員人生における
ウェルビーイングを自分自身で問うことでも
あります。教育の目的・目標は、教職員とし
て個性と能力の発揮の方向性を示します。教
職員が学校の教育目標やヴィジョンに納得で
きれば、働く意義をより強く感じられるでし
ょう。そして、児童生徒の成長とウェルビー
イングに対する自身の貢献を確認できれば、
手応えややりがい、即ち「働きがい改革」に
つながります。そのためには、教育目標に応
じた評価の視点や機会、管理職をはじめ、同
僚や関係者、児童生徒等からの（特にポジテ
ィブな）フィードバックが得られる工夫（ア
ンケート、授業研究や学期末反省会等の機会
に行う教育目標に則った話し合い、日常的な
観察とフィードバック等）ができるとよいで
しょう。
　そして、社会関係資本の観点です。目的・
目標の共有は、組織に連帯を生み出し、学校
全体の一体感を醸成します。「チーム学校」
が唱導されて10年が経過しました。「チー
ム」は多義的な用語ですが、チームの基本的
条件には、達成すべき目標の存在や目標達成
に向けたメンバーらの相互依存と協力関係が
含まれます（山口2008）。チームには、達成
すべき目標が欠かせません。目標やヴィジョ
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ンには、人と人をつなぎ、学校文化を形成す
る機能があります（デール＆ピターソン
1997）。目標・ヴィジョンが校舎の至る所に
掲示され、職員会議の資料や生徒や保護者等
への配布物に書き込まれ、学校行事や日常の
教育活動において語られたりすることで、そ
れらは学校の合言葉のように根付いていき、
関係者の学校への所属感や一体感が生まれれ
ば、学校文化となっていきます。 
　筆者は、学校の教育目標の共有（可能であ
れば共創）の有効性を目の当たりにしてきま
した（田村2011、2022他）。多様な関係者の
声を聴きながらも、学校の教育目標を最終的
に決定するのは、校長を責任者とする、学校
の教職員です。「予測不可能」といわれる時
代だからこそ、他者が未来を描いてくれるの
を待つのではなく、ヴィジョンを自ら紡いで
いくことには意義深いことです。子供たちに
幸せな人生と明るい未来の社会を切り拓いて
ほしいと願う教育者であるからこそ、協働し
て学校のヴィジョンを紡ぐ姿を見せたいもの
です。

６．子供の意見の表明-子供たちがウェル 
ビーイングを考え創り出す主体となる機会-

　ここまでは、教職員が子供たちのウェルビ
ーイングを考え、学校の教育目標とも関連づ
けて考えることの大切さを述べました。しか
し、特に「今ここ」の幸せについては、当事
者である子供自身の願いに耳を傾ける必要が
あるでしょう。学校の教育目標をウェルビー
イングの観点から策定したり共有したりする
際、児童生徒自身がそのプロセスに関わるこ
とが考えられます。特に「主観的幸福観」の
要素に関しては、児童生徒自身が、どのよう

な状態が自分にとって幸福なのか、自身の主
観を見つめてみることは、将来にわたってウ
ェルビーイングな人生を追求していくために
有用な経験だと思われます。
　そもそも、児童生徒には、自分自身のウェ
ルビーイングを追求する権利があります（日
本国憲法第13条「生命、自由及び幸福追求に
対する国民の権利」）。そして、令和５年４
月１日施行の「こども基本法」には、こども
施策の基本理念として第３条に次のように記
されています。

　三　全てのこどもについて、その年齢
及び発達の程度に応じて、自己に直接関
係する全ての事項に関して意見を表明す
る機会及び多様な社会的活動に参画する
機会が確保されること。
　四　全てのこどもについて、その年齢
及び発達の程度に応じて、その意見が尊
重され、その最善の利益が優先して考慮
されること。

７．自らと自分たちのウェルビーイング
を考えるために

　ウェルビーイングを考えるための枠組み
（図１）を考えてみました。横軸は個人と社
会や周りの人々）です。今次教育振興基本計
画に示された「日本社会に根ざしたウェルビ
ーイング」は、内田由紀子氏の文化的幸福観
研究の成果が反映され、「ウェルビーイング
の獲得的要素と協調的要素を調和的・一体的
に育む日本発」の「調和と協調（Balance 
and Harmony）」に基づくウェルビーイン
グの考え方が提起されています。個人が幸せ
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であるためには、個人が生きていく社会が持
続可能で人権が守られた民度の高い社会であ
ることが必要ですから、他者や社会全体のウ
ェルビーイングを追究することは欠かせませ
ん。ただし、もともと同調圧力が高い日本社
会においては、協調性を過度に強調すること
は慎重になる必要があるでしょう。教育振興
基本計画も「組織や社会を優先して個人のウ
ェルビーイングを犠牲にするのではなく、個
人の幸せがまず尊重されるという前提に立つ
ことが必要」と述べています。
　縦軸は、現在と将来です。従来は、（特に
受験での成功を強く意識する場合）、よりよ
い将来の人生、成功のためには、今を犠牲に
してでも我慢して努力することが強調するこ
とが多かったように思います。ひいては、そ
れが児童生徒の自尊感情の低さや不登校の一
因とさえなってきました。一方、私はイギリ
スで、保護者たちが、「最近は、今現在ウェ
ルビーイングであればいい、と言って学習に
力を入れない学校がある」と批判している場
面に立ち会ったことがあります。どちらも、
現在と将来を二項対立的に捉え、一方に偏っ
た例です。教育振興基本計画では、個人のウ
ェルビーイングを「支える要素」として、学
力、学習環境、家庭環境、地域とのつながり、
社会情動的スキルやいわゆる非認知能力の育
成が挙げられています。
　ただし、子供たちにこの枠組みで考えさせ
ることは難しいかもしれません。発達段階に
よっては、特に、将来のウェルビーイングを
考えることは難しいでしょう。そこで、まず
は、今現在の自分にとっての幸せを考えるこ
とから始めてはいかがでしょうか。図２は、
ユネスコのハッピースクールの取り組みで紹

介された、「幸せ」を考える枠組みです。逆
に「不幸せ」を考えるための枠組みも紹介さ
れています。そして、次の段階は、自分だけ
でなくて、家族、友達、学級、学校のみんな、
地域の方々にとっての幸せを考える、と広げ
ていくということが考えられます。

図１　ウェルビーイングを考える枠組み（田村）

 
図２　幸せを考える

出典）UNESCO2021より（筆者訳出）

　なお、子供たちの中には、家庭内暴力など
の厳しい生育環境の影響によって、自分にと
って何が「快」で何が「不快」なのかが感覚
的にわからない、幸せを考えることが難しい
という子供たちもいます。大阪市立田島南小
学校（前生野南小学校）の「生きる教育」の
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実践は、子供たちに、「あなたがとても大
切」と伝え、自分の体や心を大切にする方法
を教える「虐待予防教育」や、「子どもの権
利条約」に学ぶ授業などを丁寧に体系化した
カリキュラムであり、子供たちのウェルビー
イングの感覚や知識、スキルを育てていく上
で非常に参考になります（西澤哲・西岡加名
恵監修、小野太恵子・木村幹彦・塩見貴志編
著2022）。
　繰り返しますが、ウェルビーイングの追求
は私たちの人権です。子供も教職員も関係者
も、自分自身と社会のウェルビーイングとい
う価値を自分自身の言葉で紡ぎ、自分自身の
学びと生活の中で追求するプロセスを実現し、
その中で価値観とスキルを育て上げていくこ
とは正面から取り組む課題です。私は、カリ
キュラムマネジメントを専門としていますが、
カリキュラムマネジメントは単なる「計画表
作成」ではありません。私たちが実現したい
価値を協働的に深く考え、カリキュラムと授
業をデザインし、日々の実践の中で追求する
営みです。先生方が、その営みの仲間を増や
し、共にウェルビーイングという価値を追求
する自律性と能力を掴み続け育み続けるため
に、私も微力ながら研究と実践を重ねていき
ます。
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１．そもそも「ウェルビーイング」って何？

１−１　認知度が急上昇！「ウェルビーイン
グ」の現在
　近年、巷で聞くようになってきた言葉「ウ
ェルビーイング」。詳しい意味はわからない
けど、何となく「幸せ」を指しているのかな、
と思っている御方も多いのではないでしょう
か。電通の１万人調査によると、「ウェルビ
ーイング」という言葉の認知度は2022年に
20.8％、2023年に25.4％、2024年に31.1％と、
この３️年は年約５％ずつ上がってきています［１］。
これは何年か前の「SDGs」の認知度と同じ
ような傾向の上がり方で、近い内に「ウェル
ビーイング」は「SDGs」並みに知られる言
葉になる可能性があります。この「ウェルビ
ーイング」とは、そもそもどんな意味で、な
ぜ注目されるようになってきたのでしょうか。
簡単にひも解いていきましょう。

１−２　ウェルビーイングとは？
　ウェルビーイングの歴史をひも解くと、
1946年に設立された世界保健機関（WHO）
の憲章に行き当たります。そこには広義の健
康の定義として、
“Health is a state of complete physical, 
mental, and social well-being and not 

mere l y  t h e  ab s ence  o f  d i s e a s e  o r 
infirmity.”
「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完
全に良好な状態であり、単に疾病または病弱
の存在しないことではない」（厚生労働省の
訳）
とあります［２］。すなわち、ウェルビーイン
グとは「体と心と社会のよい状態」のことで、
一言でいえば「幸せ（な状態）」であるとい
えます。ただし、英語の“happiness”とは
少し異なります。“happiness”は一時的な
幸せを指していますが、ウェルビーイングは
もっと長続きする人生における様々な面を総
合した幅広い意味での幸せを指しています。

１−３　ウェルビーイングの注目度が上がっ
た２つの理由
　このウェルビーイングが近年、注目されて
きたのには２つの理由があります。学問的な
理由と社会的な理由です。
　学問的な理由は、1980年代以来、心理学の
分野で幸せな状態に関する分析研究が盛んに
なってきたことが挙げられます。ここ20年ほ
どは研究論文数が急激に増えてきていて、そ
の研究成果として、幸せな人は創造性が３️倍
高く、生産性が30％ほど上がり、欠勤率や休
職率が下がり［３️］、より健康で、寿命が４～

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

笑顔あふれるウェルビーイングな学級づくりを目指して

浦谷　裕樹
武蔵野大学ウェルビーイング学部 准教授
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10年長くなることなどがわかってきました［４］。
さらに企業ベースで見ると、幸せな従業員が
多いと売上や粗利益をはじめ、企業価値や収
益性も上がることがわかってきています［３️，５］。
　また、社会的な理由としては、20世紀の終
わり頃から人々の価値観がモノの豊かさから
心の豊かさへと移ってきたことが挙げられま
す。内閣府の調査によると、1980年代までは
モノの豊かさと心の豊かさは同じくらい大切
に考えられていましたが、バブル崩壊後はそ
の差が徐々に開いていき、近年は心の豊かさ
がモノの豊かさの倍くらい大切だと思われる
ようになっています［６］（※コロナ禍では若
年層を中心に差が縮まったようです［７］）。
そんな中、「心豊かに持続的な発展を目指し
たい」という人々の思いが、SDGsやウェル
ビーイングへの注目へと形を伴って現れてき
たと言えるでしょう。

２．学校におけるウェルビーイングの現状

２−１　教育とウェルビーイングの蜜月関係
　こういった幸せの効果に対する理解の深ま
りや時代の流れの要請から、2020年前後より
企業や政府がウェルビーイングな経営や施策
を次々と取り入れ始めました。今やその潮流
が教育界にも流れ込み、2023年６月に閣議決
定された第４期教育振興基本計画（図１）で
は「日本社会に根差したウェルビーイングの
向上」が二つのコンセプトのうちの一つとし
て掲げられるまでに至りました［８］。世界的
な教育の方向性を指し示すOECD Learning 
Compass 2030（学びの羅針盤2030）にも
「ウェルビーイングが教育の目的である」と
掲げられており［９，10］、今やウェルビーイン
グがポストSDGsの世界的な目標になるので
はないかという見方が出てきています。

図１　第４期教育振興基本計画（2023年６月に閣議決定）

2030年以降、日本の教育にもウェルビーイングが導入される
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２−２　子どもたちのウェルビーイングの現状
　そんな中、日本の子どもたちの現状を見て
みると、2020年のユニセフによる調査では、
「日本人の子どもの精神的な幸福度は先進新
興国の中で最低水準」であることがわかりま
した［11］。これは家庭内暴力やいじめ、不登
校、受験戦争などの要因が影響していると考
えられます。また、PISA2022（世界規模の
学習到達度調査）では、学力面は順位を上げ
て世界トップレベルであったものの、ウェル
ビーイング面は、「『家族からのサポート』
を受けられていると感じている子どもの割合
が参加国中最低」「『自律学習を行う自信が
ない』と回答した子どもが非常に多い」「自
己有用感、人生の意義・目的、人生に対する
満足感が最低レベル」と多くの課題があるこ
とが浮き彫りになりました。「日本の生徒は
学校への所属感が高い」という良い面もあり

ましたが、不登校の生徒は調査自体に参加し
ていないので、現状を正確に把握していると
は言えない部分もあります［12］（※ PISAの
調査対象は15～16歳の生徒です）。

２−３　教員のウェルビーイングの現状
　一方、教員の現状はどうなっているのでし
ょうか。パーソル総研による調査では、職業
生活のウェルビーイング度は全国の正社員よ
りもやや高かったものの、人生のウェルビー
イング度は全国の就業者よりもやや低いこと
がわかりました（図２）。このことから教員
は他の就業者に比べて仕事のために私生活を
犠牲にしている傾向があることが窺われます。
また、内訳を見ると20代の教諭や教頭・副校
長のウェルビーイング度が低いことがわかっ
ています［13］。
　愛媛大学大学院教育学研究科の露口健司教

図２
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授は著書『教員のウェルビーイングを高める
学校の「働きやすさ・働きがい」改革』の中
で、「時短ありきの働き方改革を押し進める
と、若手教員に困難をもたらす」と警鐘を鳴
らしています。若手教員は時間をかけること
でスキルや自信を深めていくのにも関わらず、
時短のみを追い求めると業務量過重状態に陥
り、さらに先輩教員に相談しようにも皆帰っ
てしまっていたら、すべてを一人で抱え込む
ことになります。その結果、主観的幸福感や
ワーク・エンゲイジメントが下がり、抑うつ
傾向が上がり、休職・離職してしまう可能性
が高まるとのことです。そのことから、教員
の働き方改革においては、信頼関係を基盤と
した「働きがい」と「働きやすさ」の両立を
目指すのが望ましいとしています［14］。
このように、日本の子どもたちと教員のウェ
ルビーイングの現状はあまり芳しくないよう
ですが、どうすれば幸福度を高めることがで
きるのでしょうか。そのために知っておきた
いのが、日本人の幸福度に関わる「幸せの４
つの因子」です。

３　日本人の幸せのカギを握る「幸せの
４つの因子」

３−１　「幸せの４つの因子」とは？
　ウェルビーイング研究においては、長続き
しない幸せと長続きする幸せがあることがわ
かっています。長続きしない幸せは経済学用
語で「地位財」と呼ばれているお金、地位、
モノなど、他人と比較できるものから得られ
る幸せです。地位財は手に入ると一時的に幸
福度が上がるのですが、しばらくすると手に
入る前の幸福度に戻っていきます。一方、長
続きする幸せは「非地位財」と呼ばれている

精神的、身体的、社会的に良好な状態から得
られる幸せ、すなわちウェルビーイングのこ
とです。前野隆司教授〔慶應義塾大学大学院
教授・武蔵野大学ウェルビーイング学部長〕
らが、この中の心の幸せ（精神的な状態）を
日本人1500名のデータを用いて分析したとこ
ろ、幸せには４つの因子があることがわかり
ました［15］。
　「幸せの４つの因子」の一つ目は「やって
みよう」因子です。自己実現と成長の因子で、
やりがいや強みを持ち主体性が高い人は幸せ、
ということを表す因子です。二つ目は「あり
がとう」因子です。つながりや感謝、あるい
は利他性や思いやりを持つことが幸せである
ことを表す因子です。三つ目は「なんとかな
る」因子です。前向きかつ楽観的で、何事も
なんとかなると思えるポジティブな人は幸せ
だという因子です。最後は「ありのまま」因
子です。独立性と自分らしさを保つこと。自
分を他者と比べすぎず、本来の自分らしさを
しっかりと持っている人は幸せであるという
因子です。

３−２　幸せの４つの因子の高め方
　この４つの因子をバランスよく高めていく
ことで幸福度を高めることができるのですが、
どうすれば４つの因子を高めることができる
のでしょうか。
　まず「やってみよう」因子ですが、夢や目
標を持つことは幸せに通じます。また、ワク
ワクするときめき体験は幸福度を高める効果
が抜群です。自分自身を含め、子どもたちが
夢や目標を持ち、ワクワクすることに気づけ
るように促すことがポイントとなります。ま
た、視野が広い人は幸せなので、子どもたち
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の視野を広げて、授業等でしていることがど
のように夢や目標につながるかを気づかせて
あげるのもよいでしょう。
　二つ目の「ありがとう」因子はつながりを
深めることで高められます。まずは教員間の
コミュニケーションを増やして、お互いの話
をよく聞くようにしてつながりを深めます。
それとともに、子どもたちの話もさえぎるこ
となくしっかりとよく聞き、孤立感や孤独感
を感じないように「いつも見守っているよ」
と安心感を与えます。また、何事にも感謝で
きる心を育んであげるとよいでしょう。
　三つ目の「なんとかなる」因子は、幸せで
あるかのように考え、振る舞うことで培うこ
とができます。笑顔をつくる機会を増やした
り、胸を張って堂々と歩いたりするなど、形
から入るのも幸福度を高めるのに有効です。
言葉もそうです。「どうせ私なんか」「私に
はできません」「でも、だって」など、ネガ
ティブな言葉が先に出る人がいますが、ネガ
ティブに考える人は幸福度が低い傾向があり
ます。ですので、自分の欠点を気にするより
も、よいところを拡大したり、「落ち着きが
ない」→「行動力がある」というようにネガ
ティブなことをポジティブに言い換えたり、
他人の悪口ではなく、よいところを伝え合う
雰囲気をつくったりするようにしましょう。
　四つ目の「ありのままに」因子は、独立性
と自分らしさを保つこと。自分の好きなこと
や得意なことを伸ばしていき、自分らしい強
みをつくっていくのがお勧めです。すると、
自分は自分、他者は他者、と考えられるよう
になっていき、他人の目がそれほど気になら
なくなり、幸福度が上がっていきます。
　この幸せの４つの因子を応用して、笑顔と

活気に満ちたウェルビーイングな学級づくり
をした好事例を紹介します。

 ４　笑顔あふれるウェルビーイングな  
学級のつくり方

４−１　ウェルビーイングな学級づくりの好事例
　横浜市公立小学校教諭の山田将由先生は一
教員として学級のウェルビーイングを高め続
けています。山田先生はよりよい授業をする
ために、常日頃から脳科学やコーチング、ウ
ェルビーイング研究などをベースにしたモチ
ベーションの高め方や学習法を学び、簡単で
効果のある教育メソッドを開発して、日々の
教室運営に活用しています。これまでに模擬
授業全国大会で２度優勝し、独自に開催して
いる勉強会や研修会には全国から多くの教諭
が参加するなど、その成果は広く認められて
います。その教育メソッドの中から学級のウ
ェルビーイングを高める取り組みを３️つ紹介
します［16］。

１．ごきげん言葉
　先述の日本人の幸福度を高める「幸せの４
つの因子」（１．やってみよう因子、２．あ
りがとう因子、３️．なんとかなる因子、４．
ありのままに因子）のそれぞれの因子を高め
る言葉をたくさん模造紙に書いて、教室に貼
りだします（※ごきげん言葉の例は下記の表
をご参照ください）。そして、毎朝子どもた
ちにその中から好きな言葉を10個選んで声に
出してもらいます。ただ口にするだけでも元
気がでてきますが、大きな声で言ったり、動
きをつけたり、感情を入れたりすると、より
効果があります。朝からウェルビーイングな
言葉が教室に溢れ、教室の空気が軽くなります。
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２．『ウェルビーイングの魔法』の読み聞かせ
　前野隆司教授が山田先生らと共著で出した
『99％の小学生は気づいていない!?ウェルビ
ーイングの魔法』［17］の読み聞かせを行いま
す。『ウェルビーイングの魔法』には全部で
10回分のエピソードがあるので、10回に分け
て読み聞かせをしていくと、自然と楽しく10
回繰り返してウェルビーイングの考えを学ぶ
ことができます。各エピソードの中には幸せ
の４つの因子に関連したワークがあり、「読
み聞かせ」と「ワーク」に取り組むと、ちょ
うど45分位になります。

３．毎月クラスパーティー
　毎月１回行うクラスパーティの企画や準備
を子どもたちに進めてもらいます。クラスパ
ーティの開催日が決まったら、役割一覧を書
きだし、希望制で役割を決めて、全員が一つ
は役割を持つようにします。その後、クラス
パーティでしたい取り組み内容を出してもら
い、それらの時間配分を決めて、あとは子ど
もたちに任せます。当日は取り組みの時間が

伸びないように、時間厳守で進めていきます。

【役割の例】
司会、はじめの言葉、おわりの言葉、かざり、
プログラム、誕生日の人へのプレゼント、お
笑い、クイズ、占い、ゲーム、劇、歌、ダン
ス、ピアノ、マジック、特技、応援団、盛り
上げ団など

   ５　子どもたちの幸せには「教員の   
幸せ」が不可欠

５−１　教員が幸せになると、子どもたちも
幸せになる
　ウェルビーイング学の研究結果の中に「幸
せは伝染する」という法則があります［18］。
教職をしていると、「子どもが幸せになれば、
自分も幸せになる」と考えがちですが、様々
な研究結果からそのベクトルの向きは逆であ
ることがわかりました。科学的には、「教員
が幸せになると、子どもたちも幸せになる」
が正しい向きなのです。
　教員が幸福度を高めるには、前述の幸せの

やってみよう言葉 ありがとう言葉 なんとかなる言葉 ありのまま言葉
いいね ありがとう ツイてる！ 人は人、自分は自分
すごい！ やさしいね きっとよくなる 俺はできる奴だな
やるぞぉ 元気だね 次があるさ 好きこそものの上手なれ
ナイス 楽しいね まっいいか みんなちがってみんない

い
うれしい かわいいね こういうこともある 私は愛されている
楽しみ いっしょに行こう ここからがスタート 私には私の役割がある
全集中 友だちになろう だから人生は面白い 心はどこまでも強くなる
ヤッター 〇〇が上手だね 一寸先は光 ありのままの自分が好き
おもしろそう がんばってね おわりよければすべてよ

し
自分の道は歩いてはじめ
て道になる

ヨシッやろう またあそぼうね 私は守られている 理想をもち信念に生きよ

【ごきげん言葉の例】
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４つの因子を自ら高めることが肝要ですが、
その前にまず「ウェルビーイングについて知
る」ことが第一歩となります。伊藤邦雄・一
橋 大 学 C F O 教 育 研 究 セ ン タ ー 長 に よ る
１万８千名以上の会社員を対象とした調査で、
「ウェルビーイングについて知っている会社
員の方が幸福度が高い」ことがわかりました。
このことからウェルビーイングについて知り、
理解を深めることで、幸福度が高まることが
わかります［19］。これは知ることで、ウェル
ビーイングを意識するようになり、より幸せ
になるように思考や行動を変えていくからだ
と考えられます。ですので、まずはウェルビ
ーイングについて学ぶことが必要です。本論
文もそのための一助にはなりますが、もっと
詳しく知りたい場合は、ウェルビーイング関
連の書籍を学ぶとよいでしょう。年々ウェル
ビーイングに関する本は増えてきていますの
で、自分に合った内容のものを選ぶとよいと
思います。私はウェルビーイングの基本的な
理論や実践方法を伝える際に、近年の全体像
がよくまとまっている『ウェルビーイング』
という書籍［20］を活用しています。

５−２　はじめの一歩は「自分のウェルビー
イング度を知ること」
　また、「自分のウェルビーイングの状態を
知る」のも大切です。定期的に自分のウェル
ビーイング度を調べることで、取り組んでい
る内容がウェルビーイング的に自分に合って
いるか、違っているのかがわかります。ウェ
ルビーイング度の調査方法ですが、参考まで
にWeb上でできるものの例を挙げると、個
人向けの「幸福度診断 Well-Being Circle」［21］

や、働いている人向けの「はたらく人の幸せ

／不幸せ診断」［22］といった無料サイトがあ
ります。教職員向けとしては、ウェルビーイ
ング学会の学校教育分科会（前野隆司教授が
理事長を務めている）で、メンバーと共に
「5分でできる教師のためのウェルビーイン
グチェック」を開発し、全国の学校に無償で
提供しています。こちらは学校単位での複数
の教員を対象とした調査となっています。ま
た、QRコードから参画できます。これら以
外にもウェルビーイング度を調べるための
様々なアンケート調査がありますので、自分
に合ったものを活用してほしいです。

５−３　日本の教育をウェルビーイングに！
　本稿を最後までお読みくださり、ありがと
うございます。これを機に、さらにウェルビ
ーイングについて学び、自らのウェルビーイ
ングを高めつつ学級に合った取り組みを続け、
ますます笑顔にあふれるウェルビーイングな
学級づくりに勤しんでいただけたら幸いです。
やがて、その影響は学校全体、地域全体、そ
して全国へと広がり、日本の教育がウェルビ
ーイングなものになっていくことでしょう。
一日も早く、そんな日が訪れることを願い、
ウェルビーイング教育の研究と普及に尽力し
ていきます。

※ウェルビーイング学会
ならびに武蔵野大学ウェ
ルビーイング学部の研究
の一環として実施してい
ます。
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児童はどのようなときに幸せを感じるのか

　令和５年６月に第４期教育振興基本計画
（中央教育審議会，2023）が閣議決定され、
次期計画のコンセプトとして「2040年以降の
社会を見据えた持続可能な社会の作り手の育
成」および「日本社会に根差したウェルビー
イングの向上」が盛り込まれた。ここでのウ
ェルビーイングは、「身体的・精神的・社会
的に良い状態にあること。短期的な幸福のみ
ならず、生きがいや人生の意義などの将来に
わたる持続的な幸福を含む概念」と定義され、
「幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、
協働性、自己肯定感、自己実現等」を含むも
のとされている。学校現場において子どもた
ちの抱える課題が多様化・複雑化していると
言われて久しいが、改めて、多様な子どもた
ちのウェルビーイングに着目することの重要
性が高まっていると言える。本稿では、ウェ
ルビーイングが包括的な概念であることを鑑
み、その一側面である幸福感に焦点を当てる。
幸福感に関する研究動向を概観したうえで、
小学校高学年を対象とした調査の結果を紹介
し、わが国の児童の幸福感の特徴および幸福
感研究の知見を活かした児童への支援のあり
方について考察する。

１．幸福感に関する研究動向と課題 

　人々が幸福であるかどうかは、どのように

把握することができるのであろうか。幸福度
や幸福感に関する近年の調査では、各種統計
データなどの客観的指標、対象者自身の回答
などの主観的指標、あるいはその両者が用い
られるが、筆者が専門とする心理学分野では
人 々 が 抱 く 幸 福 感 （ 主 観 的 幸 福 感 ：
subjective well-being）を扱うことが多い。
これまで行われてきた研究は、幸福感がどの
ような構成要素からなるのかを明らかにし、
幸福感を測定するための尺度を開発する研究
や、幸福感の要因を探る研究など多岐にわた
る。幸福感の構成要素や尺度開発に関しては、
単一因子からなる「人生満足度尺度」の開発
（Diener et al., 1985）、快楽の達成と苦痛の
回避からなるヘドニック・アプローチと、人
生の意味や自己実現に焦点を当てたユーダイ
モニック・アプローチ（Ryan & Dec i , 
2001）に基づく研究、①人格的成長、②人生
における目的、③自律性、④自己受容、⑤環
境制御力、⑥積極的な他者関係の６つを構成
要素とする心理的ウェルビーイング（Ryff, 
1 9 8 9 ） に 関 す る 研 究 、 P E R M A モ デ ル
（Seligman, 2012）の提起などが代表的であ
る。なお、PERMAとは、①ポジティブ感情
（Positive & Pleasant emotion）、②物事へ
の 関 与 （ E n g a g e m e n t ） 、 ③ 関 係 性
（ R e l a t i o n s h i p ） 、 ④ 意 味 ・ 意 義 

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

児童はどのようなときに幸せを感じるのか
－幸福感研究から見えてきたもの－

野村　あすか
名古屋大学心の発達支援研究実践センター 准教授
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（Meaning）、⑤達成（Achievement or 
Accomplishment）の５つの頭文字を合わせ
たものである。提唱者のSeligmanは、その
ときの状況によって変化する幸福ではなく持
続的幸福（Flourish）を目指すためには、こ
の５つの要素を高めることが必要であるとし
ている。
　以上のような主観的幸福感に関する研究は
成人を対象としたものが多いが、得られた知
見がそのまま子どもに適用できるかどうかに
ついては検討の余地が残されている。子ども
の幸福感の構成要素を明らかにするためには、
子どもが何をもって、あるいはどのようなと
きに幸福だと感じるのかを子どもに直接尋ね
ることも求められるだろう。本邦では、子ど
もの主観的幸福感に関する研究は未だ少ない
現状にあるが、以下では小学校高学年児童に
対して行われた研究の一例を紹介する。

２．児童にとっての幸福とは

（１）児童の幸福感と不幸感の構成要素
　筆者ら（野村, 2023; 二宮, 2023）は、「幸
せ」および「不幸せ」に関して記述形式で回
答を求めることを通じて、児童の視点からみ
た幸福感と不幸感の構成要素を検討した。調
査協力者は小学校４～６年生の日本人児童
（469名／439名）、日本在住の外国人児童
（110名／97名）、フィンランド人児童（247
名／247名）、モンゴル人児童（120名／103
名）であった（括弧内は幸福感／不幸感の項
目に回答した人数を示す）。日本在住の外国
人児童は、近年わが国の教育現場において増
加の一途をたどっており、日本語指導をはじ
めとした対応が課題となっているが（文部科
学省、2024）、ウェルビーイングに着目した

支援の重要性も指摘されている（野村他, 
2019）。フィンランドは教育や福祉が充実し
ており、近年では世界幸福度ランキング
（Helliwell et al., 2024）で１位を獲得してい
る国である。モンゴルは日本と同じく東アジ
ア圏に位置する国であるが、農耕民族・遊牧
民族としての生活様式が残る地域もあるため、
児童の価値観についても日本と異なる部分が
あると考えられる。調査は成人の幸福感研究
（大山, 2012）を参考にして文章完成法形式
で実施した。本研究では３項目を作成したが、
本稿では「わたしがしあわせなとき……で
す」「わたしがふしあわせなときは……で
す」の２項目を取り上げる。計量テキスト分
析（樋口，2020）により、各群において特徴
的に抽出される語を把握した。
　まず幸福感については、４群ともに「家
族」「友達」「一緒」という語が多く認めら
れた。日本人児童は、家族や友人などの身近
な他者と遊んだり話したりするとき、おいし
いものを食べるとき、ゲームなど好きなこと
をするとき、入浴や睡眠などに幸せを見出し
ていた。日本在住の外国人児童には、日本人
児童と同様に遊ぶことや食べることに関する
記述が認められた。また、家族や友人と出か
けるとき、本を読むとき、音楽を聞くときな
ども挙げられた。フィンランド人児童は日本
人児童と同様に、好きなことができるときに
言及していたほか、試験で良い成績を取ると
き、学校をはじめとしたさまざまな場面で何
かがうまくいくときや、良いことや素敵なこ
とが起こるときが幸せだとしていた。モンゴ
ル人児童には「お父さん」「お母さん」をは
じめとした家族成員にかかわる記述が多く、
家族と一緒に何かをするときに幸せを感じて
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いることが窺われた。また、試験で満点を取
るときといった学業上の達成に関わる記述も
認められた。
　続いて不幸感については、４群ともに「友
達」「けんか」「いじめ」という語が多く認
められた。日本人児童は、宿題、テスト、マ
ラソンなど学校生活に関することや、これら
を含めて何か嫌なことをしなければならない
とき、家族や先生から怒られるときなどを多
く挙げていた。日本在住の外国人児童も同様
に、家族から怒られるときに言及していたほ
か、友達から悪口を言われたり仲間外れにさ
れたりするときや、家族の仲が悪いときなど
が不幸だと考えていた。フィンランド人児童
は、自身や身近な他者の病気や死など何かよ
くないことが起こるときや、物事がうまくい
かないときが不幸だとしていた。モンゴル人
児童には、試験で悪い成績をとったときや、
それに付随して大人から怒られるとき、一人
でいるとき、家族と一緒にいられないときや
家族の仲が悪いときといった記述が多く認め
られた。

（２）「児童用幸福感尺度」作成の試み
　小嶋・中坪（2024）は、子どもの幸福感は
成人とは異なる要素からなる可能性があり、
成人を対象として構築された幸福感の理論や
尺度をそのまま子どもに適用することには問
題があるという立場のもと、児童用幸福感尺
度の作成を試みている。小学校５・６年生を
対象として、「あなたが幸せを感じるときは、
どんなときですか」「幸せを感じるために大
切だと思うことを教えてください」という質
問項目の回答を求めることによって尺度項目
の候補を抽出し、最終的に３因子、12項目か

らなる尺度が作成された。第１因子は「快
活・反復の幸福因子（うれしいね因子）」で
あり、笑う、遊ぶ、おいしいものを食べるな
ど、日常生活の中で繰り返し経験する快活な
状況を表す項目からなる。第２因子は「充
足・保有の幸福因子（あんしんだね因子）」
であり、今の生活に満足していることや、家
族や信頼できる人と一緒にいると落ち着くこ
となど、生活の充足に関わる他者の存在や資
質の保有を表す項目からなる。第３因子は
「道徳・心得の幸福因子（すてきだね因
子）」であり、他者への思いやりや優しい気
持ちをもつことといった社会規範に沿うこと
や、それらを身につけていることを表す項目
からなる。作成された尺度項目の特徴として
は、12項目中４項目が他者との関係にかかわ
る項目であったことが挙げられている。この
ことについて、児童の幸福にはRyff（1989）
における「積極的な他者関係」の位置づけが
大きいと考察されている。また、小学校高学
年は、Piagetの提唱する発達段階における具
体的操作期から形式的操作期への狭間の時期
である（中垣, 2011）。そのため、成人の幸
福感尺度において用いられるような一般的・
抽象的な項目のみならず、より具体的かつ自
分視点の思考が反映された「快活・反復の幸
福因子」のような項目が見出された可能性が
あることについても言及されている。

３．児童の幸福感研究からの示唆

　ここまでに紹介した研究の結果を踏まえて、
以下では、日本の児童の幸福感について考え
る上での着眼点を提示するとともに、幸福感
研究の知見に基づく児童への支援のあり方に
ついて考察する。なお、紹介した研究はいず
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れも小学校高学年段階の児童を対象としてい
るため、得られた知見が小学校低学年の児童
や中学生以上の生徒にも適用可能であるかど
うかは、発達段階を考慮しながら検討するこ
とが必要である。

（１）重要な他者との関係に着目すること
　筆者らの幸福感・不幸感に関する調査（野
村, 2023; 二宮, 2023）では、家族や友人とい
った重要な他者とともに過ごすことが、児童
にとってある程度普遍的な幸福の形であるこ
とが明らかになった。また、小嶋・中坪
（2024）が作成した児童用幸福感尺度におい
ても、他者との関係にかかわる項目が全体の
３分の１を占めていた。発達段階からみると、
小学校高学年頃は、家庭生活を基盤にしなが
らも徐々に同性・同年代の友人関係が広がる
時期にあたる。このことも踏まえると、成人
の幸福感の構成要素の中でも「積極的な
他者関係」（Ry f f ,  1 9 8 9）や「関係性
（Relationship）」（Seligman, 2012）にあ
たる要素が、児童の幸福感においては特に重
視されていると考えられた。
　一方で、友人とのけんかやいじめなど、築
き上げてきた関係性に何らかの亀裂が入るよ
うな事態は、国や文化を超えて不幸感につな
がりやすいことも明らかになった。また、大
人からの影響力も未だ大きい時期であるため、
親や教師から怒られることも不幸感に結びつ
きやすいと考えられた。なお、日本人児童は
モンゴル人児童などと比べると、一人でいる
ときや誰かと一緒にいられないときを不幸せ
と捉えることは少ないようであった。日本人
児童にとって一人の時間がどのような意味を
もつのかについては、後述する日常生活の状

況も踏まえながら理解を深める必要がある。

（２）日常生活に着目すること
　筆者らの調査において、日本人児童は、家
族や友人と遊ぶときや話すとき、おいしいも
のを食べるとき、好きなことをするときとい
った日常生活の一コマを幸福なひとときとし
て捉えていた。また、小嶋・中坪（2024）の
尺度においても、同様の内容からなる「快
活・反復の幸福因子」が見出されていた。わ
が国の児童の幸福を考えるうえで、日常生活
における快の状況や「ポジティブ感情」
（Seligman, 2012）に着目することは有用で
あると言える。なお、日本人児童の中には、
入浴や睡眠の時間が幸福であると捉えている
者もいた。東アジアの文化的特徴として、覚
醒度の低い感情が幸福感として認識されやす
いことが指摘されているが（Uchida  & 
Ogihara, 2012）、日本の児童の日常生活に
おけるゆとりについて再考することも求めら
れるだろう。
　ところで、子どもたちにとっては学校生活
もまた日常である。学校生活において大きな
位置を占める学業や成績に関わる記述は、フ
ィンランド人児童やモンゴル人児童に多く認
められた。二宮（2023）は、フィンランド人
児童の場合は学業上の成功・失敗が達成感や
自信といった内的要因を介して、モンゴル人
児童の場合は家族からの評価といった外的要
因を介して幸福感および不幸感に影響してい
る可能性があるとしている。日本人児童につ
いては、不幸感に関する記述の中で、宿題、
テスト、マラソンなど、学校生活の一場面に
関する記述が認められた。二宮（2023）の考
察を参照すると、これらは前述の達成感や評
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価とは異なり、嫌なことややりたくないこと
を強制されているという意味合いが強いよう
である。以上のような児童の幸福感・不幸感
の特徴を踏まえながら、わが国の学校教育の
あり方を再考することもまた必要であるかも
しれない。

（３）特別なニーズのある子どもの幸福感に
着目すること

　昨今の教育現場では、不登校やいじめ、発
達の偏り、言語や文化の違い、あるいは虐待
や貧困といった家庭の事情など、子どもと子
どもを取り巻く環境に関わる課題が山積して
いる。このような課題に対しては、さまざま
な情報を統合して個々の子どもの特徴を見立
てた上で、学校内外の資源を有効に活用しな
がらチームで支援にあたることが求められる。
子どもの見立てにあたっては、個々の子ども
が抱える課題に着目することのみならず、こ
れまでに紹介してきた幸福感研究の知見も踏
まえながら、どのようなときに幸せを感じる
のか、好きなことは何か、誰と一緒にいると
安心するのかといった自助資源や援助資源に
ついても、本人や関係者への聞き取りなどを
通じて把握していくことが有用であると考え
られる。
　筆者らの調査における日本在住の外国人児
童に着目すると、特に幸福感においては日常
生活の一場面が挙げられるなど、日本人児童
との共通点が多く認められた。保護者のルー
ツや日本滞在期間など、それぞれの児童の背
景は多種多様であることを考慮する必要はあ
るものの、日本人児童との相違点のみならず
共通点に着目することは、共生を考えるうえ
での大切な視点になるのではないだろうか。

一方で不幸感については、少数ながら「仲間
はずれ」や「悪口」といった気になる記述が
認められた。すでに学校現場ではさまざまな
取り組みがなされているものと考えられるが、
支援者側としては改めて、ルーツの違いによ
るいじめ問題などへの感度を高めていく必要
があるであろう。
　なお、日本在住の外国人児童の中には日本
語指導の必要な児童が多数存在する（文部科
学省, 2024）。筆者らの調査においても、文
章での記述に難しさを抱える児童がいること
が窺われた。彼らの幸福感および不幸感につ
いては、個別のインタビューや描画などの言
語を介しない方法を通じて、今後より詳細に
検討することが求められる。

〈付記〉
　本稿で紹介した調査研究の一部は、JSPS
科研費16K04352・20K14219の助成を受けて
実施したものである。
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はじめに

　文部科学省から公表された「令和５年度児
童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査結果について」によると、
全国の小・中学校と高等学校（全日制・定時
制）の不登校児童生徒は、合わせて41万人を
超えることが明らかになった。また、同調査
においては、学校が不登校児童生徒について
把握した事実としては、小・中学校において
は、「学校生活に対してやる気が出ない等の
相談があった」（32.2％）が最も多く、続い
て「不安・抑うつの相談があった」（23.1
％）が続き、「学業の不振や頻繁な宿題の未
提出が見られた」も15.2％という結果であっ
た。さらに、小・中学校の不登校児童生徒の
うち、学校内外の機関等や担任等から相談・
指導等を受けているのは95.8％であることが
分かった。逆に言えば、4.2％の児童生徒は、
学校内外の機関等や担任等から相談・指導等
を受けていないことになる。
　これらの児童生徒はどういう状況にあるの
であろうか。不登校等児童生徒の学びの場を
どのような形で確保していくかが喫緊の課題
である。
　広島県教育委員会においては、令和３年度
に事務局内に不登校支援センターを設置し、

不登校等児童生徒への支援の充実（全ての児
童生徒の「主体的な学び」の実現に向けた多
様な選択肢と自己決定を意識した教育活動の
推進）に向けて取り組んでいる。
　本稿においては、これまで取組を進めてき
た６つの取組の中から、不登校ＳＳＲ推進校
へ の 支 援 と 、 県 教 育 支 援 セ ン タ ー
（SCHOOL“S”）による支援について紹介
する。

１．広島県の不登校児童生徒の現状

　広島県の不登校児童生徒数は小・中学校で
8,742人、高等学校（全日制・定時制）では
2,022人、計10,764人となり、過去最多となっ
た（グラフ１参照）。また、学校が不登校児
童生徒について把握した事実についても、全
国と同様の傾向が見られ、不登校という状態
にある児童生徒は様々な状況下にあることが

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

不登校等児童生徒への支援の充実に向けて
～全ての児童生徒の「主体的な学び」の実現に向けた多様な選択肢と自己決定を意識した教育活動の推進～

渡邉　美佳
広島県教育委員会事務局 個別最適な学び担当 不登校支援センター長
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分かる。不登校という状態にある児童生徒だ
けでなく、新たな不登校を生み出さないため
にも、全ての児童生徒に対する適切な指導や
必要な支援を行うことが必要であり、そうい
った不登校等児童生徒への支援の在り方・考

え方の理解を広めていくことで不登校等児童
生徒が社会とのつながりをもちながら社会的
自立にむけて成長していくことを支援する取
組を推進することが重要である。

２．不登校ＳＳＲ（スペシャルサポート
ルーム）推進校（以下「推進校」）への支援

　広島県における学校内へのＳＳＲの設置に
よる不登校等児童生徒への支援は、令和元年
度、県内11校の推進校から取り組み始め、令
和６年度は42校まで拡充して取組を進めてい
る。推進校には教員を加配措置し、その教員
は不登校等児童生徒支援コーディネーター
（以下「支援Co」とする）として、学校全
体の教育相談をコーディネートする役割を担
うとともに、ＳＳＲに常駐し、ＳＳＲで育て

たい力として設定した二つの力の育成に向け、
児童生徒の成長の過程における伴走者として
支援している。また、県教育委員会の指導主
事が定期的に学校を訪問（とりわけ新規校に
は週１回）し、組織的な学校体制の構築やＳ
ＳＲの設置及び運営等のサポートをしている。

グラフ１　　　広島県の不登校児童生徒数の推移
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（１）組織的な学校体制の構築
　推進校において、教育相談にかかる担当と
して支援Coを校内組織に位置付け、教育相

談コーディネーターを担い、不登校等児童生
徒の状況や取組方針、具体的な取組方法等を
共有するためのシステムを構築している。具
体的には、支援Coが中心となり、週１回程
度、定期的に不登校等児童生徒支援会議を開
催している。支援会議を定期的に開催するこ
とで、不登校等児童生徒の現状だけではなく、
支援することによる変化の有無などを振り返
ることができる。また、複数の関係者で支援
の方向性や内容の再検討を行うことで、不登
校等児童生徒の好ましい変化が見られた姿を
教職員が意識的に捉えることができている。

（２）ＳＳＲの設置及び運営等
　ＳＳＲを利用する児童生徒にとって、安全
であり、安心できる居場所、成長できる場と
していくため、教室環境等を整備するととも
に、個々の児童生徒の状況等をまとめた個別
サポート計画を策定し、具体的な学習支援等
を行っている。

ア　安全であり、安心できる居場所とするた
めの環境整備

　不登校等児童生徒の中には、これから起こ
ることへの不安を訴える児童生徒も多くいる。
「あなたが過ごしやすい部屋を用意したから、
いつでもおいで」と言われても、児童生徒は、
「どんな部屋なのか」、「どこでどう過ごせ
ば良いのか」などと考え、来室することをた
めらうことがある。また、その不安を言葉で
表現することが苦手な場合も多い。支援Co
はＳＳＲを利用する可能性がある児童生徒と
一緒に環境整備を行いながら、児童生徒がな
んとなく感じている不安と児童生徒にとって
の安心との折り合いのポイントを探しつつ、
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児童生徒にとってＳＳＲが安全であり、安心
できる居場所となるよう工夫（写真１）をし
ている。

イ　成長する場としていくための個別サポー
ト計画の作成

　ＳＳＲを利用する全ての児童生徒がそれぞ
れの状況に応じて成長していくためには、ま
ずは、アセスメントを実施し、個々の状況、
その状況に至っている要因を探っていくこと
が必要である。さらに、アセスメント結果を
踏まえ、児童生徒本人や保護者の願い、個々

の状況等を踏まえた長期目標を設定するとと
もに、長期目標に向けたスモールステップの
短期目標を設定する。また、短期目標につい
ては、その目標を達成するための具体的な手
立てや評価（いつ、誰が、どこで）をあわせ
て検討することが必要であり、これらをまと
めて記載した個別サポート計画（図１参照）
を作成している。個別サポート計画について
は、支援Coが中心になって作成するととも
に、継続的な支援となるよう、不登校等児童
生徒支援会議等において十分に協議すること、
当該児童生徒及びその保護者に説明し、共通
理解を図る必要がある。
　個別サポート計画を活用することで、支援
CoはＳＳＲ内で児童生徒と支援Coが一緒に
活動をしながら、児童生徒の「昨日」と「今
日」の様子の違いに目を向け、その違いは児
童生徒の環境のどのような変化に起因するも
のなのかを分析し、「今日」の児童生徒にど
のような声をかけるのか、常に意識すること
ができ、児童生徒の様子から、次の支援内容
等を検討するというサイクルを構築すること
となる。また、児童生徒の成長を校内の教職

写真１　SSR（スペシャルサポートルー
ム）の様子
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員の共有につなげていくことができるのであ
る。

ウ　多様な選択肢の提供と自己決定を意識し
た教育活動の推進

　ＳＳＲで１日をどのように過ごすかについ

ては、多くの推進校において、児童生徒の在
籍学級の時間割やＳＳＲ独自の行事や取組を
中心におきつつも、児童生徒と支援Coが相
談しながら時間割を決めている（変更したい
場合も同様）。児童生徒は、支援Coと相談
しながらも多様な選択肢から、最終的には自
分で決定していくことを繰り返すことで、社
会的自立に向けて必要と考える「相談する
力」の育成を目指している。
　具体的なＳＳＲでの学習活動については、
推進校、また、個々の児童生徒によって様々
である。ＳＳＲでの具体的な学習活動をいく
つか紹介する（写真２・写真３参照）。

図１　個別サポート計画

教科の学習 　在籍学級の授業をオンラインで視聴する。
　ワークやドリルを活用して前の学年までの学習内容を学び直す。

ＳＳＲ個展
　児童生徒が自ら興味をもったことを調
べてまとめたり、自分が得意なこと（イ
ラスト作成等）に取り組んだりしている。

写真２　生徒の作品で個展を開催

高校へ進学した先輩
に学ぶ会

　高校に進学した先輩（ＳＳＲ利用）を招き、高校生活や中学校在籍時の話を聞き、
自分の目標をより明確にしたり、受験や高校生活への不安を解消したりする。

先生お手伝い
サービス

　教職員から仕事を募り、請け負った生
徒が中心となり、ＳＳＲ内でスケジュー
ルを立てたり、分担したりして仲間と協
力しながらやり遂げる。

写真３　卒業式のしおり作成の依頼

イベント企画・
実施

　児童生徒の「やりたい」の発信から「やるために」どうしたらよいか、目的は何か、
誰に協力を依頼するのか、当日の運営の分担は、などをＳＳＲ内で話し合い、実施す
る。
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　学習のつまずきにより、自信をなくしたり、
不安を感じたりしている児童生徒に現在の理
解にあった教材を提供することで児童生徒が
「分かった。」「できた。」を実感でき、次
の学習への意欲につなげていく。また、児童
生徒の好きなこと・得意なことを教職員が認
めることで、児童生徒が継続して活動に取り
組むことができる。ＳＳＲ個展では、教職員
からの評価（いいねマークや一言コメント）
があることで、児童生徒と直接会うことがで
きなくても、教職員が見守っていることを伝
えることができ、児童生徒の安心感につなが
った。高校へ進学した先輩に学ぶ会は、ＳＳ
Ｒ利用生徒が先輩を迎える準備を行い、先輩
の話を聞くことだけではなく、事前・事後の
取組までをプロジェクト化して行うことで、
どの部分で参加するかを生徒自身が考えて選
択することができた。先生お手伝いサービス
では、仕事内容を分担する必要があり、安心
できる小集団で協働するという体験を行うこ
とができた。依頼した教職員から「ありがと
う」と言われることで児童生徒の自己有用感
の醸成にもつながったと考える。
　これらの学習支援等は、教科の学習につな
がる効果を期待するだけでなく、不登校等児
童生徒の社会的自立に向けた支援につながっ
ていると考えている。

（３）ＳＳＲにおける成果等の学校全体への普及
　ＳＳＲにおける支援の考え方や方法等、そ
の成果等については、全ての児童生徒への支
援に生かすことで、新たな不登校を生じさせ
ない取組につなげていくことが大切である。
　支援CoとＳＳＲ利用児童生徒の間には信
頼関係の構築が欠かせない。ＳＳＲの少人数

での活動を通して、支援Coと児童生徒、児
童生徒同士の信頼関係が少しずつ構築されて
いく。この信頼関係の構築は、全ての学級に
必要なことであり、その過程も基本的には同
様であると考えている。支援CoのＳＳＲで
の児童生徒への関わり方を不登校等児童生徒
支援会議や校内研修において話題にし、適切
な支援やカウンセリングのスキル等、校内の
教職員の指導力の向上につなげている。
　また、ＳＳＲにおける学習支援のあり方と
して、児童生徒一人一人の特性や興味関心等
には違いがあることを前提としてとらえ、一
斉指導を前提としたカリキュラムだけではな
く、児童生徒一人一人に応じて、自らに最適
な方法や進め方を選択できる学習活動に取り
組む機会を提供することについては、各教科
等のどの学習においても必要な考え方であり、
さらに、学校全体で、社会奉仕活動、異年齢
交流等の体験活動及び人間関係トレーニング
を充実させることで、社会性を育み、児童生
徒間の絆を強め、望ましい集団を育成するこ
とは新たな不登校を生じさせない取組として
欠かせないものであると考えている。

（４）中学校区としての一体的な取組の推進
　不登校ＳＳＲ推進校における組織的な学校
体制の構築、ＳＳＲの設置・運営等に向けた
取組、新たな不登校を生じさせない取組の成
果等について、推進校の同一中学校区で共有
し、同一中学校区内の全ての児童生徒の支援
に生かしていけるよう、支援Coが中学校区
内の学校を月に１回程度巡回し、情報連携を
進めている。また、合同研修会を行うなど、
推進校の取組の成果等を生かした支援方針等
の共有化を図っている。
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（５）ＳＳＲの周知及び成果等の発信
　ＳＳＲを誰もが利用しやすい場所としてい
く観点から、ＳＳＲの設置の目的等について
校内の教職員や利用が考えられる児童生徒・
保護者のみならず、全校の児童生徒や保護者
にも理解を図っていくことが重要である。推
進校においては、学校のホームページや学校
便りなどで周知を図ったり、年度初めの全校
集会、ＰＴＡ総会等を活用したりして周知し
ている。

３．県教育支援センター
（SCHOOL“S”）による支援

　広島県では、30年以上も前から、電話や面
談によって不登校やいじめなどに関する児童
生徒や保護者等の相談に応じる取組や学校に
行きにくいという思いをもった児童生徒に対
して、来室による支援を行ってきた。令和４
年度からは、これまでの来室による利用に加

えて、オンラインでの利用ができるよう機器
等を整備するとともに環境を一新し、学校外
にある、児童生徒にとっての学びの場の選択
肢の一つとして、新たなスタートを切った
（図２参照）。SCHOOL“S”という名称は、
県教育支援センターの愛称であり、“S”に
は、支援のコンセプトを表す意味が込められ
ている。

（１）学びの場としての環境づくり
　学校や学級での学びに不安を感じている児
童生徒が、「明日もこの場所に来よう。」と

図２　県教育支援センター（SCHOOL “S” ）による支援
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思える環境とはどのような環境かを不登校Ｓ
ＳＲ推進校での取組の知見を活用し児童生徒
自身が活動の場を選択できるような環境づく
りを行った（写真４・写真５参照）。

（２）オンラインでの利用ができる機器の整
備

　児童生徒は、来室か、オンラインでの利用
を選ぶことができ、併用も可能である。オン
ラインを活用（写真６参照）することによっ
て、「自宅からの距離が遠い」、「新しい環
境への不安感が強い」、「対面でのコミュニ
ケ ー シ ョ ン が 苦 手 」 と い っ た 、
SCHOOL“Ｓ”への来室が困難な自宅等に
いる児童生徒がSCHOOL“Ｓ”スタッフと
つながりをもつことができている。
　カメラ、マイクのON・OFFは、自分で選
択することとしており、画面ONで参加した
り、マイクをONにして声を出したりして参
加する児童生徒はほとんどいないが、チャッ
ト上で、スタッフや、利用児童生徒相互に活
発なコミュニケーションが見られる場合もあ
る。
　
（３）日常的な活動の様子
　来室利用の児童生徒については、持参した
学習課題に取り組んだり、農業やスポーツな
どで協働的な活動にチャレンジしたりしてい
る。中には、自分がやりたいことを企画し、
スタッフと相談しながら、実現に向けて仲間
を募ったり、スケジュールを考えたりして活
動をしている児童生徒もいる。また、令和６
年度からは、自分が取り組んでみたいメニュ
ーを選んで探究的な活動に取り組む時間を設
けている。また、オンライン利用の児童生徒
への支援については、少しずつつながりをも
っていくために、どの児童生徒も参加しやす
いような話題（季節や行事の話題や好きなも
のや得意なこと）をスタッフから提供し、話
しやすい環境をつくっている。こういった取

写真６　オンライン利用のための機器を整備

写真５　学習室（SCHOOL “Ｓ” ）

写真４　プレイルーム（SCHOOL “Ｓ” ）



67

不登校等児童生徒への支援の充実に向けて

組を通して、チャットでの応答が増えたり、
児童生徒同士でやりとりが見られたりし、オ
ンライン上での交流も増えてきている。さら
に、来室した児童生徒が活動している様子
（さつまいもの苗植えや夏祭りの準備など）
をオンライン上へライブ配信し、来室利用と
オンライン利用の児童生徒が交流する場を設
ける取組も行った。いも掘りや夏祭りの実施
日を告知したところ、オンラインのみの利用
だった児童生徒が、実施日に来室する姿も見
られている。これは、来室とオンラインでの
支援を一つの場所で同じスタッフが行ってい
ることの利点であり、不登校等児童生徒への
支援の一つの方法として有効であるととらえ
ている。

（４）SCHOOL “S” における支援の在り
方・考え方

　SCHOOL“S”における児童生徒への支援
に当たっては、児童生徒がどのような状況に
あるのか、これまで学校等でどんな支援を行
ってきたのかということを共有し、支援の在
り方について検討している。また、活動状況
等については、学校と共有し、児童生徒が在
籍する学校や地域とのつながりを絶つことな
く、学校とSCHOOL“S”とが協力し合いな
がら、児童生徒の支援の輪を広げ、強めてい
くことが不登校等児童生徒の社会的自立に向
けた成長のために必要であると考えている。

４．おわりに

　本稿で紹介した不登校ＳＳＲ推進校や県教
育支援センター（SCHOOL“S”）の取組を
通して、児童生徒にとって社会とつながりを
もつこと、そして児童生徒が社会とのつなが

りを維持しながら次の居場所を見つけていく
ことが社会的自立には重要だと改めて感じて
いる。全ての児童生徒が学びにアクセスでき
る状態にあるために、これまでの取組の普及
に努め、全ての学校において、不登校等児童
生徒への支援の在り方・考え方についての理
解を図っていくことが必要である。
　社会や人とのつながりがもちにくい児童生
徒が「もう一度、社会や人と関わってみよ
う。」と思えるよう、私たち支援者があきら
めずに手を携えて取り組み、児童生徒ととも
に成長していきたい。

＜引用文献・参考文献＞

・文部科学省（2024年）

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指

導上の諸課題に関する調査」

https : //www.mext .go . jp/a_menu/shotou/

seitoshidou/1302902.htm

・広島県教育支援センター

「SCHOOL“S”による支援の概要」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku17/

school-s.html
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はじめに

　コロナ禍で出された中央教育審議会答申
「『令和の日本型学校教育』の構築を目指し
て－全ての子供たちの可能性を引き出す、個
別最適な学びと、協働的な学びの実現－」
（2021年１月）では、「教育環境」という言
葉が少なからず見て取れる。例えば、「３．
2020年代を通じて実現すべき『令和の日本型
学校教育』の姿」の一つとして、「（３）子
供の学びや教職員を支える環境」が挙げられ
ており、ICT環境の整備とともに、以下のよ
うな記述がある。少し長いが引用してみよう。
　「全ての子供たちの可能性を引き出す、個
別最適な学びと協働的な学びの実現に向けて、
また、平常時はもとより、災害や感染症の発
生等による学校の臨時休業等の緊急時におい
ても、不安なく学習を継続できる安全・安心
な教育環境の確保に向けて、ICTの活用環境
と少人数によるきめ細やかな指導体制の整備、
老朽化対策やバリアフリー化、トイレの乾式
化・洋式化、空調設備の設置等の学校施設の
整備等により、新しい時代の学びを支える学
校教育の環境が整備されている。」
　ここで指摘される「学校教育の環境」とし
ての学校施設の重要性については、これまで
の教育振興基本計画同様に、2023（令和５）

年６月に閣議決定された第４期教育振興基本
計画においても教育政策目標の柱の一つとし
て示されている。本稿では、これからの学校
の価値の最大化を図るための「教育環境」と
して、これまであまり取り上げられてこなか
った学校施設の現状と在り方について、写真
等も提示しながら若干の考察を試みたい。

１．「社会に開かれた教育課程」や授業
を生かす教育環境としての学校施設

　学校施設とは、一般的に、小学校設置基
準９条（校舎に備えるべき施設）及び10条
（その他の施設）の規定による、教室、図
書室、保健室、職員室や校舎、運動場、体
育館などの学校施設として固定的な不動産
物件を指す（中学校・高校も同様）。ただ
し、教育条件としての学校施設には、建物
に付帯する稼働的な設備や備品など、いわ
ゆる学校設備も含まれる。
　これら学校施設は、建築としての独自の表
現を持つと同時に、その主たる機能として各
種の教育作用に表現の場を準備・提供し、教
育活動それぞれに固有な教育的可能性を開く
という二重の構造を持っている。
　学校経営の研究・実践においては、とりわ
け人的条件にかかわって、人事・組織開発や
教授学習法などが主な対象となってきた。し

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

これからの学校の価値の最大化を考える
－教育課程や授業を生かす教育環境としての学校施設－

堀井　啓幸
常葉大学 特任教授
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かし、学校経営を「学校における教育実践を、
人的・物的・財政的条件の最適の組み合わせ
により効率的・能率的に促進する機能を受け
もつ」営為（牧昌見、1981）と捉えるならば、
人的・物的条件の両面にまたがる実践の充実、
すなわち、人的条件だけではなく、学校施設
の面からも学校を改善していくことが求めら
れる。
　たとえば、学習指導要領では「主体的・対
話的で深い学び」の観点からの授業改善を中
心的な課題としているが、１クラスの人数は
少なくなってきているものの、一般的に４間
×５間（約64㎡）の教室は、能動的な活動に
必ずしも適した条件とは言えないのではない
か。コロナ禍で、感染拡大を防ぐために必要
な「新しい生活様式」が指摘される中で、一
人一台端末の確保や「新しい生活様式」に関
わって、教室用机の大きさとともに学級規模
によっては空間的な余裕がない状況について
も改善・充実が求められる（写真１：教科書
や教材で一杯になっている机）。

　中央教育審議会教育課程企画特別部会「論
点整理」（2015年８月26日）には、「社会に
開かれた教育課程」のポイントがわかりやす
く示されている。

①　社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、

よりよい学校教育を通じてよりよい社会
を創るという目標を持ち、教育課程を
介してその目標を社会と共有していく
こと

②　これからの社会を創りだしていく子供
たちが、社会や世界に向き合い関わり合
い、自らの人生を切り開いていくために
求められる資質・能力とは何かを教育課
程において明確化し育んでいくこと

③　教育課程の実施に当たって、地域の人
的・物的資源を活用したり、放課後や土
曜日等を活用した社会教育との連携を図
ったりし、学校教育を学校内に閉じずに
その目指すところを社会と共有・連携し
ながら実現させること

　「社会に開かれた教育課程」を具現化する
ためには、こうした俯瞰的な視点をもって学
校の諸条件を見直すことが必要であり、学校
施設も基本設計からそのあり方を検討するこ
とが求められる。
　その点、Ｊ・デューイが『学校と社会』
（宮原誠一訳岩波文庫、1957年、市村尚久訳
講談社学術文庫、1998年）において示した社
会に開かれた学校の観念図は示唆的である。

図：社会に開かれた学校（Ｊ．デューイ『学
校と社会』所収の図より）
　デューイは、子どもの経験が閉じられたも
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のにならないためには学校（制度）をより大
きな社会全体の一部分として眺めなければな
らないとして、学校と図書館、学校と公園
（自然環境）、学校と大学（専門的研究）な
どとの関わりを図で示している。この図はデ
ューイの教育理念を具象化したものであるが、
「社会に開かれた教育課程」を具現化する学
校経営の在り方を考えるとき、メディア・セ
ンターとして、また、児童生徒の居場所とし
ての図書館の位置づけや家庭・地域との連携
の在り方などの重要性を示唆している。
　デューイは、伝統的な注入主義を打破する
ために子どもの自発性や自主性を重視したが、
学習指導要領でも、「主体的・対話的で深い
学び」の観点からの授業改善を中心的な課題
としており、「主体的・対話的で深い学び」
を実現するためのアクティブ・ラーニングの
重要性を指摘している（前掲「論点整理」）。
「社会に開かれた教育課程」を実践するには、
グループ・ディスカッション、ディベート、
グループ・ワーク等多様な教育方法が可能な
学校施設や子どもの安全を前提にした地域に
開かれた学校施設が求められている。

２．学校施設整備のこれまでとこれから

　臨時教育審議会第２次答申（1986年４月23
日）で「教育環境の人間化」の観点に立って
教育条件の改善を図る必要性とその具体的方
策として教育方法の多様化に応じられる学校
建築に改善することなどが提言され、国の学
校施設補助事業においても量から質へ学校施
設整備への転換が図られるようになった。ち
なみに、「社会に開かれた教育課程」に関わ
りそうな国の学校施設整備事業には、現在、
質的な学校施設整備に関わって、次のような

補助事業がある。

〈新増築に関わる整備事業〉
・地域・学校連携施設整備事業（1/3補助）
学校の教育活動に家庭及び地域の活力をより
積極的に導入、活用していく観点から、学校
に保護者や地域住民の意向を把握、反映する
ための意見交換や交流等の場を整備する事業
に対し補助する。
・学校施設複合化推進事業（1/3補助）。学
校施設を高機能化、多機能化するとともに、
地域の生涯学習活動等の拠点となるよう他の
文教施設や福祉施設との複合化を図ることに
伴い必要となる開放部分について補助する。
〈改築に関わる整備事業〉
・教育内容・方法の変化等に適合させるため
の内部改造工事（余裕教室を活用した特別教
室や多目的スペース等へ転用するための補助
や余裕教室を転用して、既設校舎の高機能化、
多機能化を図り、併せて、生涯学習のニーズ
にも応えるための補助）。

　特に、教育方法の多様化に関わって、1984
（昭和59）年に「義務教育諸学校施設費国庫
負担法」の中に多目的スペースの整備を国庫
負担の対象とする改訂が行われ、これによっ
て多目的スペースが急速に普及した。
　前述した中央教育審議会答申「『令和の日
本型学校教育』の構築を目指して－全ての子
供たちの可能性を引き出す、個別最適な学び
と、協働的な学びの実現－」（2021年１月）
を踏まえて、文部科学省では、学校施設の在
り方に関する調査研究協力者会議が最終報告
「新しい時代の学びを実現する学校施設の在
り方について－Schools for the Future 『未
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来思考』で実空間の価値を捉え直し、学校施
設全体を学びの場として創造する－」をまと
めている（2022年３月）。
　この報告書では、「第３章　新しい時代の
学びを実現する学校施設の在り方」として、
これからの学校施設を考える「未来志向」の
視点として、以下の４点を挙げている。

①　学校は、教室と廊下それ以外の諸室で
構成されているものという固定観念から
脱し、「学校施設全体を学びの場」とし
て捉え直す。廊下も、階段も、体育館も、
校庭も、あらゆる空間が学びの場であり、
教育の場、表現する場、心を育む場にな
る。

②　教室環境について、単一的な機能・特

定の教科等に捉われず、横断的な学び、
多目的な活動に柔軟に対応していく視点
（柔軟性）をもつ。

③　紙と黒板中心の学びから、１人１台端
末を文房具として活用し多様な学びが展
開されていくように、学校施設も、画一
的・固定的な姿から脱し、時代の変化、
社会的な課題に対応していく視点（可変
性）をもつ。

④　どのような学びを実現したいか、その
ためにどのような空間を創り、それをど
う生かすか、関係者が、新しい時代の学
び舎づくりのビジョン・目標を共有する。

　すなわち、学校がどこでも学びの場となる
ユビキタスな学校施設の在り方が示唆されて

いる。
　このような視点で、学校施設整備を行って
いる学校も少なからずある。
　1978年に全面改修してオープンスクールと
して「個別化・個性化教育」に取り組んでき
た東浦町立緒川小学校ではこうした視点をも

った学校施設を現在も活用して教育実践が行
われている（写真２、３、４）。こうした学
校では、教室以外にも机や椅子が置いてあり、
どこでも主体的に学べる環境がある。
　ただし、全国的にみると、学習形態の多様
化、学習の個別化・個性化を目指した多目的

写真２：壁のない教室 写真４：メディアスペースで
の学習

写真３：オープンスペースを
活用した学習環境
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スペースは必ずしも積極的に活用されている
とはいえない。アクティブ・ラーニングの授
業で子どもの内なる世界を広げたり、深めた
りするには、情緒的な安定や落ち着きのある
学習空間が必要であり、多目的スペースを必
ずしも必要としないという声もあるが、それ
なりに整備された学校の施設・設備が使われ
ないのは人的・物的条件の両面から学校経営
が捉えられていない現状も象徴している。
　また、これまで多目的スペースや情報機器
などの設備があまり活用されてこなかった理
由として、使い手としての教師の学校施設観
というべき心理的要因が大きいことも指摘さ
れている。例えば、サンダースは、教師によ
る教室の使い方実験を通して、「教師の環境
にたいする感受性をみがくための教育や訓練
が行われないかぎり、教室のレイアウトにお
ける、変革の価値は疑わしい」と指摘してい
る（Sanders,D.C.1958）。つまり、学校施
設・設備がよく整備されたとしてもそれに対
する教師の意識が変革されない限り、学校施
設を有効に活用することはできないというこ
とである。
　これらの視点は、Ｊ・デューイが「実験学
校」の実践に関わって、大学で教えられるべ
き教育学科の授業として、学校施設の意味を
考える「教育物理」の必要性を唱えたことと
密接に関わっている。「社会に開かれた教育
課程」や子どもたちの能動的な学習を促すた
めにはこれまでの教師の「当たり前」を問い
なおす俯瞰的な学校建築学的視点の学修も必
要になる。

３．教育学と建築学の間（あいだ）

　建築計画学では、学校建築の立脚点を「児

童・生徒の学校における学習・生活の現実や、
学校に対する地域社会のニーズに置くべき」
（上野淳『学校建築ルネサンス』鹿島出版会、
2008年、３頁）と捉えており、それゆえ戦後
の建築計画学は、「学校を『教育の場』から
解き放つ」（吉武㤗水『建築計画学への試
み』鹿島出版会、1987年、98頁）という革新
性を有してきたといえる。長倉康彦著『開か
れた学校－そのシステムと建物の変革－』
（NHKブックス、1973年）は、教育経営学
の研究者においても広く読まれ、閉じられた
学校経営に対して、これからの学校の在り方
として開かれた学校経営について少なからず
示唆を与えた。ある意味で子ども中心主義に
立つ建築計画学の考え方が教育改革を主導し、
教育実践にも少なからず影響を与えてきたの
である。
　しかし、自律的な学校経営が求められる現
在においてもヒト・モノ・カネに関わる条件
は「学校経営以前の問題」とされ、その点、
学校や教職員が経営主体の条件をほとんども
ちえていない状況がある。学校施設は、ヒ
ト・モノ・カネに関わる教育条件の最たるも
のといえるだろう。また、学校教育において、
教師の視点と子どもの視点のどちらを優先さ
せるかといえば、子どもの視点が優先される
かもしれないが、実際には二者択一的なもの
ではない（拙稿「学校施設と教育活動－教師
の学校施設観を中心に－」『日本教育経営学
会紀要』第29号、1987年）。学校の安全に関
していえば、事件や災害が起こると学校や教
師に重い責任が問われる中で、ソフトとして
の教師の対応をレジリエントするハードとし
ての学校施設の在り方が問われるべきである
（拙稿「東日本大震災と学校建築－レジリエ
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ンスをもたらす学校施設の再検討－」教育と
時間研究会『ジャーナル　教育と時間』第23
号、2019年）。
　OECD（TALIS：国際教育指導環境調
査）のデータに明らかなように、日本の教師
の１週間当たりの勤務時間は53.9時間と世界
で最も長い（中学校教師2013年調査結果であ
り、2018年調査では56時間とさらに長くなっ
ている）。にもかかわらず、子どもと向き合
う時間が少なくなっているという現実がある。
そして、精神疾患による離職教師も増えてい
る。これからの学校の価値の最大化を考える
ためには、日本建築学会で賞を授与された学
校施設が教師にとって必ずしも「使い勝手」
がよいとはいえないこともあるという事実を
子どものみならず教師の視点や学校の置かれ
た状況も含めてトータルに分析し、これから
の学校施設整備に生かす横断的な研究と実践
が求められる。
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１．はじめに

　「○○さんの考え面白いね。もう一回言っ
て！！」
　「先生、□□さんの考え方が参考になった
ので、クラス全体に共有していいですか」

　授業の中で、生徒たちが互いに刺激し合い、
考えを広げ深めていく。生徒が生き生きと学
び、資質・能力を伸ばし合う。国語科として、
そのような授業を目指していきたい。
　そこには教師が生徒の主体性を引き出す工
夫、また生徒の資質・能力を伸ばすための計
画的な指導が必要である。
　例えば、学校のグランドデザインやカリキ
ュラム・マネジメント。その学校や地域の特
色。指導と評価の一体化。教科、横断的な学
び。系統的な学習指導。教師には、言語活動
の場をつくることと共に、計画的に資質・能
力を育てる授業づくりをしていく必要がある。
　それらを踏まえたうえで、生徒が生き生き
と学び、資質・能力を伸ばすために、

１．言語活動が活発になる指導の工夫
２．生徒に資質・能力を身に付ける学習の

系統性を意識した実践
　この２つの事柄を中心に、実際に中学校で
授業を実践している立場で話を進めていく。

２．言語活動が活発になる指導の工夫

　言語活動の中では、少しの発問の仕方の違
いや教師の声掛けによって、生徒の取り組み
は大きく変わる。授業の計画とともに、学級
の環境づくりや教師の指導の工夫は重要であ
る。生徒が安心して言語活動ができる環境を
作る指導のコツをいくつか紹介する。

（１）交流を活発にする工夫
（ⅰ）「なに考えた？」から話し始める交流
　グループでの話し合いがなかなか始まらな
い、お互いに意見を言うのを尻込みしてしま
う。学級によってはそのような場面もあるだ
ろう。グループの中で口火を切って自分の考
えや意見を伝えるのは大人でも躊躇するもの
である。
　言語活動の最初が活発に始まらないときは、
このように伝えている。

　「自分から話したくない人は班の人に『ね
えねえ、なに考えた？』と質問をしましょう。
質問された人は必ず答えてください。」

　そう伝えてから、話し合いをスタートする。
するとクラス全体が一斉に「ねえねえ、何考
えた？」と一言目を発することとなる。

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

生徒が生き生きと学ぶ授業のために
言語活動が活発になる工夫と生徒の資質・能力を伸ばす授業づくり～中学校・国語科～

田口　尚希
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 教諭
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　口火を切ることができれば、徐々に話し合
いや意見の交流が活発になっていく。

（ⅱ）意見交流の時、相手の話を「そうだ
ね」と受け入れてから話す

　自分の発言を他者に否定されることや発言
が間違っていることを恐れて、発言ができな
い生徒も多くいる。
　そこで、話し合いの中で、相手の考えを修
正する時や、自分と違う考えである時は「そ
うだね」と相手の話を受け入れるように伝え
ている。
　たとえ相手の意見が誤っている時も、「そ
うだね。でもここに書いてあることを考える
と、このように捉えた方がいいんじゃないか
な。」と言うように伝えている。
　自分の意見が相手と違っている時も「そう
だね。」と、一旦相手の考えを取り入れるこ
とで、反対の意見があったり、間違えを修正
したりするときも言語活動が円滑に進む。
　相手を認め、敬意をもつ。生徒にとってよ
り良い授業が学級風土に影響を与える。

（ⅲ）成果物の交流　アイコンタクトで座席
を移動する　

　作文などの成果物を互いに読み合う時のコ
ツである。作品を回したり、生徒自身が順番
を作って移動をしたりするとそれぞれの読む
スピードが違うので、うまくいかないことが
多い。
　また、文章を読む相手を指定するといつも
同じ相手になったりするなど、配慮をしなけ
ればならない。
　ICTを活用して成果物を読み合うときも交
流のたびに違う相手を指定しなければならず、

読む成果物の数を決めてしまうと生徒によっ
て進捗のばらつきが大きくなる。
　そのため、文章の読み合いの時に、このよ
うな交流方法を取ることがある（図１、２）。

①自分の座席に作品を置き、自分の座席以外
のところに座る。

　　　　　↓
②読み終えたら静かに立つ。
　　　　　↓
③周囲を見回して、同じように立っている生

徒を見つけ、目と目を合わせて頷く。
　　　　　↓
④互いの席を交換し移動する。

　このような方法を取ることで、以下のよう
な効果があると感じている。
・慌てず自分のペースで読むことができる
・番号を指定していないため、様々な生徒の

意見と交流することができる
・アイコンタクトなど非言語によるコミュニ

ケーション能力を育てる

　最初は気恥ずかしそうにしていた生徒もい
たが、何より、生徒同士の交流が活発になり、
意見を言うときや、学級活動など普段の学校
生活にも良い影響があると感じている。
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図１、２　アイコンタクトでの席の交流の様子

（２）言語活動を「実験の場」と捉えさせる
　言語活動において発表や成果物の作成で失
敗を恐れる生徒、理解力があるがあまり工夫
をせず無難な取り組みになってしまったりす
る生徒もいる。
　言語活動の中で様々なことを試してみたり、
時に失敗しながら自己調整をしたりして仲間
と共に学んでほしい。
　そこで、生徒たちが言語活動をイメージし
やすいように理科や数学の「仮説→実験→検
証→考察」をモデルとして提示している（図
３）。
　国語での言語活動が「実験」や「検証」に
あたると考えると工夫や取り組みが活発にな
る生徒が多い。

　文章や発表の良し悪しではなく、どのよう
に工夫をしたか、交流の中でどのように考え
たかに、生徒が視点を置いて学習をすること
ができるからだと考える。
　さらに学校内で、数学や理科や社会などの
教科と連携をして同じような認識をもつと、
言語活動のレベルで教科の連携をとることが
できる。

図３　言語活動の整理

３．生徒たちが笑顔になる！  資質・能力
が身に付く国語科の授業

（１）学びのプランの活用
　授業の中で、生徒が生き生きと活動する上
で、生徒の主体性を引き出せるような授業づ
くりが必要である。
　そのために生徒自身が、「どのような資
質・能力を育成する授業なのか」「どのよう
な言語活動をするのか」「どのように評価を
するのか」を生徒と共有することは必要不可
欠である。これらを生徒と共有し合うために、
授業の中で「学びのプラン」を活用している。
　生徒と身に付けたい資質・能力（指導事
項）、言語活動、評価を共有することで、生
徒自身が、この単元ではどこに力を入れれば
良いかが明確になり、生徒の主体性を引き出
すことができると考える。また、欠席の生徒

言語活動 国語 数学・理科
見通し

⇩

行動

⇩

振り返り

どのような工夫
ができるか

⇩
文章の記述

⇩
仲間とのコメント、
成果物の交流

⇩
振り返り

仮説
⇩

実験
⇩

検証
⇩

考察



77

生徒が生き生きと学ぶ授業のために

がいた場合も前時にどのような学習をしたか
がわかるなど生徒の学習支援にも役立ってい
ると感じる。
　また授業の中で、書くことや話すことの記
述などの段階で、生徒が自分の情報の整理が
不十分だと気付き、前の学習に立ち返ったり
するなどする姿が見て取れる。また学習の見

通しをもてるため、目標を明確にして学習を
進められている。
　生徒自身が学びを自らマネジメントをする
上でも有効だと感じている。
　下記に示す「学びのプラン」は、横浜国立
大学名誉教授髙木展郎が、作成した事例である。
　

　単元の評価基準を、そのまま引用して示す場合と、
生徒が読んでも分かりやすい表現にする場合とがあ
る。いずれの場合も、生徒を「主語」にした、具体
的な表現にして示す。
　生徒が読んでわかるような平易な文章で、具体的
に記述する。
教師は、単元のはじめに、「学びのプラン」の具体
的な説明を、生徒に丁寧に行う。

　教材名や言語活動を単元名とするのではなく、こ
の単元で育成すべき資質・能力の重点となる事項を
「単元名」とする。具体的な教材名は、単元名のあ
とに『』で示す。
２）何ができるようになるか（単元の評価規準：単
元で身に付けたい資質・能力）
　「単元の評価規準」を示すことで、「単元の目
標」を、表記する必要はない。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度
学習指導要領国語の「2内容」に
示されている「知識及び技能」の
事項から、評価規準を、教材の内
容に合わせて、生徒に分かるよう
に具体的に記述する。①
文末は「～している」とする。
（例：～を理解している/～の知
識を身に付けている /～の技能を
身に付けている等）

学習指導要領国語の「２内容」に
示されている「思考力、判断力、
表現力等」の事項から評価規準を
記述する、教材や題材の内容に合
わせて、生徒に分かるように 具体
的に記述する。②
文末は「～している」とする。
国語に関しては、冒頭には、当該
単元で指導する領域名を明記する。

③左の①の「知識・技能」を身に
付けたり、②の「思考・判断・表
現」を「～しよう」としたりして
いることに向けた粘り強い取り組
みを行う中で、自分の学習を調整
しようとしている。

３）この単元で学習すること

中学国語　学びのプラン
１）単元名

©︎髙木展郎 2024

月
日次時 何を学ぶか（身に付けたい資質・能力と評価方法） どのように学ぶか（具体的な学習活動）

第
一
次

１ ・この単元の学習の過程で生徒が身に
付けるべき資質・能力として設定した
観点の具体の評価規準を、生徒が「身
に付けたい資質・能力」として、評価
方法と共に具体的に示す。

・この単元で「身に付けたい資質・能力」
を、単元の授業の流れの中で、いつ、
どのように身に付けるのかを示す。

・「主体的に学習に取り組む態度」の評
価は、その単元での学習を通して育成
する資質・能力であるので、単元の学
習の過程の終盤で行うことが一般的
である。

・評価は１時間だけで行う場合だけでな
く、数時間にまたがる場合もあり得る。

・評価の内容は、複数回繰り返す場合も
ある。

・この「学びのプラン」を活用して、必ず単元のはじめに学習の「見通し・
期待」を丁寧に説明し、「身に付ける資質・能力」の内容を、生徒に確
認し、理解させる。

・「学習の内容」は、評価規準と対応し、それぞれの時間に生徒が行う活
動の具体として示す。

・時間ごとの主たる「学習活動」を、生徒の立場から分かりやすく示す。
・学習評価する三観点以外には、生徒が行う活動の記述は、できるだけ

控える。学習活動を詳細に書きすぎないようにする。（学習評価の対象
となる活動のみに絞って示す。それにより、教師によって異なる活動を
記入しないことにより 、「学びのプラン」の使い回しが可能となる。）

・学習のまとまりを整理して、単元全体の学習がどのように組織されてい
るかについて、生徒にとって分かりやすく示す。

・国語科では、「思考力・判断力・表現力等」を育成し、「思考・判断・表
現」の評価を実現するための学習活動として、言語活動は必ず取り上げ
る。

・「振り返り・省察」は、「見通し・期待」に対して行うものであり、「見通
し・期待」と対応していることを生徒に確認する。

第
二
次

２　

３

第
三
次

４
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（２） 生徒への資質・能力を身に付ける、
学習の系統性を意識した実践

（ⅰ）実践１　学習の系統性とカリキュラ
ム・マネジメントを意識した学習

　生徒の資質・能力をより効果的に伸長でき
る方法として、指導事項を系統的に学習して
いくことを提案する。
　中学校２学年の指導事項では、「話すこ
と」「書くこと」「読むこと」の各領域で
「論理の展開・文章の構成」について触れて
いる。また「論理の展開」については『中学
校学習指導要領　解説　国語科編』の「国語
科の改訂の趣旨及び要点」「学年の目標」で
も触れている。

　さらに横浜市立横浜サイエンスフロンティ
ア高等学校附属中学校の学校教育目標の「論
理的な思考力の育成」とし、課題探究活動に
力を入れていて「実験計画を立てる」「論文
を読む」「レポートを書く」といった場面を
多く設定し、論理的な考え方や相手に伝わる
話し方や書き方の育成に力を入れている。
　そこで、各領域で系統的に資質・能力を育
成することと、本校のカリキュラム・マネジ
メントを意識した「論理の展開・文章の構
成」の資質・能力の育成を意識した学習とし
て、①「聞くこと」→②「読むこと」→③
「話すこと」→④「書くこと」と、各領域で
系統的に「論理の展開・文章の構成」の学習
をしていく指導計画を立てた（図４）。

◎カリキュラム・マネジメントに対する視点
学校の育てたい生徒像に即した学習の検討 
教科のカリキュラム・マネジメントに基づいた単元学習の検討

本校の学校教育目標
「広い視野、高い視点、多面的な見方を身に付けさせ、物事に対する柔軟な思考力・解析力を培い、
論理的頭脳を養う」

本校の学校の特色
　課題研究学習に力を入れている(サイエンススタディーズ)
〈具体的な場面〉
・研究論文を読む　　　　　・実験データをまとめる　　　　　・仮説を立てる、推論する
・口頭発表をする。　　　　・レポート・ポスターにまとめる

→論理的な考え方　他者に伝わる文章構成の工夫

◎学習の系統性に対する視点
各領域の学習を系統的に配列した授業の検討

論理の展開・文章の構成の資質・能力について
中学校学習指導要領　解説　国語科偏
P６　　 国語科の改定の趣旨及び要点
P16　　学年の目標　
P40～　各学年の指導事項

学習指導要領の指導事項　→　汎用性のある資質・能力にするための手立て
→・３領域「話すこと」「書くこと」「読むこと」の系統的なアプローチ・指導事項に対して多面的な考え

方、多様な捉え方を身に付けさせる
　・中学３年間の指導事項の系統性を意識する



79

生徒が生き生きと学ぶ授業のために

 

図４　系統性を意識した「論理の展開・文章
の構成」の資質・能力の育成

　具体的な単元の学習としては、①「聞くこ
と」の学習では、スピーチの話題や内容によ
って構成や展開を変えると効果的であること
を意識できるよう、互いに即興スピーチをし
合うことを通して、スピーチのテーマや内容
の違いによって、有効な構成や有効な場面を
考える学習を行った。文章の構成(頭括・双
括・尾括)について、班で一つのスライドに
まとめ、今後の「話すこと」「書くこと」
「読むこと」の学習に活用できるようにした
（図５）。
　②「読むこと」の学習では、「観点を明確
にして文章を比較するなどし、文章の構成や
論理の展開、表現の効果について考えるこ
と」の資質・能力の育成を目的として、報告

文「クマゼミ増加の原因を探る」「生物が記
録する科学―バイオロギングの可能性」（国
語２光村図書）を用いて、なぜ筆者がこのよ
うな文章の構成・論理の展開を選択したかを
考えた。

図５　①「聞くこと」の学習を通して文章の
構成について考えた生徒のスライド

　③「話すこと」の学習では、「自分の立場
や考えが明確になるように、根拠の適切さや
論理の展開などに注意して、話の構成を工夫
すること」の資質・能力の育成を目的として、
新聞記事や投書に対して自分の意見をもち、
その根拠や反対意見を想定しながら、自分の
意見が伝わるように文章の構成や論理の展開
を工夫する学習を行った（図６）。その際、

①聞くこと

①聞くこと の単元を通して、考えた構成や展開を、

②③④各領域の学習を通して考えを深めていく
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「文章の構成や論理の展開」を明確にできる
ようにスピーチメモを作成している。（図
７）さらにスピーチの際に互いにスピーチメ
モを提示し合うことで、互いの「文章の構成
や論理の展開」を評価できるようにした（図
８）。
　④「書くこと」の学習では、「伝えたいこ
とがわかりやすく伝わるように、段落相互の
関係などを明確にし、文章の構成や展開を工
夫すること」の資質・能力の育成を目的とし
て、「メディアをどのように使い分けるべき
か」についての意見文を書くことを通して、
文章の目的に合った「文章の構成・論理の展
開」の仕方について考える単元を設定した。

　学習の成果として、これまで生徒たちは文
章の構成について、どの場面でも双括法が有
効だと思っていたが、単元を進めるにつれて、
主張を伝えたいのか、具体例を伝えたいのか
といった内容と目的や、文章の種類や話す場
面などに合わせた文章の工夫が必要だと考え
るなど深く考える姿が見て取れた。また、論
理の展開についても、根拠の種類によって順
番を変えること、具体例としては実体験と事
実を入れるとよいこと、賛否が分かれる意見
や根拠を設定する場合は反論を入れる方がよ
いことなど、考えを深めていることが見て取
れた（図９）。

図６　③「話すこと」の学習の学びのプラン

図７　③「話すこと」の学習のスピーチ構成
メモ

生徒のスピーチ構成メモの例
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図８　③「話すこと」の生徒の学習の様子

図９　③「話すこと」の学習の振り返り

（ⅱ）実践２　領域内の系統性を意識した協
働的な学習

　本単元は「書くこと」オの指導事項を目的
とした言語活動に向けて、２学年「書くこ
と」「ア題材設定の理由・内容の検討→イ構
成の検討→ウ記述→エ推敲→オ共有」と学年
の学習の系統性をもって、既習事項を確認し
ながら学習を進められるようにした。
　また、主体的で対話的で深い学びの実現を
目指し、班での交流を意識的に設定している。
「題材の検討→ピラミッドチャートの作成→
文章の記述→他校と文章の交流→コメントに
対する相談」と各学習場面で交流をすること
で、多様な考えができるだけでなく、学習を
同じ班で進めるため、「オ共有」の段階で互
いの文章に対して的確な助言ができると感じ
た。また意見の交流を計画的に設定すること
は、「努力を要する」状況（Ｃ）にあたる生
徒への支援としても、他者の考えに触れて学
習のイメージをもてるため有効な手立てだと
感じた（図10）。
　Ｂ書くこと　中学校第２学年の活動

ア　題材設定の理由・内容の検討
↓
イ　構成の検討
↓
ウ　記述
↓
エ　推敲
↓
オ　共有
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図10　学びのプラン　「書くこと」の系統性を意識した学習
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〇実の場の設定
　学校パンフレットに載せる紹介文として、
具体例や実体験を根拠とする意見文を書くと
いうことを生徒に提示した。学校パンフレッ
トには、学校の理念や特徴、設備といった基
本的な情報は既に書いてあるため、生徒自身
の実体験から具体例や意見を考え、紹介文と
することを生徒と共有した（図11）。
　今回の単元では、横浜市立横浜サイエンス
フロンティア高等学校附属中学校２年生と緑
園義務教育学校８年生（中学２年生）が互い
の文章を読み合い、助言をし合う場を設定した。
　各校によって学校ホームページに載せる学
校紹介文の作成や行事の紹介文の作成を互い
に読み合うなど、様々な場面設定を考えるこ
とができる。

〇生成AIで作成した文章の提示
　学校の魅力を伝える紹介文における具体例
やエピソードの必要性を生徒が理解できるよ
うに、生成AIで作成した学校紹介文を生徒
に提示をした（図12）。生成AIで作成した
文章には具体例やエピソードが載らないこと
から、学校生活を体験している自分たちにし
か書けない文章を書くことなどに生徒が意識
を向けること、また今後、生成AIを活用す
るうえでの特性を知る機会とした。

〇ピラミッドチャートの活用
　学校の魅力となる情報と具体例や体験とな
る情報を整理する際に、右のようなピラミッ
ドチャートを活用した（図13）。「つま
り」「なぜなら」といった言葉を用いて、具
体的な情報と抽象的な情報を行き来すること
で、①情報を整理し考えを深めていくこと、

②具体例を基にした抽象的な意見の整合性を
確かめていくことに対する、生徒が考える手
助けになることを目的としている。

図11　学校パンフレットの見本

図12　生成AIで作成した学校紹介文

緑園義務教育学校の後期課程には、様々な特徴や魅力があります。

１．充実した課程内容
後期課程は、通常の授業とは異なるプログラムを実施しています。例えば、実践的な
科学実験や芸術活動など、普段の学校生活では体験できないようなプログラムを提
供しています。
私は後期課程の一環で、市内の美術館への見学に参加しました。美術館内では、現
代アートなど興味深い作品を見学し、その後は自分で作品制作に取り組みました。普
段にはできないような経験ができ、大きな刺激となりました。
２．友達との交流
通常の学期とは違い、様々な学校から集まった生徒たちが参加するため、新しい友達
と出会えるチャンスがあります。私は、後期課程で知り合った友人たちと一緒にアクテ
ィビティに参加し、とても楽しい時間を過ごしました。
３．自己成長の機会
後期課程では、個人の興味や能力に合わせたプログラムが用意されています。例えば、
英会話やPCスキルアップなど、自己成長につながるプログラムが用意されています。
自分自身の能力をさらに高めるいい機会となりました。
緑園義務教育学校の後期課程は、新しい体験や友達との出会い、自己成長の機会
がたくさんしかも、夏休み、冬休みにプログラムが用意されているため、普段の学校生
活とは違う刺激を受けたい方に一度参加してみることをおすすめします。

図13　ピラミッドチャート
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〇良いモデル文、改善が必要なモデル文の活用
　文章の作成の前や交流の前などに、モデル
文やコメント例を生徒に提示した（図14）。
生徒が育成を目指す資質・能力を意識した活
動ができるようになることや言語活動のイメ
ージをもち、主体性をもって学習に取り組む
ことを目的とした。

〇ICTを活用した交流
　意見と具体例（体験・エピソードなど）が
繋がっているか、自分の学校以外の人がイメ
ージできない表現を使っていないか、などを
確認するために、他校との交流をした。その
際、ICTを活用し、ネットワーク上で文章と
コメントの交流を行った。

〇意見を隠した文章の交流とアドバイスの交換
　他者の文章を読む際に、あえて学校の魅力
を隠して交流をしている。根拠となる具体例
やエピソードを基に意見を予想しながら読む
ことで、情報の関連性や表現の工夫としての
具体例や説明と意見が合っているか、効果的
に用いることができているかを、生徒たちが
自然と考えられるようにした（図15）。

○個から集団、集団から個を意識した振り返り
　自分自身が考えを深める場面と他者からの
意見を求める場面を明確にして、生徒が学習
を進められるように意識をした。文章の作成
や助言を基に自分の文章の良い点や改善点を
考える活動の際にも、まずは「自分の考えを
もつ」→「他者と意見を交流する」→「自分
の考えを深める」というように、個と集団の
学びを行き来することを意識した（図16）。

図14　モデル文とコメントの例

図15　意見を隠した文章の交流

図16　生徒が書いたアドバイスの一例
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４．おわりに

　「生徒が生き生きと学ぶ授業、笑顔になる
授業」という言葉は一見すると、生徒の興
味・関心を引き出すような言語活動と捉えら
れることがある。しかし、国語科の教師とし
て、それに加えて、生徒たちが互いに刺激を
し合い、互いの資質・能力を伸ばしていく計
画的な授業づくりを目指していきたい。
　生徒たちの取り組みや学習の姿勢は、少し
の発問の違いや声掛けなどで変わってくる。
今後も生徒たちと共に、言語活動が活発にな
る指導の工夫、生徒が資質・能力を身に付け
る単元学習を考え、実践していきたい。
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１．はじめに

　子どもたちにとって学校という存在はどの
ようなものなのだろうか。学校生活を送る際
には、各教科で学習内容が規定されているが
ゆえに、時間割として制約を受けることにな
る。また、宿題や提出物などのタスクが多数
存在する。学校の役割として、基礎的な学力
の習得だけでなく、社会性や人間性の育成も
目指されることから、当然と言えば当然では
ある。子どもたちは、この現状が当たり前と
して受け入れ、問い直せぬまま過ごしている
のだろうか。自分のやりたいことや自由が制
限されていると捉えてはいないのだろうか。
　日常生活の大半を過ごす学校という場でも、
自由に自分らしく自身を表出し、自分の思い
を叶えられる場所であってほしいと願う。そ
れが子どもたち一人ひとりの笑顔があふれる
学級につながっていくのだと思う。
　しかし、異なる他者が集う学校の場におい
て、子どもたちみなが自由奔放に生活をして
いたら集団生活や学校生活がままならない。
自身のやりたいことを思い通りに行い気持ちよ
く過ごすことはもちろん、共に過ごす他者も気
持ちよく過ごせるようにしなければならない。
　そのために、学級内には様々なルールが存
在している。ルールにより学校生活の中で子

どもたちの自由と平等が担保される。しかし、
子どもたちが不公平だと感じないようにする
ため、円滑に学校生活を送るため、教員の慣
れ親しんだやり方で学級経営を行うために提
示したルールもあるのではないだろうか。
　そこで、学級のルールを子どもたち自身の
思いが反映されたものにするために、共に考
え、コーディネートしていきたい。この過程
でつくられたルールに基づいて生活していく
ことは、自分たちにとって居心地が良い場所
となり、より自分らしさが発揮されることに
なるのではないだろうか。そして、自分たち
でつくったルールだからこそ、それを尊重し
意識しながら生活を送っていくことにつなが
っていくと考える。
　本稿では、年間を通して小学校２年生が自
分たちでルールをつくっていく意義やその方
法、実践事例について述べていく。

　  ２．低学年で自分たちでルールを　　
つくっていくことの意義

（１）集団の利益を踏まえたルールづくり
　意義の一つ目は、低学年の子どもたちが自
分たちでルールをつくっていくことは、法や
制度においての適正な手続きの原理やその存
在自体の重要性の理解につながっていくこと
である。

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

子どもたちによる子どもたちのためのルールづくり
～小学２年生の実践から～

岩坂　尚史
お茶の水女子大学附属小学校 教諭



87

子どもたちによる子どもたちのためのルールづくり

　手がかりとなるのは、ロールズが提唱した
道徳性発達の三段階の考え方である（資料
１）。道徳性は、「権威の道徳性」段階から
「集団の道徳性」へ、そして「原理の道徳
性」と発達していくというものだという１。
　「権威の道徳性」の段階の子どもたちは、
そもそもルールとは、権威者が与えるもので
あり、家庭や学校でのルールを重視しそれに
従うものだと捉えている。よって、集団での
話し合いをするために必要となる手続きを飲
み込めないこと、教室の仲間の利益や希望や
都合に目が向かないこと、ルールづくりに意
味を感じないといったことが特色としてあげ
られる。
　「集団の道徳性」の段階の子どもたちは、
「集団の利益」をふまえて、自らルールづく
りに向けた話し合いができる。個人の利益や
希望も「集団の利益」の範囲内で追求するよ
うになり、ルールづくりにおいて必要になる
基準（公平性や目的合理性）や適正な手続き
（全員参加と同意の原則、他者に圧力をかけ
てはいけないことなど）を理解できる。教師
の決めたルールでも、これらの基準に合致し
ないものには批判できる。
　そして「原理の道徳性」の段階になると、
正義の諸原則をしっかりと意識し、その実現
に向けて自律的な行動ができるようになって
いく。ルールを決める手続きや、ルールに違
反した者を罰する手続きの基準についても、
原理的レベルから意識して議論ができるよう
になっていく。
　年齢的に権威の道徳性段階にある低学年の
子どもたちが、社会生活の中である程度の年
齢がくれば「権威の道徳性」から脱して「集
団の道徳性」の段階に到達できる可能性もあ

る。一方で、「集団の道徳性」の段階に成長
するのは、集団で生活する中でルールづくり
が必要になったその時からであり、逆にそう
した機会がなければ、何歳になっても道徳性
はその段階に到達しないと考えることもでき
る。
　本稿では、後者の立場にたち、学級という
場は小さな社会であるという環境を最大限に
活かし、子どもたち同士でルールをつくって
いくことができるようにする。そして、ルー
ルづくりにおいて「集団にとってよりよいル
ールをつくるべき」ということは、誰もが社
会生活を通じて自然に理解していくものと捉
えることなく、ルールをつくる体験を通して
「集団の利益」を理解していくことを目指す。
これらの経験が、原理の道徳性の段階への移
行をよりスムーズにすることになると考える。

権威の道徳性
↓

集団の道徳性
↓

原理の道徳性

資料１　道徳性発達の三段階

（２）民主的な空間の担い手へ
　意義の二つ目は、子どもたちと教師が共に
学び、民主的で公正な社会を実現する場とな
っていくことである。
　子どもたちの思いが反映されたルールをつ
くっていくということは、お互いを認め、そ
れぞれの思いや考えを聴き、尊重する必要が
ある。様々な声を聴きそれを認め合えるよう
になると、「そういう視点もあるのか」と自
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身の世界が開かれる。さらにその声を聴くと
いう楽しさにつながり、好循環が生まれ、よ
り民主的な空間へとなっていく。教員も子ど
もたちの素朴な発想に驚き、尊重し、共に学
んでいくようになる。
（３）社会をつくっていこうとする気持ちの
涵養

　意義の三つ目は、自分たちの思いが反映さ
れたルールができていくという成功体験が、
社会に関わっていこうとする思いにつながる
ということである。
　先の10月の衆院選の投票率は53.85％と全
体でも5割台、18歳19歳の投票率（小選挙
区）は43.06％と更に低い結果となった２。報
道では「投票してもどうせ何も変わらない」
という若者の言葉が紹介されることもある。
また、自国の将来について「良くなる」と解
答した人の割合は日本が15.3％、自分の行動
で国や社会を変えられると思うと解答した人
の割合45.8％とどちらも６カ国中最下位の結
果であった３。
　人は、行動によって目的を達成したり、利
益を得たりできると判断したことが動機とな
ると考えられる。子どもたち一人ひとりが行
為主体となり、自分の意見を出せて、自分の
意見が取り入れられ、クラスのルールが出来
ていくという経験をすることが、次の一歩と
なる。これを繰り返すことで、社会に関わっ
ていく市民の育成につながっていくのではな
いだろうか。

３．ルールづくりを子どもたちと行って
いく上で大切にしたいこと

（１）ゆっくり時間をかけて聴き合う
　子どもたちとルールを決めるのは容易なこ

とではない。対立する意見にはそれぞれの主
義主張が込められており、それを聴き合い、
さらに意見を出していくことは、合意形成を
難しくする。どのような決定が公正であり公
平であるかなど、なるべく多くの人が納得す
るための案を考え、自分たちの思いが反映さ
れたルールをつくっていくことは時間がかか
るということの実感を目指したい。
（２）安心・安全な空間
　自分たちの思いが反映されたルールをつく
っていくには、自身の思いを表出できる安
心・安全な関係性の構築が必要不可欠である。
そこで、学校全体で大切にしているサークル
対話（資料２）を重視する。クラスのメンバ
ーが輪になって座り、体と体が触れ合うよう
な距離感で、話したいことがある人が語る空
間・時間である。語り手は生活経験に基づく
自分の興味関心や気づき等を自由に語る。聴
き手も自由に語り手の当時の状況や思いを深
掘りしたり、問いを投げかけたりして寄り添
う。お互いが聴き合うことをじっくり継続し
て行っていくことで、安心して自分の思いを
語り、子どもたち同士が互いに影響し合い学
び合う関係性の構築を目指す。

資料２　サークル対話の様子と意図
（３）学習過程
　自分たちの思いが反映されたルールをつく
っていく際の過程が資料３である。学校生活
を送る中で（Ａ）、自覚はしていないが子ど
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もたち同士の思いがずれているような話題を
子どもたちに提示する（Ｂ）。この段階での
教員の役割は非常に重要で、給食当番や掃除、
休み時間の過ごし方などに目を配り、子ども
たち同士の思いに相違があるような事案がな
いかアンテナをはらなければならない。そし
て、子どもたちに「この件についてどう思っ
ているの？」と投げかけ、子どもたちの思い
をきいていく（Ｃ）。次は、どんな新しい案
があるかについて自由に出し合い（Ｄ）、そ
れぞれの案についてメリット・デメリットは
ないかを共に考えていく（Ｅ）。たくさんの
案を取り上げると、どの案について話してい
るか焦点がぼやけてしまう。また、たくさん
のメリット・デメリットを整理するのが難し
い。よって、子どもたちの雰囲気を察しなが
ら、少しずつ絞っていき徐々にコーディネー
トをしていくことに留意しなければならない。
次は、代替案の決定である。複数の案につい
てメリット・デメリットを出し合い対立点が
ある程度つかめた後は、教員の思いも含めた
なるべく多くの子どもたちが納得いくような
中間点のような代替案を提示し、決定してい
く（Ｆ）。ここで気を付けなくてはならない
ことは「先生が言っているからこのルールに
なった」とならないようにすることである。
すなわち、教員の権威性を薄め、同調圧力と
ならないような提案である。その後はこの過
程の繰り返しである。その新しい案で学校生
活を送りつつ、サークル等で「今のルールで
問題はない？」と問いながら今の生活を客観
視することができるようにする。以上の過程
を通して、子どもたちの思いが反映されたル
ールを共につくっていく。

資料３　子どもたちの思いが反映されたルー
ルをつくるための学習過程

４．実践の履歴

（１）このルールどうなっているの？（４月）
　年度当初、子どもたちに学校生活のルール
について聞いてみると「なぜそのようなルー
ルになっているかはわからない」、「先生が
言っていたから」という感覚で「ルールは教
師に提示されるもの」と捉えていた様子だっ
た。「権威の道徳性」段階の学齢であるから、
当然といえば当然なのかもしれない。
　そこで、日常生活に対する思いを引き出す
ため、「学校で過ごしていて迷っているこ
と」について子どもたちに聞いてみた（資料
４）。すると、「竹馬で遊んでよい範囲はど
こなのか」、「（校庭にある）池や畑はどこ
まで入っていいのか」といった学校全体に関
わる疑問が出てきた。また「（掃除分担の）
つくえの人は、運び終わったら本を読んでい
い？」「魚の皮は残したことになる？」等の
給食時や、「人の本は借りて読んでいい
の？」等の休み時間での疑問が出てきた。
　子どもたちなりにルールについてどう捉え
ているかが少しずつ見えてきたところで、子
どもたちの疑問を「学校全体できまっている
こと」、「ルールとして決まっているかわか
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らないが、なんとなくだめなこと」、「自分
たちで決めていいこと」と整理し、ルールに
対する子どもたちの意識変容をねらった。そ
の後は、「自分たちで決めていいこと」の中
から、「牛乳がのこっているままおかわりを
していいか」、「ラーメンのスープや魚の皮は
残してもおかわりできるか」等、子どもたち
の思いを引き出し、ルールをつくっていった。

資料４　子どもたちのルールに対する素朴な
疑問

（２）デザートどうする？（７月）
　その中でも、子どもたちにとって関心が高
く、意見が分かれたのは「デザートをいつ食
べるか自分で決めていいか？」という対立だ
った（資料５）。「一口ぐらいいいじゃん」
という声に対して「好きなものだけ食べて、
後のは残してわがままだ」といった個人の感
覚の違いに関するものから、「先生に決めら
れるのはいやだ」と学校生活でも行為主体で
ありたいと感じさせられる発言、「給食が残
るともったいない」「つくっている人はどう
いう気持ちになるか」という自分たちだけで
なく栄養教諭や調理員さんの立場や、食品ロ
スにつながるような発言も垣間見えた。少し
ずつ自分たちが生活のルールをつくる主体と
なっていき、自分たちがよりよく生活するた
めに自分たちでルールを出し合って決めてい
いという理解になっていったと考える。

資料５　デザートをいつ食べるかについての
思い

（３）まだまだ解決したい疑問（９月）
　二学期も、日常生活に対する思いを引き出
すと、いろいろ出てきた（資料６）。その中
で、一番の関心事は「○○しないと△△する
ぞ」であった。自分たちでルールをつくると
いっても、人間の尊厳という絶対的な価値を
侵害することは許されない。脅しはダメだと
厳しく律しつつも、なぜそういうことになっ
ているかの原因を分析するため子どもの真意
を問うてみた。すると「一緒にかえりたいか
ら、一緒にかえらないと△△するぞって言っ
ちゃったことがある」「こっちがお願いを聞
いても、（相手が）お願いを聞いてくれない
から」といった本音を聞くことができた。す
なわち、子どもたちは一種の契約や交換条件
を提示しているつもりで言っているのではな
いかと読み取れた。このような声は想定外で、
子どもたちから学んだ瞬間であった。「気持
ちはよくわかったけど、絶対してはいけない
ことはあるね」と締めくくった。子どもたち
は「○○しないと△△するぞ」には相手の思
いがふくまれていること、他者の思いや状況
を踏まえて立ち止まり考える必要があるとい
うこと、自分の思いの伝え方が重要だという
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こと、絶対やってはならないことがあること
などを理解したのではないだろうか。

資料６　解決したい疑問

（４）牛乳パックの片付けどうする？（10月）
　給食後、床に牛乳パックが落ちていたこと
や、誰が片付けるかで口論になっていたこと
を受けて、どういう片付け方にしていけばよ
いのかを投げかけた（資料７）。すると、牛
乳パックをたたんで一つにまとめて片付ける
人を毎日じゃんけんで決めるという方法
（Ａ）については、片付ける人が少なくてす
むというメリットがでた。一方で、じゃんけ
んで負けた時に悔しい気分になるというデメ
リットが出た。各自がそれぞれ片付けるとい
う方法（Ｂ）については、各自で片付けるた
め、決める時間もかからないし、ケンカにも
ならないというメリットがでた。一方で、ゴ
ミがかさばってしまうというデメリットもで
た。曜日毎に担当を決めるという方法（Ｃ）
については、誰がやるかが決まっているので
ケンカにならないというメリットがでた。一
方で、それを決める時間がもったいないとい
うデメリットもでた。
　この話し合いを受けて、「自分たちのやり
たいように生活班それぞれでやりたい片付け
方をしてはどう？」と代替案を提示すると賛
成の声が多数上がった。
　ただ、生活班が４人なので、そもそも決め

ることが難しい。２対２に分かれた場合はど
うするか。３対１になった際は多数派の意見
が通るのか。多数決は難しいから４人で一斉
にじゃんけんをするのか。各曜日の担当の決
め方は、じゃんけんなのか希望制なのか。週
５日を４人でどう回すのか。２回やらなけれ
ばいけない人をどうやって決めるのかなどで
ある。これらの難しさを把握しつつもあえて
ファミリーに委ねることにした。するとある
ファミリーでは「２回やらなければならない
人を先に決めて、その人が希望の二つの曜日
を選べる」方法に決まったという。子どもた
ちなりに４人が納得する案を考え、アイデア
の工夫があることに子どもたちの創造性の素
晴らしさと頼もしさを感じた。

資料７　片付け方とメリット・デメリット

（５）サークル（対話）の発表者の決め方ど
うする？（12月～３月）

①経緯
　サークル（対話）とは文字通り輪になって
座り、生活経験に基づいた自身の興味関心や
気づきなど、伝えたいことを聴き合う時間で
ある。「自分の思いは聴いてもらえる、言っ
ていい」と安心・安全な空間につながってほ
しいという願いから、本学級では毎日のよう
に継続して行っている。
　サークルは子どもたちの思いを取り入れな
がら行っているため、進め方は様々である。

○そうじの中に本を読んでいいか
●「〇〇しないと、△△するぞ」と言われるのが
いやだ。ルールがほしい
〇教室移動の時の並び方
●授業中にものを取りに行っていいか
〇やりたいことをやっていいか
●サークルの座席はどうすべきか等々
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年度当初、一年生時に各クラスで行っていた
方法をざっと聞き「とりあえず、最初の発表
者を日直が指名し、発表者が次の発表者を当
てるというやり方でやってみましょう」と提
案し行ってきた。
　子どもたちの様子を見ていると、毎回複数
人が手を挙げるので、誰を指名するのかを日
直が相談して決めている。ある日、発表者の
Ｃ１児が手を挙げている子の近くに行って
「だいたいどんな話？」と耳打ちで聞き、そ
れぞれの話の概要をつかんでから発表者を決
定した。教員も「その決め方、（人間関係で
はなく、内容で決めているから）いいね」と
反応したことも相まって、その方法が広がっ
ていった。権威性が発揮されてしまったのか
もしれない。
　毎日のように継続してサークルを行ってい
ると、席の座り方などサークルの運営につい
て問題点や疑問点が上がり、その都度話し合
いをしてきた。そして、二学期の終盤、改め
てサークルのルールをどうすべきかと問うて
みた（資料８）。まずは、現状のサークルの
運営状況を座り方（Ａ）、最初の発表者の選
び方（Ｂ）、次の発表者の決め方（Ｃ）、準
備の仕方という視点で整理した（Ｄ）。その
中でどれを問題として感じているかを聴いた
ところ、「次の発表者の決め方（Ｃ）」が圧
倒的多数であった。サークル開始時にお話し
たい子が手を挙げ、二人の日直が相談して決
める。発表した子が、次に話したい子のとこ
ろへ行き、耳打ちで概要をつかんで指名して
いく。年度当初から行っていた決め方に疑問
を感じていた子どもが多数いたことが明らか
となった。
　次に、「次の発表者の決め方」の案につい

て聴き、その選び方の理由を聴いた（資料
９）。すると「話したい人が複数人いると活
動終了時に当てられなかった人は話せない。
それはかわいそうだから、次のサークルはそ
の人から当てていく」という案（資料９－
㋑）や、「男子が発表者だと次の発表者とし
て男子を選ぶ傾向があるから、男子が話した
ら次は女子をあてたほうがいい」という案
（資料９－㋒）が出た。また、「話の概要が
自身の興味とつながり面白かったから話を聞
いて発表者を選ぶ」という現状のやり方（資
料９－㋐）に賛同を示す声や、「話したい時
に予約表に書くことにより確実に自分の番が
回ってくる」という一年生時に行っていた
「予約表」（資料９－㋓）に支持するという
声もあがった。これらの話し合いを踏まえ、
「予約表を作成し発表をしていく」という代
替案を提示し、子どもたちにOKをもらい、
三学期は進めていくことになった。

資料８　サークル対話の現状と問題意識

②予約表の再検討
　一ヶ月間「予約表」を行ってきたので、ク
ラスの子どもたちの願いがある程度反映され
たこの方法の良しあしを問うた。子どもたち
は、なかなかサークルの順番が回ってこない
中で、ネームマグネット（資料10）を張り
直して調整することに不満を漏らした。それ
を受けて教員が「『お話をきく』だったら、
より話したい人が話せるんじゃないの？」と
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問うと、それについても「ズルだ！」「わが
ままだ！」という声があがった。子どもたち
は決め方に対して個人の感情や操作が入り違
う決定になっていくことについて公正じゃな
いと捉え不満を持つ傾向があるのではないか
と感じた。その後Ｃ２児が、「いろんなやり
方を試してみたい」と発言した。教員も含め
周りが賛同し、次の決め方は何がいいかを聞
いていくことにした。すると、男子が話した
ら次は女子という「交互」（資料９－㋒）誰
が当たるかわからない「くじ」（資料９－
㋔）や、といった決め方が再度出され、授業
時間を終えた。
　前時を受けて、子どもたちから、話したい
という気持ちはあるが、ズルが起きることに
ついて不満を持っているように感じられた。
そこでどのような決め方が「嫌な気持ち」が
しないのか。どのような決め方が自分の「願
い」がかなうのかという視点を中心に話し合
っていくことにした。「他のやり方も試して
みたい」という発言があったことから、「く
じ」「交互」「当てられなかった人」の決め
方に対する「嫌な気持ち」「願い」について
話し合いを進めて行った。

資料10　予約表の具体

③ロールプレイによる実感的な理解
　「交互」について、Ｃ３児が「つまらない。
男子が女子を指名して、実際にサークルをや
ると３人ぐらいだから、今日は当たらないと
わかっちゃう。」という発言をした。その意
味を実感的に理解するため、「交互」や「当
てられなかった人」になった際どう運用され
るかと、協力者を募り、ロールプレイを行っ
た。「交互」の場合、ある女児からスタート
して、次は男児。その次は女児となるから、
Ｃ３児が言ったように、話し終わった男児が
もう指名されることはないからつまらなくて

資料９　それぞれの案と方法

㋐　お話しをきく 今の現状の選び方。

㋑　当てられなかった人 朝のサークルで話せる人は3人ほどなので挙手した人の多くが話せない。次回
はリセットせず、挙手していた人の中から当てていく。

㋒　交互（こうご） 男児が発表者だと女児を当てる。逆に同じ。

㋓　予約表（よやくひょう） 希望者がネームマグネットをはり、その順に話していく。

㋔　くじ 学級で使用している出席番号か書かれたくじを引く。

㋕　支持が少なかった案 いい子順、丸が多い順、番号順。
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「願い」は小になる。次に「当てられなかっ
た人から当てる」も行った。すると、同様に
発言した人は指名されることはないからつま
らないという声があがった。さらにロールプ
レイ中に、「お話をきく」のように誰を選ぶ
か迷う状況になり、「当てられなかった人の
中から好きな人を当てる」といった交友関係
や「休み時間とかに次当ててねとか言われそ
う」という交渉によって指名がなされる「ズ
ル」が起きるのではないかという声が上がっ
た。結果、「交互」「当てられなかった人」
は「願い」が小、「嫌な気持ち」大というこ
とになった。
④話し合いはムダだったのか？
　「くじ」のよさについても「嫌な気持ち」
や「願い」という視点で検討した。その後、
Ｃ４児はどのやり方がいいかをみんなに聞い
てみたいと言った。その際のプロトコルが資
料11である。

Ｃ４：「予約表」抜きで、３つの中
（「くじ」「交互」「当てられな
かった人」）でえらぶ。

Ｔ　：どれがいいかって、聞いてみるっ
ていうこと？　あ、聞いてみる？
「お話」は抜き、「予約表」も抜
き、この３つでだったらどれかと
いうことね？　どれか決まった？

ＣＣ：うん！
Ｔ　：あ、決まってるんだ？　あ、そう

なの？　すんなりいくんだ。「く
じ」がいいという人？（数える）
あ、結構多め。半分くらい。交互
がいいっていう人？（約４分の
１）当てられなかったという人が

いいという人は？　あ、半分、そ
の半分半分ずつぐらいですね。じ
ゃ、これ（くじ）でいきますか。

ＣＣ：えー…。
Ｃ５：予約表でありよくない？ 
Ｔ　：予約表でいい？
ＣＣ：うん、予約表でいい。
Ｃ４：結局こんなに議論してさ、また同

じ結果。
ＴＴ：確かに、何時間話し合ってきたん

だと、確かに。確かに。意味無い
の、この話し合いは？

Ｃ５：でも、予約表でよくない？

資料11　話し合いを受けて再検討

　「お話」や「予約表」以外の決め方を試す
ためにどのやり方を決めるのかという趣旨で
授業を進めてきた。その中でＣ５は「予約表
ありでいいのではないか」と異議を申し立て
た。それに対してＣ４は「予約表抜きで決め
方を話し合ってきたのに、その予約表があり
になるのであれば、今までの時間が『無駄』
と反応した。これは、子どもたちが自由に表
現できているからこその的を射た発言であっ
た。

５．おわりに

　年間を通して、子どもたちの思いが反映さ
れたルールづくりを共に考え行ってきた。そ
の成果を年度末に行った子どもたちのふりか
えりから考察したい。成果の具体は、クラス
のみんなが納得する意見にむけて話し合えた
か(2.-(1)集団の利益を踏まえたルールづく
り）。その中で、他者との違いを認め安心し
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て自分を出せたか(2.-(2)民主的な空間の担い
手）。そして、よりよいルールに向けて粘り
強く話し合いができたか(2.-(3)社会をつくっ
ていこうとする気持ちの涵養）である。
　「どんなルールにしたいかは、人によって
違うと思いますか」という問いについては、
「とてもそう思う」が20人、「まあそう思
う」が13人だった。この結果から子どもたち
は、自分と他者は考え方が違うと捉えている
とわかる。すなわち、違いを認め尊重し、ク
ラスのみんなが納得できるような案を考えて
これからの学校生活を送っていくことにつな
がっていくのではないだろうか。
　「ルールについての話し合いや、ルールを
みんなでつくるときは楽しかったですか」と
いう問いについては、「とてもそう思う」が
14人、「まあそう思う」が14人、「あまり思
わない」が５人、「全然思わない」が５人だ
った。また、「ルールは自分たちでつくりた
いですか」という問いについては、「とても
そう思う」が15人、「まあそう思う」が12人、
「あまり思わない」が６人、「全然思わな
い」が０人であった。この結果から、それぞ
れが納得いく案を考えるために長い話し合い
を行うというルールをつくる過程をポジティ
ブに捉え、集団の利益を意識し自分たちでル
ールをつくっていこうとする意識が芽生えて
いると考えられる。そして、将来、参画する
気持ちや身近なコミュニティや社会に関わり
を持とうとし、変えようとする行動の一歩に
つながっていくことが言えるのではないだろ
うか。
　「サークルやルールづくりの授業をして話
せるようになったと思いますか」という問い
ついては、「とてもそう思う」が11人、「ま

あそう思う」が16人、「あまり思わない」が
５人、「全然思わない」が２人だった。この
結果から、クラスが安心安全で居心地が良い
民主的な空間となり、安心して自分を出せる
ようになっていっているということが言える
のではないだろうか。以上、具体的な成果が
現れたと考えている。
　また、「きまったルールを守ろうという思
いになりましたか」という問いについては、
「とてもそう思う」が28人、「まあそう思
う」が８人、「あまり思わない」が１人、
「全然思わない」が０人であった。この結果
から、自分たちの思いが反映されたルールだ
からこそ、しっかり守っていこうという気持
ちが芽生えているのではないだろうか。
　自分たちの思いが反映されたルールを自分
たちでつくり、だからこそのルールを守るこ
とができる。そのルールづくりの際は、行き
つ戻りつしながらも他者との違いを楽しむ。
クラスのみんなの利益を考えながらルールを
つくっていったことは、今後子どもたちが、
社会生活を行う上での集団の利益を意識して
ルールをつくっていくことや社会へ関わって
いく態度形成につながっていったと考える。
そしてなにより、子どもと教師が共に楽しみ
考えることを通して居心地のよい民主的な空
間をつくっていくことができたと思う。引き
続き、子どもたちにとって学校が自分を出せ
て安心して笑顔で過ごせるような場になるた
めに、子どもたちと共に歩んでいきたい。
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はじめに

　令和５年６月に閣議決定された第４期教育
振興基本計画では、二つのコンセプトとして、
『持続可能な社会の創り手の育成』と『日本
社会に根差したウェルビーイングの向上』が
示された。ここでは、ウェルビーイングの概
念として「身体的・精神的・社会的に良い状
態であること」、「持続的な幸福」、「多様
な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じる」、
「個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊
かさを感じられる良い状態」などが例として
挙げられている。特に『日本発・日本社会に
根差したウェルビーイングの向上』として、
「自己肯定感や自己実現などの獲得的な要
素」と「人のつながりや利他性、社会貢献意
識などの協調的な要素」が示され、獲得的要
素と協調的要素の両者を調和ある形で向上さ
せていくことが強調されている。これを受け、
これからの学校教育においては、児童・生徒
がそれぞれの人生をよりよく生きるための資
質・能力を身に付けることが目標の一つとな
ると考えることができる。本稿では、ウェル
ビーイングの向上を算数・数学の授業の中で
どのように実現していくことができるのか、
その可能性を検討していきたい。
　現行の学習指導要領では、「主体的・対話

的で深い学び」、「確かな学力」が重視され
ている。また、中央教育審議会の令和３年度
の答申では、令和の日本型学校教育として、
「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別
最適な学びと、協働的な学びの実現」を目指
すとしている。算数・数学の授業を通して、
主体的・対話的で深い学び及び個別最適な学
び・協働的な学びを実現し、確かな学力を育
んでいくことは、ウェルビーイングの獲得的
要素と協調的要素の両者を調和ある形で向上
させていくことにつながると考える。そのた
めの具体的な方策について、次の三つの項目
に分けて、それぞれ検討していきたい。
１．学習者を主体とした学び（個別最適な学

びを目指して）
２．多様な他者との学び（協働的な学びを目

指して）
３．確かな学力の育成

１．学習者を主体とした学び（個別最適
な学びを目指して）

　現行学習指導要領は小学校では令和２年度
より、中学校では令和３年度、高等学校では
令和４年度より全面実施となり、それぞれ５
年目、４年目、３年目を迎えている。新型コ
ロナウイルスによる休校を経て急速に進んだ
ICT化の波も一定の成果を上げ、一人一台の

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

ウェルビーイングの向上を図るために
～算数・数学教育を通して～

石綿　健一郎
世田谷区立梅丘中学校 校長
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端末の配備が整いつつある。それに伴い、
GIGAスクール構想と相まった授業改善も進
んでいる。また、それと並行して、これまで
の教師主導による一斉講義型の授業から、学
習者が主体となる授業への転換が求められて
いる。ウェルビーイングの獲得的要素「自己
実現」を目指す上では、生徒が受け身の姿勢
で授業に臨むよりも、学習の主体者となって
積極的に授業に参加するようにならなければ
ならない。
　ここで、算数・数学の授業で育成できるウ
ェルビーイングの要素について考えてみたい。
個人が獲得・達成する能力や状態に基づくウ
ェルビーイング（獲得的要素）として、「理
解する喜び」または「問題を解いたときに得
られる喜び」が挙げられるのではないだろう
か。生徒の「分かった」という表情を、算
数・数学の授業を行ったことがある教員であ
ればだれもが思い浮かべることができるだろ
う。この生徒の表情、あるいは「分かった」
という感覚は特に算数・数学の授業において
多く得られるものではないだろうか。算数・
数学を学んできた教員自身もこの「分かっ
た」という感覚を幾度も経験してきているは
ずである。この経験は、自己肯定感や自己実
現にもつながる。どんなに小さなことでも自
分の力で問題を解決するという経験や、結論
を得ることができるという経験を持つことは
大切である。算数・数学はこの体験が多く得
られる教科といってもよいだろう。
　しかし、どんな問題でも解けば自己肯定感
や達成感を得られるというものではない。学
習者にとって簡単な問題(難易度が低いと感
じる問題)では、解いた際に喜びを得ること
はあまり期待できない。ともすれば、多くの

問題を解くことを苦行ともいえる単純作業と
感じてしまうこともあるだろう。反対に学習
者にとって難易度があまりに高く、「解けな
い」と感じてしまう問題にばかり出会ってし
まうと今度は諦めの気持ちが強くなり、自己
肯定感は下がってしまう（この経験も誰もが
持つものであろう）。
　問題を解くことによって自己肯定感を得る
（ウェルビーイングの向上を目指していく）
ためには、学習者にとって適度な（頑張れば
解決できると思える）難易度の問題や課題が
必要である。学習者の習熟の状況を見極め、
その学習者にとって最も適切な課題を設定す
ることが指導者の役割といえるだろう。試行
錯誤しながら問題を解決する経験を持つこと
は大きな自己肯定感を得ることにつながる。
また、試行錯誤しながら問題を解いたという
経験が、次により困難な事柄に対したときに
「頑張れば解決できる」「工夫すれば解決で
きる」と思えることや粘り強く物事に取り組
む姿勢を持つことにつながる。そして、多く
の課題解決の経験を持つことで、学習者自身
が自分の能力を把握し、自分自身にとって適
切な課題を見極めることができるようになる。
そのことがウェルビーイングの獲得的要素と
して求める「自己実現」につながると考える。
　次に算数・数学の授業における「主体的な
学び」に求められるものについて改めて振り
返ってみたい。学習指導要領における「学び
に向かう力、人間性」及び評価の観点として
の「主体的に学習に取り組む態度」に該当す
る教科の目標を見ると、小学校算数科では、
「数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き、
学習を振り返ってよりよく問題解決しようと
する態度、算数で学んだことを生活や学習に



99

ウェルビーイングの向上を図るために

活用しようとする態度を養う」、中学校数学
科では、「数学的活動の楽しさや数学のよさ
を実感して粘り強く考え、数学を生活や学習
に活かそうとする態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとする態度を養
う」、高等学校数学科では、「数学の良さを
認識し積極的に数学を活用しようとする態度、
粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しよ
うとする態度、問題解決の過程を振り返って
考察を深めたり、評価・改善したりしようと
する態度や創造性の基礎を養う」としている。
特に教科として特徴的であるのは、「粘り強
く考える」、「解決の過程を振り返って評
価・改善する」という部分である。
　前述のように問題に取り組み、粘り強く考
えて正答に至る経験はウェルビーイングの獲
得的要素である自己肯定感につながる。問題
解決の過程を振り返って評価・改善する力を
つけていくことは、自己実現を図っていく上
で必須の能力といえる。算数・数学の授業に
おいて「主体的な学び」を実現していくこと
はウェルビーイングの向上に向けても重要で
あるといえる。
　粘り強く学習に取り組むためには、学習者
にとって目標が明確であることも重要である。
今何を学んでいるのか、何を身に付けるのか
ということが明確でなければ、学ぶ意欲を維
持していくことは難しい。学習の目標を明確
にし、生徒にそれを意識させるためには生徒
自身に目標を考えさせることが有効である。
毎時間の授業においても前時の学習を振り返
り、本時の目標を生徒に考えさせる。何回か
行っていくうちに生徒自身が適切な学習目標
を立てることができるようになる。目標を立
てる力を身に付けることによって、問題演習

等においても生徒自身がそれぞれ自分にとっ
ての目標を立てることができるようになる。
例えば、10問の計算問題のうち、10問正解を
目標とする生徒もいれば、５問目まで取り組
むことを目標にする生徒もいるなど、それぞ
れの習得状況にあった目標をそれぞれが立て
られることが理想ともいえる。その意味で、
ＡＩ型のドリル教材の活用も個別最適な学び
の実現には有効である。GIGAスクール構想
によって、一人一台の端末配備が進んでいる
現在こそ実践できる方法も積極的に取り入れ
ていきたい。
　主体的に学ぶ態度を育成し、学習者を主体
とした個別最適な学びを授業において実践し
ていくことでウェルビーイングの獲得的要素
である自己実現や自己肯定感を育んでいくこ
とができると考える。

２．多様な他者との学び（協働的な学び
を目指して）

　次に、人とのつながり・関係性に基づくウ
ェルビーイング（協調的要素）について考え
たい。先述の通り、現行の学習指導要領では
「主体的・対話的で深い学び」が重視され、
算数・数学の授業においても、対話を取り入
れた活動が多く試みられている。まさにこの
対話的活動こそが協調的要素である協働性や
利他性に結びつくものである。単元や学習内
容により、対話的な活動の取り入れやすさは
異なるが、積極的に話し合い活動等は実践し
ていきたいものである。現行の学習指導要領
より、再編整理された「データの活用」の領
域では、他の領域に比べ、対話的な活動を取
り入れやすい。特に一つの正解に定まらない
題材、見方によってさまざまな主張を行うこ
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とができる題材では、話し合い活動や班活動
を行うことが効果的である。自分とは異なっ
た考え方に触れること、視点を変えた見方が
あることに気づくことは、算数・数学を学ぶ
上でも非常に重要である。
　他者の視点や考え方に触れることで、互い
に認め合い、尊重し合う気持ちも醸成される。
これは算数・数学の授業に限ったことではな
いが、協働する機会を多く持つことで、ウェ
ルビーイングの協調的要素である協働性や利
他性、多様性への理解が育まれると考えられ
る。
　従来の授業の中でも学び合いの活動は取り
入れられてきた。特に図形領域では、一つの
問題について様々な解き方を考えたり、発表
し合ったりする活動はこれまでも盛んに行わ
れてきた。
　一つの問題で様々な解き方を考える理由は
何だろうか。一つには様々な解法を知り、身
に付けることで理解を深めるという理由があ
るだろう。また、他の解法でも同様の解答が
得られることを確かめることで、答えの正し
さを確かめるという側面も理由の一つとして
考えられる。これらはウェルビーイングに照
らして考えれば、獲得的要素といえるだろう。
　一方で、自分では気づかなかった解法を知
るということは、自分にはない他者の考えを
知るということでもある。同じ図、同じ問題
を見ても人によってとらえ方が異なるという
ことに気づくことは、多様性の理解にもつな
がる。一般的に多様性とは、人それぞれの特
性や思考の違いを指すことが多いが、事象の
とらえ方にも個人個人の違いが現れるはずで
ある。ものの見方にも人それぞれ多様なもの
があるだろう。そのことに触れる機会を持つ

ことは他者との違いや多様性を受け止め、理
解することにつながる。算数・数学の問題の
とらえ方、解き方にも多様性は現れるのでは
ないだろうか。
　話し合い活動や班活動での協働的な学びの
実践は、中学校や高等学校よりも小学校の方
が進んでいる。算数以外の教科においても
「賛成です」や「質問です」、「付け足しで
す」といった共通の話型を用いて話し合い活
動がスムーズに進むようにしていたり、「司
会」、「記録」などの役割分担を明示し、児
童もそれを理解したうえで活動を進めたりし
ている。学習者が、今自分が何をしているの
か、どの段階にいるのかということを振り返
ったりしながら学習を勧められるように配慮
をしておくことは重要である。
　中学校や高等学校では、話し合い活動がま
だ盛んにおこなわれているとは言い難い。話
し合い活動を中心とした授業展開に不安を感
じている指導者もいる。しかし、近年の生徒
の多くは小学校で話し合い活動を経験してき
ている。話し合い活動には生徒の方が慣れて
いる可能性もある。積極的に取り入れていき
たいものである。学習者である児童・生徒が
話し合いを取り入れた学習の形態を身に付け
ると、協働的に学習を進めることが当たり前
になる。これには、単に一つの教科の枠組み
だけでなく、他の教科でも同様な授業形態を
取り入れることが必要だろう。
　小学校と中学校の連携した教育活動を行っ
ている自治体は多い。相互の授業参観や共同
の協議会等での意見交換を通して、共通した
話型の使用や話し合い活動の方法等を取り入
れ、発展させていくこともできるだろう。
　対話的な活動を取り入れ、協働的な学びを
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実践していくことで、生徒はウェルビーイン
グの調和的要素である、協働性や利他性を身
に付け、多様性の理解を深めることができる。

３．確かな学力の育成

　文部科学省の資料では確かな学力を「知識
や技能はもちろんのこと、これに加えて、学
ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主
体的に判断し、行動し、よりよく問題解決す
る資質や能力等まで含めたもの」と説明して
いる。主体的に個別最適な学びに取り組み、
対話的で協働的な学びを進めることによって
深い学びを実現することができる。また、算
数・数学の学習によって身に付けたい「数学
的な見方や考え方」は、小学校算数科では、
「事象を数量や図形及びそれらの関係などに
着目して捉え、 根拠を基に筋道を立てて考
え，統合的・発展的に考えること」、中学校
数学科では、「事象を数量や図形及びそれら
の関係などに着目して捉え、論理的、統合
的・発展的に考えること」、高等学校数学科
では、「事象を数量や図形及びそれらの関係
などに着目して捉え、論理的，統合的・発展
的、体系的に考えること」とされている。論
理的思考力を養うことが算数・数学教育の大
きな目的の一つであるともいえる。
　ウェルビーイングの概念の一つとして「身
体的・精神的・社会的に良い状態あること」
が示されている。何をもって良い状態と判断
するかは人それぞれの感じ方であるともいえ
る。しかし、感覚的なものだけで判断してよ
いのだろうか。何をもって良いとするのか、
一人の人にとって良い状態が他の人にとって
も良い状態といえるのか、多くの人にとって
良い状態とはどのようなものか。これらのこ

とを考え、判断するためには、論理的思考力
は必須のものといえる。そして、その論理的
思考力を養うことの多くは算数・数学教育に
期待されるだろう。論理的に判断すること、
主体的に行動し、判断する力を身に付けるこ
とは、算数・数学教育における深い学びの実
現、確かな学力の獲得によってなされると考
える。

４．まとめ

　ここまで、算数・数学教育におけるウェル
ビーイングの向上について、「学習者を主体
とした学び（個別最適な学びを目指して）」、
「多様な他者との学び（協働的な学びを目指
して）」、「確かな学力の育成」の三つの項
目に分けて検討をしてきた。「学習者を主体
とした学び」からは、ウェルビーイングにお
ける獲得的要素である「自己実現」、「自己
肯定感」が、「多様な他者との学び」からは、
協調的要素である「協働性」、「利他性」、
「多様性の理解」が育まれるとこを述べた。
また、深い学びを通じて「確かな学力」が育
成されることで、ウェルビーイングな状態
（良い状態）を判断する力を養うことができ
ることを述べた。
　算数・数学教育における、「主体的・対話
的で深い学び」を実践し、「個別最適な学
び」と「協働的な学び」を実現することで、
ウェルビーイングの獲得的要素と協調的要素
の両者を調和ある形で向上させていく「日本
発・日本社会に根差したウェルビーイングの
向上」が実現できると考える。
　全く新しいものを打ち出そうということで
はない。これまでの実践をウェルビーイング
の向上という観点で改めて振り返ることによ
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って、授業改善の上でも、さらなる資質向上
の上でも、児童・生徒にとって必要なもの、
よりよい変化をもたらすものが見えてくるは
ずである。
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１．はじめに

１）これからの理科の価値を考える
　近年の複雑化、高度化する社会に対応する
ために、教育界では様々な資質・能力がキー
ワードとしてあげられるようになってきた。
そして、学校現場では、そのようなキーワー
ドが出てくるたびに対応を迫られ、数年間取
り組んだと思えば、また新たなキーワードが
出てくるといった、ある種、「教育のいたち
ごっこ化」が起こっているといえる。このよ
うなサイクルは、教育とは「社会に対応でき
る」「社会で活躍できる」人材を育成すべき
といった考えが根底にあるといえよう。確か
に社会に対応できる、活躍できることは、社
会にとっては有益であろうし、また個人にと
っても、それを幸せだと捉える人もいるだろ
う。しかしながら、個人にとっての幸せはそ
れだけではないはずである。
　本実践では、この個人にとっての幸せを、
「自己変容できること」「自己変容を喜べる
こと」と捉える。つまり、社会に対応できる、
活躍できることが幸せであるといった、ある
種、社会で統一された到達度的な側面を重視
するのではなく、社会で統一されない多様な
個人の意思に価値を置く変容的な側面を重視
する教育を目指したいということである。本

稿は、このような問題意識からスタートした
実践について紹介させていただくものである。
２）自己変容を重視した理科
　自己変容を重視した理科において、近年注
目されている授業モデルとして、モデリング
に基づく学習が挙げられる。モデリングに基
づく学習は、図１に示すようにモデル（仮説
や考え）の構築、評価、修正のサイクルによ
って学習が展開されるという特徴を持つ。そ
して、このような学習では、一度構築したモ
デル（仮説や考え）に対し、何度も繰り返し
評価、修正を行いながら、より良いモデルを
創り出そうとする継続的な活動が中心となる
とされている（川崎ら、2024）。言い換える
ならば、自身の考えの修正を繰り返すことを
前提とした学習モデルであり、この部分に自
己変容という側面が色濃く表れることになる
のである。

図１　モデリングに基づく学習の流れ

　後述する授業実践を行った小学校第４学年
「雨水の行方と地面の様子」や「天気の様
子」で説明するならば、これまで（筆者も含
めて）の授業では、水は高い所から低い所へ

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

単元内・単元間で学びが繋がる理科の授業実践
－小学校第４学年「雨水の行方と地面の様子」と「天気の様子」に着目して－

弓削　侑記
倉敷市立玉島小学校 教諭
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流れる、砂の粒の大きさにより水のしみこみ
方が変わる、水は蒸発するといった各知識を
各時間において問題解決的に学習することが
多かった。確かに、このような学習は、１時
間内という単位でみれば、授業前後に児童の
考えの変容があったともいえる。しかしなが
ら、単元内もしくは単元間という単位でみた
ならば、必ずしも各知識が児童の中で繋がっ
ているとはいえず、各知識が個別に独立して
獲得されていた。つまり、単元前後で考えが
「変容」したというよりは、単元前後で知識
を複数「獲得」したという側面が強調される
といえる。
　一方、モデリングに基づく学習では、個別
の知識を独立して獲得するのではなく、各知
識間の繋がりを意識しながら考えを継続的に
修正（変容）していくことを目指す学習であ
る。実践内容については後述するが、図２に
示すような単元の初めに自身が持っている雨
水についての考えが、現象との出会いや他者
との考えのやりとり、実験結果を通して自身
の考えの不十分な部分に気づくことで徐々に
かつ継続的に修正され、その結果、単元の終
盤には図３のような考えを構築していくこと
になる。
　そして、このような学習により、単元を通
して、もしくは単元間を通して、自身の変容
を実感することができ、その変容を喜ぶこと
に繋がっていくと考えられる。また、本特集
テーマの副題「わかりやすい授業づくりと笑
顔があふれる学級づくりを通じて」との関連
を述べるならば、このような学習では、知識
同士の繋がりが「わかる」だけではなく、自
身の考えの不十分な部分が「わかる」ように
なる。そして、これらがわかることで自身の

考えが修正されていくこと、また、それによ
り現象を説明できるようになることで、この
ような学習を楽しみ、「笑顔」があふれる授
業に繋がっていくと考えられる。

図２　第一次第１時に児童が記述した考え例

図３　第三次第２時に児童が記述した考え例

２．授業実践

１）単元構成と授業展開
　以上のような学習を、第４学年の「雨水の
行方と地面の様子」と「天気の様子」の水の
蒸発と結露に関わる内容を組み合わせて実践
を行った。
　モデリングに基づく学習を展開するために
は、まず児童に何を説明するためのモデルを
構築、評価、修正させるかを決める必要があ
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る。これについては、気象に関わる単元の中
心的な概念である「水の循環」に関する概念
を選定した。つまり、前述の単元の学習内容
を水の循環としての学習として位置づけると
いうことである。一方、水の循環のような概
念は、基本的には学習後に形成されるもので
あるため、学習前・中の児童が「水の循環に
関するモデルを作りたい」という思いを持つ
ことは考えづらい。このため、この水の循環
に関する概念に向かうようこれらの学習に共
通する問いを設定した。具体的には「水はど
こからきて、どこへいくか」「それは何によ
ってもたらされるか」という問いである（川
崎、2024）。このような問いを一貫して追求
することで、「児童は水の移動についてのモ
デルを作りたい」「この水は次にどこへいく
のか知りたい」といった思いを持ち続けるこ
とができる。そして、このような問いで追究
を続けることで、結果として水の循環の概念
の形成に繋がっていくと考えられる。
　このような問いに基づき一貫して継続的に
水の移動（もしくは循環）について追究でき
るように計画した単元構成が表１である。

表１　単元構成

なお、第四次のみ、モデルの修正ではなくこ
れまでの学習のまとめ及び、モデルを使って
水害について考える学習活動（モデルの使
用）を行っている。
　このような単元構成で学習を進めるにあた
り、各授業を次のような流れで進める。
①各学習の「水はどこからきて、どこへいく
か」に関わる考えをモデルとして表現する
（モデルの構築）
②モデルを実験・観察により検証する（モデ
ルの評価）
③モデルの修正を行う（モデルの修正）
　このため、第一次第１時及び第四次第１時
を除き、基本的には、授業の導入時は、前時
までに構築したモデルに着目し、そのモデル
の曖昧な部分や不十分な部分に着目するとこ
ろから学習が展開される。例えば、第二次第
１時の導入では、雨は高い所から低い所へ流
れ、集まるはずなのに、凹んでいて他の場所
よりも低くなっている場所（砂場）に水がた
まっていないことを取り上げ、現状のモデル
ではその現象を説明できないことを自覚させ
る。そして、その現象を説明できるモデルを
構築するために、実験・観察を行い、モデル
の修正を行うといった流れとなる。
　以降においては、2024年10～11月に小学校
第４学年１クラス（30名）を対象に行った授
業の実際について述べる。

２）授業の実際
【第一次第１時】
　本単元の導入は、「雨はどこからきて、ど
こへいくのか」と教師が児童に問うことから
始めた。この問いに対して多くの児童は、空
や雲から雨が降ってきて、地面に落ちると発

次 時
問い

モデル（考え）の主な修正箇所

一
１
２
３

雨はどこからきて、どこへいくか
・運動場に落ちた雨水は、どこへいくか
・水は高い所から低い所へ流れていくのか
雨は高い所から低い所へ流れ、集まる

二 １
２

集まった水はどこへいくか
粒の大きさにより、砂（砂場）は地面の下
にしみこみやすく、土（運動場）はしみこ
みにくい

三
１
２
３

しみこまない水はどこへいくか

蒸発して空気中に出ていく

四 １
雨はどこからきて、どこへいくか（まと
め）
水害をモデルを使って考える
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言したため、地面に落ちた後に雨はどこへ行
くのかと問い直した。このようにして、「運
動場へ落ちた雨水はどこへ行くのだろうか」
という問いを設定した。雨水の動きについて、
児童は、地面に雨が落ちた後は、水たまりに
なると答えたり、溝に向かって流れていくな
ど様々に答えたりした。そこで、その考えを
図にかき表すように伝え、児童は学校に配置
されてある児童学習用PCを使って図を作成
した（図４、図５）。次に、地面に落ちた雨
水は、多くの児童が予想をたてたように、水
たまりになったり溝へ流れたりしているのか、
確認するために、雨が降っている運動場へ出
た。そこで、降ってきた雨が、地面に落ちて、
水たまりになったり、運動場の端の溝に向か
って流れていったりする様子を観察し、児童
は雨水の行方について写真を撮った（図６）。
【第一次第２・３時】
　前時に観察した結果や、撮影した写真を共
有した後、まずは、雨水が流れている場所や
雨水が集まっている場所（水たまり）を取り
上げた。そして、なぜ雨水が流れたり雨水が
集まっていたりするのかを尋ねると児童は、
坂になっているからと答え、さらにその坂は
地面の高低差によって生まれ、その高低差が

あることで水が流れると考えた。このため、
問いとして「水は高い所から低い所へ流れて
いくのか」を設定した。その後、運動場へ行
き、水が流れている場所や水たまりができて
いる場所で高低差を調べる活動を行った（図

図４　第一次第１時のモデル例（図２再掲） 図７　実験している児童の様子

図５　図を作成している児童の様子

図６　観察している児童の様子
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７）。その結果、雨水は高い所から低い所へ
流れたり、集まったりすることを確認した。
その後、児童は作成しているモデル図に、雨
水が高い所から低い所へ水が流れている様子
やへこんでいる場所へ集まっている様子が表
せるようモデルを修正し、本時を終えた（図
８）。

図８　第一次第３時のモデル例
【第二次第１時】
　第一次第１時に運動場を観察した時に児童
が撮影していた運動場と砂場の写真を提示し
た。そして、二つの写真を比較させ、同じよ
うに凹んでいても、運動場では水が溜まって
いて、砂場では水が溜まっていないことを確
認することで、なぜ同じようにへこんでいて
も水たまりが出来る所と出来ない所があるの
かという疑問を生じさせた。この疑問に対し
て、児童は砂場の土は運動場の土と違って、
土の粒が大きいことが関係していると答えた。
この土の粒の大きさが、水たまりができない
ことにどう関係しているのかを更に尋ね、土
の粒の大きさとそれによって雨水が浸み込む
速さが違うことに着目できるようにした。そ
して、児童は各自の考えをモデル図に書き込
んだ（図９）。その後、各自の考えをクラス
内で交流し、粒の大きさと水が浸み込む速さ

を調べる実験方法を計画し、本時を終えた。

図９　第二次第１時のモデル例
【第二次第２時】
　前時に計画した実験を行い、運動場と砂場
の土の粒の大きさと水が浸み込む速さを比較
した。その結果、粒の大きい砂場の土の方が
粒の小さい運動場の土と比べて、水が浸み込
むスピードが速いことが分かった。そこで、
水たまりができる所は土の粒の大きさが小さ
く、砂場のようにへこんでいても水たまりが
出来ないところは土の粒の大きさが大きいと
いう結論を導き出した。ここで再度、児童が
作成しているモデル図に、運動場と砂場で地
面の土の粒の大きさが違うことやそれによっ
て水がどのように地面にしみ込んでいくのか
をかき込んだ（図10）。

図10　第二次第２時のモデル例
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【第三次第１時】
　導入時に今までのモデル図を基に、児童同
士で雨水の行方について交流を行い、振り返
りをした。そして、第一次第１時に児童が見
つけていた近隣の高校の屋上に溜まっている
雨水の写真を提示した。その後、この雨水は
今でも残っているのかを問い、今ではその雨
水はなくなっていることから、いったい雨水
はどこへ行ったのかとその水の行方について
児童はそれぞれに考え始めた。その際、今ま
で学習した運動場や砂場とは違って、その場
所がコンクリートであること、坂道もなく平
らであることを確認した上で、この雨水の行
方を考えるよう促した。つまり、この導入に
より、しみこまない水はどこへいくかという
問いを設定し学習をスタートさせた。そこで、
児童らは、各々のモデル図にコンクリートの
場所を付け加え、水の行方について考え始め
た（図11）。

図11　第三次第１時のモデル例
　その後のクラス内の交流で、児童らが、
「流れも浸み込みもしないということは、右
にも左にも下にも行かないなら上に水が行く
しかない」、「見えないけれど水が上に上が
っていっているはずだ」、「日光によって水
が姿を変えて上がっていると思う」などと発

言した。そこで、まずは、日光にあてるとい
う条件で、コンクリートの上の雨水が見えな
い状態になって上に行っていることを確かめ
るための方法を話し合った。その結果、ビー
カーの口をラップで覆い、日光にあてるとい
う実験を行うこととなった。
【第三次第２時】
　導入時に今までのモデル図をもとに、今確
かめたいことを確認した。そして、実験の結
果より、ラップに水滴がついていることから、
水は見えない状態で上に上がっていることを
確認した。しかし、ラップに水滴がついてい
るにも関わらず、水の量がほとんど減ってい
ないことを取り上げその原因を尋ね、児童は
ビーカーの中で起こっている水の動きについ
てモデル図を用いて考えた。すると、水が空
気中に出ていくためにはビーカーの上が開い
ていないといけないことに気が付き、ラップ
をしないビーカーとラップをしたビーカーを
使って、再度水が減るのかどうかを確認する
こととなった。他にも、日光が必要であるこ
とを強調している児童もいたため、日光が必
要かどうかについても実験を行った。このよ
うに様々な実験を行い、流れも浸み込みもし
ない雨水は、上に行っている、つまり、蒸発

図12　第三次第２時のモデル例（図３再掲）
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しているという結論を導き出した。そこでま
た、児童が作成しているモデル図に、流れも
浸み込みもしない雨水が空気中へ行っている
ことを書き込んだ（図12）。
【第三次第３時】
　冷蔵庫から冷えたビーカーを取り出すと、
ビーカーの周りがくもるので、これは何がつ
いているの？と尋ねた。すると、水滴が付い
ていることに気付き、前時で学習した蒸発し
た水分が空気中に水蒸気として存在し、それ
が冷やされて出てきたことを確認した。
【第四次第１時】
　児童は、各自作成しているモデル図に、水
の行方や地面の様子について今まで学習した
ことを書き込んだ。矢印を使用したり、土の
粒の大きさを変えたりするのに加えて、その
様子を説明する文字も書き入れていた。
　また、このモデル図を使って、自然災害が
起きるメカニズムを理解できるのではないか
と考えた。そこで、児童らに雨水が原因で起
こる自然災害を尋ねると、土砂崩れ、浸水、
洪水などがあがった。このため、それらの自
然災害の中でまずは土砂崩れを例に、土砂崩
れはなぜ起こるのか、作成しているモデル図
をもとに考えた。土砂崩れは、空から地上に
ふってくる雨の矢印が多いこと、そして地面
に落ちた後その水は粒の小さい土の中で、水
が速くしみ込むことができず、雨水が地表に
溜まったままになっている矢印をたくさんか
き、表面が水を含んで土が緩くなり土砂崩れ
となるという災害になるまでのメカニズムを
話し合うことができた。他にも洪水のメカニ
ズムについても、空から降ってきた大量の雨
水が溝に向かって流れていっても、流れ切ら
なくて逆流している様子を溝から逆向きの矢

印で示すなどして、話し合うことができた
（図13）。
　最後に、水によって起こる災害は、前時ま
でに学習していた水の行方を表すモデル図の
どこかの矢印が多くなったり、逆向きになっ
たりして起こることをまとめて終わった。

図13　第四次第１時のモデル例
３）実践をふり返って
　本実践では、これまで述べてきたような学
習により、単元を通して、もしくは単元間を
通して、自身の変容を実感することができ、
その変容を喜ぶことに繋がっていくと考えた。
また、本特集テーマの副題「わかりやすい授
業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じ
て」との関連を述べるならば、このような学
習では、知識同士の繋がりが「わかる」だけ
ではなく、自身の考えの不十分な部分が「わ
かる」ようになる。そして、知識同士の繋が
りがわかり、自身の考えが修正されていくこ
と、また、それにより現象を説明できるよう
になることを楽しみ、「笑顔」があふれる授
業に繋がっていくと考えていた。
　単元最後の振り返りの記述を見てみると、
例えば、図14のように、「さいしょとさい
後の（モデル）をくらべると、どんどんレベ
ルがあがっていって…略」（（　）内は筆者
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加筆）のように、自身の変容を自覚する記述
がみられる。また、図15のように、「モデ
ル図を書くとわかりやすくべんきょうできま
した」とあり、その後の記述を見ても、複数
の知識が関連づけられていったことがわかる。

図14　単元最後の振り返りの記述例１

図15　単元最後の振り返りの記述例２
　また、授業中の様子についても、進んで実
験や発表、話し合いを行う姿も数多くの場面
でみられた。図16は、第三次第１時の導入
において、前時までに作成したモデルでは説
明できない現象が提示された時、そのモデル
を進んで修正し、児童同士で話し合う姿の様
子である。紙幅の都合上掲載することができ
ないが、他にも、自分の考えをもとに実験方
法を進んで計画する姿、運動場の水のゆくえ
を楽しみながら追っていく姿等、もっと学び
たい、もっと知りたいという児童の思いを
様々な場面で確認することができた。

図16　授業中の様子
　以上の記述例や授業中の様子から、本実践
を通して、自身の変容を実感し、その変容を
喜んだり、知識同士の繋がりや自身の考えの
不十分な部分が「わかり」、また、自身の考えを
修正したり、その考えを使って説明したりす
ることを楽しんだりしていることがわかる。
　今回取り組んだ実践のように、児童が自己
の変容を実感したり、それを喜んだりするよ
うな学習が継続的に展開されることで、児童
一人ひとりが日々の生活を楽しむことに繋が
ると考えている。本実践にはまだまだ多くの
課題が残されているものの、今後もこのような点
を重視した理科教育に取り組んでいきたい。

附記

本実践は、SSTA（ソニー科学教育研究会）岡山支

部で検討した内容に基づいている。
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１．はじめに

　私は、授業を通じて、生徒たちが自分の本
当の気持ちや考えを伝え合い、人間関係を構
築することを目指している。そのため、お互
いの考えを認め合う風土作りを心がけている。
授業では、生徒の考えを共有したり、定期的
に授業アンケートを実施したりし、「生徒の
声」をもとに授業作りを行っている。今回、
私自身の様々な実践を通して、「生徒の声を
もとにした笑顔あふれる授業実践」を紹介し
たい。

２．授業実践

　授業を行うにあたって、私が大切にしてい
ることは、生徒の実態を踏まえた授業作りで
ある。これは当然のことながら、非常に難し
いと感じている。特に、異動した際に、その
難しさを痛感した。それまでうまくいってい
た授業が、全く機能しなくなり、「笑顔あふ
れる授業」どころか、「わからない授業」
「つまらない授業」となってしまう経験をし
た。しかし、私は「笑顔あふれる授業」を実
現するために、定期的に授業アンケートや生
徒の振り返りなどをもとに、生徒一人ひとり
の声に耳を傾け、生徒の興味関心や学力とい
った実態に合わせて、様々な実践を行ってき

た。以下に、その実践を紹介する。
＜授業イメージ＞

（１）コミュニケーションを行う上での目的
や場面、状況の設定の工夫

　教科書の題材は「偉人」であった。生徒の
実態を踏まえると、社会的な話題であり、か
つ「偉人」という題材は、生徒にとって身近
に感じ、自分事として捉えることが難しいと
考えられた。そこで、「偉人」が過去に行っ
てきたことや、多くの人に影響を与えてきた
という視点から教科書を捉え直し、「自分に
影響を与えた人物」というテーマに変更した。
さらに、生徒により身近で自分事になりやす
いよう、「私の推し」という言葉を用い、興
味・関心を高めた。ALTによる「あなたの
推しを教えてほしい」という導入は、生徒の
学習意欲を高める効果があった。単元末の振
り返り記述には、「英語が苦手でも好きなこ
とを好きなように伝えられて楽しい」や
「ALTに書いた内容に対するコメントをも
らえたことが嬉しかった」といった記述が見

特集Ⅱ　AI時代に教育で身につけたい資格・能力

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える
～わかりやすい授業づくりと笑顔があふれる学級づくりを通じて～

生徒の声をもとにした授業づくり

加藤　潤也
相模原市立内出中学校 教諭
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られ、題材の工夫が生徒の「紹介したい」と
いう意欲を維持し続けたことが伺えた。

（２）単元の振り返りシートの活用・共有
　振り返りシートには、「単元の目標」「評
価規準」「自己目標設定」「単元の流れ」
「授業の振り返り」という項目を入れ、単元
の最初に配信している。
　ア　単元の自己目標設定
　単元の目標達成に向けて、どんな内容を伝
えたら喜んでもらえるか、伝えられるように
なったら嬉しいかといった視点で自己目標の
設定を行っている。生徒はそれぞれ目標に沿
った形で設定を行うが、中には、目標を立て
ることに支援を必要とする生徒もいる。その
ため、目標に沿った内容や、「自分事」とし
て捉えているような記述内容を全体で共有し
ている。さらに、目標達成に向けて「意識し
たい点を２点設定する」のように数を設定し、
生徒が書きやすい工夫も行っている。

　イ　単元の見通し

　振り返りシートには単元の計画を示すだけ
でなく、掲示物を作成し、「見える化」して
いる。これにより、学習内容を振り返ったり、
次への見通しを持ったりできるような手立て
を行っている。これは、生徒のアンケート結
果からも裏付けられる。

　「黒板の上に単元の流れを示した方がよ
い」という質問に対して、97.4%の生徒が肯
定的な回答を示し、「単元で学ぶ内容（単元
の流れ）を最初に共有することで学習がしや
すくなる」という質問に対しては、61.2%の
生徒が肯定的な回答を示した。

　また、前時の復習をする際には、生徒の振
り返りシートを共有している。生徒は、友達
の振り返りを読むことで、新たな学び方や表
現方法を発見したり、目標に沿った振り返り
を共有・評価されたりすることで、より意識
的に振り返りを行い、自己調整能力を高めて
きている。同時に、振り返りを共有されてい
ることで、生徒自身が授業を作り上げている
という実感を持つことができ、学習意欲も向
上する。しかし、一方で、「共有された内容
をどのように活かしたらいいかわからない」
という声も聞かれるため、具体的なイメージ
を持つことができるような指導も重要である。

（３）協働的な学び
　個人で考えた内容をより深く、広くしてい
くためには、他者の考えを聞くことが、英語
に限らず、大切なことだと考えている。これ
は、私自身の英語の授業を通した目標でもあ
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る「人間関係の構築」にもつながると考えて
いる。その様々な手段として、やり取りする
工夫を行っている。
　ア　やり取りの形態
　　①ペアワーク

　ペアをローテーションさせながら、繰り返
しやり取りを行うことで、各ペアで学んだこ
とを次のペアに生かすことができる。

＜生徒の声＞
〇２人組の方が話しやすい。
〇相手の内容を深く知ることができる。
〇質問をできるだけ長くできるし、ゆっ

くり質問を返したりできる。
●２人だとすぐに会話が途切れてしまう。

　　②トリオワーク

　トリオワークは、次の３枚のスライドのイ
メージ「見て学ぶ力」「リスニング力×会話
を振る力」「会話に切り込む力」という視点
で指導を行い、生徒自身も対話を継続・発展
させるために、それらの視点を意識しながら
取り組んでいる。

＜スライド１＞見て学ぶ力

　ペアでのやり取りは従来通り行うが、３人
目の生徒は、自分のターンが来るまでの間に、
話す内容や表現を考える時間と捉え、準備を
進めることができる。

＜スライド２＞リスニング力×会話を振る力

　ペアでやり取りしていた生徒は、３人目の
生徒に会話を振ることで、質問力をつけるこ
とができる。また、３人目の生徒は、質問に
答えるためには会話を聞かなければならない
ため、リスニング力の向上も期待できる。

＜スライド３＞会話に切り込む力

　３人目の生徒に対しては、ただペアの会話
を聞いたり、質問が振られたりするのを待つ
だけではなく、自分から会話に切り込むこと
ができる。
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＜生徒の声＞
〇２人よりも会話の幅が広がる。
〇たくさんの人の伝え方とかが聞けるか

ら。
〇３人いることによって、会話の質が高

まったり内容をより深められたりする
から。

●３人や４人だと喋らない時間ができる
人が出てしまうから。

　　③４人組

　本校では、学校全体で４人グループでの話
し合い活動が中心となっている。そのため、
教室の座席も、常に４人グループで学習でき
るように配置されている。この学習形態によ
り、生徒たちは、困った時に誰かが助けてく
れるという心理的な安心感を得ている。実際
に、多くの生徒から「誰かに相談できるから
安心する」といった声が聞かれる。

＜生徒の声＞
〇人数が多いほうがわからないときフォ

ローし合える。
〇みんなで楽しくやったほうが身につく

と思う。
〇４人いれば、３人英語が苦手でも１人

得意な人がいればカバーできるから。
●４人だと２人と２人で話してしまった

りする。

　既出の①～③のように、生徒の実態や課題
に応じて、やり取りする形態を替えている。
　イ　座席の配置について
　授業では、毎回席替えを実施している。こ
れは、生徒同士の関係性を深め、新たな人間
関係の構築や、多くの友達から学ぶ機会を作
る目的としている。このような狙いのもと、
「毎回座席を替えることは楽しい」という質
問に対し、80.3％の生徒が肯定的に捉えてい
る。その理由として「様々な人とコミュニケ
ーションが取れる」「新しい友達ができる」
などが挙げられた。また、82.8％の生徒は席
替えが「学習に効果的」であると回答し、
「異なるペアとの会話で、自分の足りない部
分を補える」といった意見が多く見られた。
これらの結果から、生徒は席替えを通して、
単に「楽しい」と感じるだけでなく、「学習
効果」も実感していることがわかる。教師が
意図的にコミュニケーションの機会を設ける
ことで、生徒は他者との交流を通して、自分
の足りない部分を補い、学習意欲を高めてい
ると考えられる。

（４）共有・feedback
　私は、共有を通して、お互いの考えを認め
合う機会を大切にしている。主な共有の仕方
は、教師が生徒の発話や記述を取り上げて認
めたり、生徒同士で認め合ったりなど、お互
いの良いところ、マネしてみたいと思えるこ
とを様々な場面で共有するように心がけてい
る。これは、おそらく授業に限らず、教育活
動全般に通じるものがあるのではないかと考
えている。子どもたちの成長は、ある１つの
教科が頑張っても難しい部分がある。学校全
体として、子どもたちの成長、とりわけ、笑
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顔あふれる学級、学校を作っていくためには、
お互いに認め合えるような取組（実践）をし
ていく必要がある。その１つが教科指導だと
考えている。その英語の授業で行っている共
有の具体的な実践について２つ紹介する。
　ア　板書の構造化による共有（話すことや

やり取りの実践）
　板書を左から質問の仕方、内容面、言語面
の３つの視点に分け、どんな質問をして、ど
んな内容を話せばいいのか、また、どんな表
現を使って話せばいいのかを構造的に可視化
している。板書される内容としては、基本的
にはすべて生徒の発話や記述、そして、問い
によるものである。そのようにすることで、
自分たちで授業を作っているという意識にな
り、「自分事」になりやすい。

①質問の仕方
　例えば、相手意識を持ったやり取りしたり
するためには、相手の好みやニーズ、経験な
どの情報を得ることが必要である。そのため、
当該情報を引き出す質問を考えさせる。また、
聞き手が話し手の発話内容に関連した質問を
することが、話し手の話す内容を広げたり深
めたりすることにつながるため、関連質問を
考えさせる。これらの質問は、全体に口頭で
共有するとともに、特に汎用性のあるものに
ついては板書する。
②目的・場面・状況を視点とした内容面の指

導

　目的・場面・状況に応じた内容となってい
る発話を内容面コーナーに板書で共有し、生
徒がその良さを理解できるように内容を説明
している。
③言語面の指導
　３つの視点（「単語→文」、「正確さ」、
「パラフレーズ」）で指導を行っている。そ
の際、教師が一方的に教えるのではなく、ま
ず、生徒に考えさせ（学習調整）、既習事項
を想起させる工夫を行っている。また、汎用
性のある表現などを意図的に取り上げている。

1「単語→文」
Yokohama → I recommend Yokohama.
2「正確さ」
Yokohama is many good places.
→ Yokohama has many good places.
3「パラフレーズ」（空気がおいしい）
Air is clean, so we can relax. 

（※実際の生徒の発話より）

　このような板書による共有について、生徒
に行ったアンケートの結果、90%以上の生徒
が、板書を【質問の仕方】【内容面】【言語
面】の３つの視点に分けることに肯定的な回
答を示した。「多くの質問ができるようにな
った」（質問の仕方）、「自分の考えを深め
ることができた」「どんな表現や内容を話せ
ばいいのかわかった」（内容面）、「表現力
や正確さにつながった」（言語面）など、肯
定的な記述が多く見られた一方で、「みんな
同じような内容になってしまう」（内容面）、
「質問文をWhy do you ～？と短くするので
はなく、全文書いてほしい」（質問の仕方）
といった課題も指摘された。生徒の実態に応

質問の仕方 内容面 言語面
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じて、質問文や生徒の発言を全文板書するの
か、キーワードのみとするのかなど、工夫し
ていく必要がある。
　イ　ALTからのfeedback
　ALTは内容面と言語面の２つの視点で
feedbackを行っている。内容面については、
生徒の発話や記述に対してコメントをしたり、
内容を深めたり広げたりするための「質問」
をしたりする。言語面については、主に英文
の「正確さ」についてfeedbackする。生徒
からは、「ALTからのコメントをもらい、
嬉しかった。」「自分の考えたことがALT
に伝わり、自分の英語の勉強に対するモチベ
ーションが上がり、英語が楽しくなった。」
「ALTにチェックをしてもらい、表現の幅
が広がった。」「ALTからコメントをもら
うことで、内容が広がったり深まったりし
た。」と肯定的に捉えている生徒が多い。一
方で、ALTに対して、ハードルが高いと感
じている生徒も少なからずいた。

（５）ICT機器の活用について
　ア　学習者用デジタル教科書の活用
まず、学習者用デジタル教科書を導入した学
期末に「教室の授業でデジタル教科書を使う
ようになって勉強が楽しいと感じるようにな
った。」というアンケートを実施したところ、
56.5%の生徒が肯定的な回答を示した。この
導入により、自分のペースで音声を聞き、練
習したり、単語の意味を確認したりすること
が可能になり、従来の一斉指導では対応でき
なかった個々のニーズに応じた学習が可能に
なった点は、非常に大きいのではないかと考
える。

　右の写真は、英
文を読み進めてい
る生徒の様子であ
る。英語に対して
苦手意識を持って
いるが、学習者用デジタル教科書があること
で、自分で単語の読み方や意味を確認して読
み進めている姿が
多く見られるよう
になった。
　また、マスク機
能を用いた音読練
習では、「自分のレベルに合わせて取り組め
る上に、ただ音読練習するより楽しい」とい
う生徒の声が聞かれる。このことから、学習
者用デジタル教科書は生徒の学習意欲を高め
ていると言える。学習者用デジタル教科書の
アンケートでは、「発音がわからなかったと
きに、先生に聞かなくても自分だけでわか
る」「教科書の下線を引いた部分を全員で確
認できるのが良い」など、多くの肯定的な意
見が寄せられた。このように、学習者用デジ
タル教科書は、生徒一人ひとりに最適な学習
環境を提供し、自律的な学習者の育成を促進
する上で有効なツールであると言える。
　イ　AIを活用した教材作成及び、生徒が

活用するAIの活用アイディア例
　AIを活用して、３つの視点で教材作成の
実践を行った。まず、共通することとして、
教科書のテキストデータをAIに読み込ませ
た上で、プロンプトを設定している。生徒に
とって初見の文章は、負担を感じさせるが、
一度読んだ内容と似ていれば、使われている
語彙や表現が似ているため、読みやすくなる。
　①教科書の題材に関連したリーディング資



117

生徒の声をもとにした授業づくり

料の作成
　教科書の題材は「ガンジーの功績」である。
教科書では、「非暴力の抗議運動は、ガンジ
ーが残した遺産であり、ネルソン・マンデラ、
マーティン・ルーサー・キングJr.やダラ
イ・ラマといった著名な指導者に影響を与え
た」と記述されている。しかし、この英文だ
けでは、ガンジーの考え方がどのように影響
したのか具体的に把握することは難しい。そ
こで、教科書本文（ガンジーの伝記）をもと
に、３人の伝記を作成した。これにより、ガ
ンジーの教えがどのように影響していたのか
を発見することができた。国や当時の困難は
それぞれ異なっていたが、生徒は、彼らが非
暴力で問題を解決しようとしたことを知り、
ガンジーの偉大さを改めて認識する機会とな
った。このような関連性の高い題材について、
生徒からは、「題材に関連した資料は、考え
させる文章が多く、考えを深めたり広げたり
することができる」「今までガンジーや偉人
について、どのように影響を与えたのかよく
わからなかったが、今回の単元でそれぞれの
強い思いが、人々の心を動かすということが
よくわかり、考えが広がった」といった声が
聞かれた。関連した題材を読むことで、生徒
は思考を深め、視野を広げることができたと
言える。また、「題材に関連した資料を読む
ことは、考えを深めたり広げたりすることが
できる」という質問に対しては、91.4%の生
徒が肯定的な回答を示した。
　②レベル別にリーディング資料の作成
　教科書の題材では、「日本で災害の被害に
遭った外国人の体験談」という２つのケース
（家での地震、旅行中の地震）を扱っている。
そのため、別のケース（場面設定：祭り、学

校など）をプロンプトで設定したり、語数や
扱う語彙や表現なども設定したりすることで、
生徒の実態に合わせた教材を作成したり、生
徒が自分のレベルに合わせた資料を選んで読
むことが可能となる。

　このような生徒のレベルに応じた題材につ
いて、生徒は「教科書と同じレベルで慣れて
いるから読みやすかった」と、教科書本文を
生かすことの良さを実感している。また、
「一人ひとりのレベルに合わせて学習ができ、
学習意欲や個々のレベルが向上すると思う」
と、英文の量を選択できることで、学習意欲
を高めることにつながっていることも分かっ
た。「自分に合った英文の量を読める教材が
あった方が良い」という質問に対しては、
93.5%の生徒が肯定的な回答を示している。
　③生徒の興味関心に合わせたリーディング
資料の作成（授業アイディア例）
　教科書の題材は「パラリンピックスポー
ツ」であり、車椅子テニスの選手が取り上げ
られている。この題材において、「競技」を
キーワードとし、生徒の興味・関心のある競
技を選択し、プロンプトで入力する。そうす
ることで、生成された資料は、生徒の興味関
心に合致し、かつ教科書本文と類似した表現
であるため、生徒にとってハードルは下がり、
かつ、内容によりいっそう興味を持って読み



118

特集Ⅰ　これからの学校の価値の最大化を考える

進めることができるのではないだろうか。
　上記①～③の授業実践及び授業アイディア
例から、今後、期待する姿としては、生徒自
身が自分の興味やレベルに合わせてプロンプ
トを作成し、教材を作り出すことである。こ
れにより、生徒は学校だけでなく、家庭にお
いても英語に触れる機会を自ら作り出すこと
が期待される。
　ウ　自動字幕起こし機能の活用

　英語でのやり取りの授業である。やり取り
を録画し、自動字幕起こし機能を使って自分
自身の発話内容や表現を客観的に把握させた。
特に、動詞の抜け漏れや発音の誤りなど、自
身の言語表現の誤りに気付き、修正しようと
する姿が見られた。生徒からは、「自分の発
話が正確に文字起こしされているのを見て嬉
しい」「発音が正しくできているという自信
が得られる」といった声が聞かれ、この機能
を活用することで、生徒は自己評価能力を高
め、学習意欲も向上させている。つまり、こ
の機能は、生徒が自身の英語学習を客観的に
評価し、改善していくための有効なツールで
ある。
　エ　ICTを活用した「働き方改革」
　①自作教材の作成
　AIを活用することで、教科書の英文と似
た教材を探したり、自作したりと膨大な時間
を費やしていた教材研究が、プロンプトを入
力するだけで、様々な教材を容易に作成でき

るようになった。
　②「話すこと（やり取り）」のパフォーマ
ンステストの採点
　今まで録画した生徒の発話を聞いてメモを
取りながら採点を行っていたが、自動字幕起
こし機能を活用することで、音声に加えて、
ある程度、文字でも表示されるようになった。
そのため、繰り返し聞いて採点するというこ
とが少なくなった。現在、私たちは、教科指
導のみならず、校務分掌の仕事など多岐にわ
たる。そのような中で、AI機能を活用する
ことで、「働き方改革」につながり、生徒の
実態に合わせた指導や、生徒と向き合ったり
する時間が増えた。

３．おわりに

　「笑顔あふれる授業」にするためには、目
の前にいる生徒たちの実態を踏まえ、私たち
が教材研究や授業を「ワクワク」しながらで
きているかどうかが大切である。きっと私た
ちが「こんな導入や内容にしたら興味を持っ
てくれる。」という気持ちで臨まなければ、
生徒はおもしろくない。私たちの「ワクワ
ク」が「笑顔あふれる授業」につながってい
き、よりいっそう学習意欲の向上につながっ
ていくと考える。もちろん、うまくいかない
こともたくさんあるが、その時に、「今日の
授業どうだった？」と『生徒の声』を聞いて
みることが大切ではないか。それがまさに自
分への「答え」だと考える。今回、「わから
ない授業」「つまらない授業」から始まった
実践であったが、生徒の声をもとに、試行錯
誤しながら授業実践を行ってきた。現在は、
一人一台端末の時代であり、指導の幅も以前
に比べて広がってきている。このチャンスを
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生かしながら、日々、新しいことに挑戦し、
自分の持っている引き出しを増やし、それら
を「生徒の実態や目的に合わせて」活用して
いくことが大切ではないか。

〈参考文献〉

「中学校英語科における技能統合型の言語活動の指

導～読んだことに基づいて話すこと「やり取り」

～」
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１．はじめに

　近年の新型コロナ禍は、社会・学校・家庭
それぞれの教育環境に大きな変化をもたらし
た。さらに、AI技術の急速な進展が家庭教
育にも影響を与えつつあり、保護者の意識や
教育へのアプローチが新たな形に変わり始め
ている。本稿では、コロナ禍を経た家庭教育
の変化と、生成AIなどの先進技術がもたら
す影響を整理し、今後の家庭教育支援のあり
方について考察する。

　　  　　２．コロナ禍を経た　  　　　
社会・学校・家庭の変化

（１）社会の変化
　コロナ禍によりオンライン化が進み、多く
の企業でリモートワークが導入された。これ
に伴い、通勤頻度が減少し、ハイブリッドワ
ークが普及する中で、働き方が柔軟になり、
仕事の効率や生活の利便性が向上した。一方
で、オンラインショッピングやデリバリーサ
ービスの急拡大により、物流業界では過剰労
働や人手不足が深刻な課題となっている。
　また、コロナ禍と平行して出生率の低下が
さらに進み、日本社会は高齢化と労働力不足
という大きな課題に直面している。

（２）学校の変化

　学校では長期にわたる休校があり、オンラ
イン授業やデジタル教材の導入が急務となっ
た。GIGAスクール構想による一人一台端末
の配付も一気に進み、ICT教育が急速に普及
した一方、インターネット環境の整備状況や
保護者のサポートには格差が生じた。
　教室では感染対策が求められ、集団活動や
対面での交流が大きく制限された。マスク生
活により授業での発言機会や児童・生徒間の
コミュニケーション、協働学習が減少した。
　私が校長として勤めていた最後の１年間
（2021年度）は、５月まで休校が続いた年で
ある。マスク生活で子どもたちの笑顔が減り、
あいさつの声が小さくなった。教室での発言
機会の減少とともに発言意欲も低下し、影響
の大きさを危惧した。だからこそ「コロナ禍
だから仕方ない」とあきらめるのではなく、
「コロナ禍でもできることを工夫しよう」と、
全教職員と子どもたちで取り組んだ。
　多くの学校でも新しい活動の創造に意欲的
に取り組んだ。これは、これからの時代に必
要な力（変化の激しい社会や未来の不確実性
に柔軟に対応して自ら新しい価値を創造する
力、他者と協働して多様な視点を取り入れな
がら課題を解決していく力）を育成しようと
する取り組みであり、今後もその育成が強く
求められている。

（３）家庭の変化
　コロナ禍の影響で在宅勤務やリモートワー
クの時間が増えたことにより、家族が同じ場
所で過ごす時間が大幅に増加した。家族間の
コミュニケーションや家族一緒に遊んだり料
理や趣味を楽しんだりする機会も増え、親子
のつながりが深まった。親が子どもの学習を
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家庭教育の未来と挑戦
ポスト･コロナとAI時代の視点から

山田　正樹
全日本家庭教育研究会本部　教育対話主事
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サポートする機会も増え、積極的に関われる
ようになった。
　しかし、これらの関わりが負担となり、教
育サポートが難しい家庭や環境が整っていな
い家庭では、学習の格差を生む原因となった。
　一人一台配付されたタブレットを家庭に持
ち帰ることが増え、家庭学習での活用もでき
るようになった。これに伴い、家庭でのデジ
タルリテラシーの向上やインターネットの安
全な利用方法に関する教育の必要性も高まっ
た。インターネット環境が整っていない家庭
へのサポートも必要になった。
　コロナが落ち着いてきたころには、出勤す

る日数が増えた。母親が職場復帰したり新た
に職を得たりする家庭も多くなった。そのた
め、子どもと関わる時間が短くなることへの
不安の声も多く聞かれるようになった。

３．家庭教育に関する意識の変容

　ここで、以下の２つの調査から、家庭教育
に関する保護者の意識の変容をみてみる。
調査Ａ
「家庭教育と親子関係に関する調査研究」
（2016）
調査対象は、全国各地から21自治体の46校。
小学３年生・５年生・中学２年生の児童生徒

図１　保護者が家庭教育に関する情報を得る方法（2016年）

図２　子どもとの関わり方について情報を得る方法（2024年）
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と保護者、及び教職員。

調査Ｂ
「子育ての意識・状況調査」（2024）
対象は、２歳～小学４年生の子どもの保護者
約1,000人へのインターネット調査。

（１）自身に近い人から情報を得ている
（2016年調査）

　図１は、2016年に実施した調査Ａより、保
護者が家庭教育に関する情報をどのように得
ているかをまとめたグラフである。
　「とても当てはまる」「少し当てはまる」
を合計した回答を多い順にみると、「保護者
同士の横のつながり（76.1％）」、「自分自
身の父母や祖父母（74.8％）」、「地域の子
育て経験者や高齢者（42.6％）」である。い
ずれも人との関わりの中で情報を得ているこ
とが分かる。
　この調査では、佐藤晴雄氏（日本大学教授
※当時）がさらに次のような分析もしている。
・８割以上の保護者が「家庭の教育力が不十

分だ」と考えている。
・３割の保護者は我が子のしつけに自信を持

っていない。特に､給与所得者に自信のな
いものが多くみられる。おそらく、回答者
の母親も給与所得者である共働き家庭のた
め、我が子とふれあう機会が少ないことが
その原因と考えられる。

　多くの家庭では家庭の教育力に不安を持ち、
特に共働き家庭ではその傾向が強いことが分
かる。年々、共働き家庭の割合が増えている
今、親子関係や家庭教育への支援の必要性が
さらに高まっている。

（２）ネットを介した方法で情報を得ている
（2024年調査）

　図２は、2024年に実施した調査Ｂより、子
どもとの関わり方について、どんなところか
ら情報を得ているかを表したグラフである。
　一番多かったのは「YouTube動画、
InstagramなどのSNS」（36.9％）である。
次いで、「学校や園の先生」（28.6％）、
「保護者同士の横のつながり」（28.6％）、
「両親や子育て経験のある年長者」（25.9
％）と続く。
　この２つの調査は調査項目等が同じではな
いため、単純な比較はできないが、2016年は
多くの保護者が「人との関わり」の中で情報
を得ていたが、2024年は「YouTube動画や
InstagramなどのSNS」から情報を得る保護
者（36.9％）がとても多くなっていることが
分かる。「子育て情報サイトやウェブペー
ジ」から情報を得る保護者（25.1％）を含め
れば、多くの保護者がインターネットを介し
て情報を得ていることが分かる。
　一方で、「情報を得ていない／あてはまる
ものがない」が全体の２割強（21.5％）であ
る。「どこにも相談するところがない」「ど
こに相談したらよいか分からない」のだとす
れば、子育ての孤立化が大変心配である。

（３）時間が少ない中でもよい親子関係を築
くポイント

　私たち教育対話主事は、子育てに関する講
演会での質問やポピー会員からの教育相談に
お答えしている。その中で「仕事で忙しく、
子どもと関わる時間が短いことが心配」とい
う不安の声がよく聞かれる。
　前述の調査Ｂ（2024）によれば、平日に子
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どもと関わる時間が1時間未満の保護者は、
幼児高学齢…35.9％、小学校低学年…45.5％、
小学校中学年…51.7％と増えている。
　子どもと関わる時間別に、子どもをほめる
頻度（図３）と叱る頻度（図４）をみてみる
と、関わる時間が短くなるとほめる頻度が減
るが、叱る頻度はあまり変わらないことが分
かる。
　一方、図５は、親子で楽しい時間（親子で
読書を楽しむ、散歩する、買い物に行く、季
節の行事などを楽しんでいる）を持っている

保護者の「ほめる」傾向を分析したグラフで
ある。子どもと関わる時間の長短に関係なく、
楽しい時間を持っている保護者は、子どもを
（毎日のように、またはよく）ほめているこ
とが分かる。
　図６は、関わる時間が少ないがほめている
保護者と関わる時間が長いがほめていない保
護者について、子どもが悩みを相談してくれ
るかを比較したグラフである。
　これらのことから、たとえ関わる時間が短
くても子どもをほめていると、よい親子関係

図３　子どもと関わる時間別　子どもをほめる頻度

図４　子どもと関わる時間別　子どもを叱る頻度
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を築ける傾向にあることが分かる。
　子どもと関わる時間が短いことを不安に感
じている保護者には「たとえ子どもと関わる
時間が短くても楽しい時間を持ち、ほめるこ
とを心がければ、よい親子関係を作れます」
と伝えることで、少しでも不安を解消し、自
信を持って子どもと関わってほしいと思う。

　以上のことを踏まえた上で、驚くべきスピ
ードで世界に広まりつつある「生成AI」と
今後の家庭教育支援について、次項で考えて
みたい。

　　　４．生成AIの家庭教育への　　　
関わり未来予想

　現在の生成AIには、さまざまな課題や考
慮すべき点がある。また、親と子の温かい関
わりや信頼関係は、人間の本質であり、生成
AIが「親」に代わることは決してできない。
　それでも、温かい家庭教育をサポートする
ための道具のひとつとして、生成AIの可能
性は広がっていくであろう。
　そこで、「生成AIの家庭教育への関わ
り」の未来について考えてみたいと思う。

図５　楽しい時間を持っている保護者の「関わり時間とほめることの関係」

図６　関わり時間の長さ、ほめる、悩み相談のクロス集計
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（１）個別最適化された学び
　生成AIは、子ども一人ひとりの習得状況
を正確に蓄積し、学び方の特性、興味、得意
不得意、性格、その日の気分までも分析し、
最適化された教材や学習方法を提供する。こ
れにより、子どもは自分に合った教材や学習
方法で、かつ、自分のペースで効果的に学ぶ
ことができる。

（２）リアルタイムの学習サポート
　生成AIは、子どもが質問や悩みをもった
とき、適宜ヒントやアドバイス、励ましのサ
ポートなどをして、学びが途切れないように
する。
　丸付け（採点）は、初めは生成AIが自動
で行うが、少しずつ子ども自身が採点したり、
その結果から次に取り組むべき課題を自分で
決められたりできるようにサポートする。

（３）遊びながら学ぶ新しいアプローチ
　生成AIは、学ぶ時の子どもの状況に合わ
せて、遊びながら学ぶ新しい手法（ゲームや
アプリケーション等）を提案する。子どもた
ちが楽しみながら学び、自発的に取り組む姿
を引き出す。

（４）学びの場の拡張
　生成AIは、オンラインプラットフォーム
を通じて、さまざまな学びの場を提供する。
AR技術を発展させた体験型の学びでは、自
宅にいながら五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、
嗅覚）で体験でき、学びの場が大きく広がる。
　さらにオンライン上のVR空間に協働学習
の場を作る。共通するテーマで集まった子ど
もたちが、課題を共有したり、議論を深めた

りできるようにする。テーマは、子どもたち
の興味を引き、実現できそうなものを数多く
準備する。時には、専門家やアドバイザーと
つないだり、公的機関や企業等に提案したり
することもサポートする。

（５）感情の理解とメンタルサポート
　生成AIは、発達した感情認識技術を活用
して子どもの感情を理解し、子どもの気持ち
に寄り添ったアドバイスや励ましを伝える。
加えて、ストレスや不安に対するサポートを
通してレジリエンス（回復力）も高める。

（６）自律した学習者の育成
　生成AIは、初めは子どもに最も適した教
材や学習方法、学習プランを作成し提案する。
その後少しずつ、子どもが自分で選択できる
ように複数のプランを提示したり、子ども自
身がプランニングできるように提案したりし
て、自律した学習者を育成するサポートをす
る。

（７）親子のコミュニケーションの強化
　生成AIは、子どもの学習状況を随時保護
者に報告する。取り組みの結果だけでなく、
どのようにして苦手克服に取り組んだのか、
子どものがんばりも伝える。毎日の生活で忙
しい保護者にとっては、子どもの様子が分か
るとともに、何をどうほめるかなどの参考に
なる。また、子どもが学んでいる内容につい
て話し合うためのテーマや質問を提案するこ
とで、より前向きな会話を促進する。
　一緒に楽しめる遊びやおすすめの外出先の
提案もする。それらは、よりよい親子関係を
築く上での選択肢として活用でき、親子のコ
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ミュニケーションを深める役割を果たす。

（８）家庭教育の質の向上
　生成AIは、家庭教育に関する最新情報や
アドバイスを提供し、家庭教育の質を向上さ
せる。保護者の悩みや相談を24時間いつでも
受け、親子関係や子どもの状況等も加味した
適切なアドバイスを即座に伝える。状況に応
じて教育や医療の専門家へのアプローチも勧
める。保護者にとっては、困ったときや悩ん
だときにすぐに相談できる存在である。
　保護者同士の情報共有やコミュニティ形成
の場を紹介し、悩みを共有し合い、支え合う
関係の構築をサポートし、保護者が自信を持
って子どもと向き合うことができるようにす
る。

（９）保護者のサポート
　「親が幸せなら子も幸せ」である。仕事に
関するスキルアップやリスキリングの情報を
提供したり、趣味や好きなことで楽しめるよ
うにサポートしたりする。保護者が安心して
充実した生活を送ることが、子どもへのポジ
ティブな関わりにつながる。

　　　  ５．教育対話主事として  　　　
今後取り組みたいこと

　社会の変化や技術の発達等で時代が変わっ
ても、家庭の役割は変わらない。家庭の役割
は、いつの時代も、愛情と安心感の中で子ど
もに自己肯定感や社会性を育み、生活習慣や
価値観を身につけさせることにあり、健やか
な成長と自立を支えるものである。
　一方、家庭教育の方法や価値観、子育てに
関する情報を得る方法は変化している。デジ

タル端末の普及や働き方の多様化により、新
しい形の対応が求められるようになった。
　こうした変化に柔軟に対応していくことが、
私たちにとって重要な課題である。

（１）オンラインやSNSを活用した家庭教
育支援

　現代の保護者が家庭教育に関する情報を得
る手段として、YouTubeやInstagramなどの
SNSが主流となっている。そのため、私たち
対話部でも情報提供を進めている。
　今後も、SNSコンテンツやホームページ等
をさらに活用し、家庭教育に関する情報を分
かりやすく提供していきたい。動画やビジュ
アルで、家庭ですぐに実践できるアドバイス
やアイディアを共有し、家庭教育における孤
立感も解消できるよう支援をしたい。

（２）10分よりそい運動のさらなる促進
　忙しい家庭が増える中、親子関係の質を向
上させるためには、「少しの時間でも楽しい
時間を持ち」「ほめる」ことが重要である。
そのために、改めて、「10分よりそい」を力
強く伝えていきたいと思う。一緒に楽しむこ
とやほめることの重要性に関する具体的なア
ドバイス、保護者が無理なく続けられる家庭
教育の目標等を伝え、家庭教育の実践が達成
感を伴うものとなるよう支援していきたい。

（３）保護者間のコミュニティ形成支援
　保護者は、講演会などで話を聞くこともさ
ることながら、保護者同士のつながりの中で
悩みを共有したり体験談を聞いたりすること
を求めている。そこで、保護者同士の交流を
促進するイベントやオンラインフォーラムを
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多方面で企画する中で、情報交換や相互支援
の場を増やしたいと思う。各支部との連携に
加え、地域の団体とのコラボも進めているが、
その中で、子育ての経験や知識を共有する場
を設け、家庭教育に関する不安の軽減や日々
の成長が楽しみな子育てにつなげられるよう
にしていきたい。

（４）教育相談のさらなる充実
　近年、私たち教育対話主事が対応している
『教育相談』が減少している。保護者の悩み
が少なくなっているのなら嬉しいことである
が、実際はどうなのだろう。
　子どもとの関わり方について「情報は得て
いない／あてはまるものがない」が21.5％
（図２）である。子育ての孤立化の現れだろ
うか。私たちが対応している『教育相談』を
知らない保護者も一定数いる。
　困ったり悩んだりしたときに、すぐに相談
できるところがあり、気軽に相談できるよう
にすることはとても重要である。
　より多くの人に『教育相談』を知ってもら
うために、さまざまな場面で告知するととも
に、WEBサイト上の「あるある相談室」
（保護者が抱える家庭教育の悩みや質問とそ
の答えをまとめたページ）の一層の充実を進
めたい。

（５）生成AIの活用
　今、生成AIを活用した『教育相談システ
ム』の実現を模索している。もちろん教育対
話主事が直接、電話やオンラインで相談者と
コミュニケーションを取ることが基本になる
が、保護者が24時間いつでも気軽に相談でき
るメリットは大きい。実現する上での課題は

多いが、できるだけ早く実現できたらと思う。
　一方、生成AIが日常的に利用される時代
において、家庭教育でもAIの活用方法やリ
テラシー教育の習得が求められる。保護者が
AIツールを子どもの学びにどのように役立
てるか、また過度な依存を防ぐためにバラン
スを取る方法や効果的な活用方法について、
教育対話主事としてアドバイスを提供してい
きたい。

（６）教育支援の多様化
　発達障害や学習障害のある子どもや不登校
の子どもが増えており、それぞれの家庭環境
に応じた柔軟な教育支援が必要である。私た
ちもこうした家庭と関わる機会を積極的につ
くり、家庭を支援する情報を丁寧に発信して
いきたいと思う。

６．終わりに

　少しでも多くのご家庭に全家研の願いを伝
えるために、これまでの活動を進めつつ、時
代に合った新しい取り組みを創設し、情報を
発信し続けていかなければならないと、改め
て強く感じている。
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会の承認を要する。

（事業年度）
第６条　この法人の事業年度は，毎年４月１日に始ま

り翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第７条　この法人の事業計画書，収支予算書並びに資

金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につい
ては，毎事業年度開始の日の前日までに，理事長が
作成し，理事会の承認を受けなければならない。こ
れを変更する場合も同様とする。
２　前項の書類については，主たる事務所に，当該

事業年度が終了するまでの間備え置き，一般の閲
覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第８条　この法人の事業報告及び決算については，毎

事業年度終了後３箇月以内に，理事長が次の各号の
書類を作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の
承認を受けなければならない。承認を受けた書類の
うち，第１号，第３号，第４号及び第６号の書類に
ついては，定時評議員会に提出し，第１号の書類に
ついてはその内容を報告し，その他の書類について
は，承認を受けなければならない。

（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）正味財産増減計算書
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属

明細書
（６）財産目録

２　第１項の規定により報告または承認された書類
のほか，次の各号の書類を主たる事務所に５年間
備え置き，個人の住所に関する記載を除き一般の
閲覧に供するとともに，定款を主たる事務所に備
え置き，一般の閲覧に供するものとする。
（１）監査報告
（２）理事及び監事並びに評議員の名簿
（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給

の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ

れらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第９条　理事長は，公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づ
き，毎事業年度，当該事業年度の末日における公益
目的取得財産残額を算定し，前条第２項第４号の書
類に記載するものとする。

第４章　評議員

（評議員）
第10条　この法人に，評議員16名以上21名以内を置
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く。

（評議員の選任及び解任）
第11条　評議員の選任及び解任は，評議員選定委員

会において行う。
２　評議員選定委員会は，評議員１名，監事１名，

事務局員１名，次項の定めに基づいて選任された
外部委員２名の合計５名で構成する。

３　評議員選定委員会の外部委員は，次のいずれに
も該当しない者を理事会において選任する。
（１）この法人または関連団体（主要な取引先及

び重要な利害関係を有する団体を含む。以下
同じ。）の業務を執行する者または使用人

（２）過去に前号に規定する者となったことがあ
る者

（３）第１号または第２号に該当する者の配偶者，
三親等内の親族， 使用人（過去に使用人とな
った者も含む。）

４　評議員選定委員会に提出する評議員候補者は，
理事会または評議員会がそれぞれ推薦することが
できる。評議員選定委員会の運営についての詳細
は理事会において定める。

５　評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場
合には，次に掲げる事項のほか，当該候補者を評
議員として適任と判断した理由を委員に説明しな
ければならない。
（１）当該候補者の経歴
（２）当該候補者を候補者とした理由
（３）当該候補者とこの法人及び役員等（理事，

監事及び評議員）との関係
（４）当該候補者の兼職状況

６　評議員選定委員会の決議は，委員の過半数が出
席し，その過半数をもって行う。ただし，外部委
員の１名以上が出席し，かつ，外部委員の１名以
上が賛成することを要する。

７　評議員選定委員会は，第10条で定める評議員
の定数を欠くこととなるときに備えて，補欠の評
議員を選任することができる。

８　前項の場合には，評議員選定委員会は，次の各
号の事項も併せて決定しなければならない。
（１）当該候補者が補欠の評議員である旨
（２）当該候補者を１人または２人以上の特定の

評議員の補欠の評議員として選任するときは，
その旨及び当該特定の評議員の氏名

（３）同一の評議員（２人以上の評議員の補欠と
して選任した場合にあっては，当該２人以上
の評議員）につき２人以上の補欠の評議員を
選任するときは，当該補欠の評議員相互間の
優先順位

９　第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は，当
該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時評議員会の終結の時まで，そ
の効力を有する。

（評議員の任期）
第12条　評議員の任期は，選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会
の終結のときまでとする。また，再任を妨げない。
２　前項の規定にかかわらず，任期の満了前に退任

した評議員の補欠として選任された評議員の任期
は，退任した評議員の任期の満了するときまでと
する。

３　評議員は，第10条に定める定数に足りなくな
るときは，任期の満了または辞任により退任した
後も，新たに選任された評議員が就任するまで，
なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）
第13条　評議員に対して，各年度の総額が500万円を

超えない範囲で，評議員会において定める報酬等を
支給することができる。
２　前項の規定にかかわらず，評議員には費用を弁

償することができる。

第５章　評議員会

（構　成）
第14条　評議員会は，すべての評議員をもって構成

する。

（権　限）
第15条　評議員会は，次の各号の事項について決議

する。
（１）理事及び監事の選任及び解任
（２）理事及び監事の報酬等の額
（３）評議員に対する報酬等の支給の基準
（４）貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
（５）定款の変更
（６）残余財産の処分
（７）基本財産の処分または除外の承認
（８）その他評議員会で決議するものとして法令

またはこの定款で定められた事項

（開　催）
第16条　評議員会は，定時評議員会として毎事業年

度終了後３箇月以内に１回開催するほか，臨時評議
員会として必要がある場合に開催する。

（招　集）
第17条　評議員会は，法令に別段の定めがある場合

を除き，理事会の決議に基づき理事長が招集する。
２　評議員は，理事長に対して，評議員会の目的で

ある事項及び招集の理由を示して，評議員会の招
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集を請求することができる。

（議　長）
第18条　評議員会の議長は理事長とする。

２　理事長が欠けたときまたは理事長に事故がある
ときは，評議員の互選によって定める。

（決　議）
第19条　評議員会の決議は，決議について特別の利

害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席
し，その過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号の決議は，

決議について特別の利害関係を有する評議員を除
く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行
わなければならない。
（１）監事の解任
（２）評議員に対する報酬等の支給の基準
（３）定款の変更
（４）基本財産の処分または除外の承認
（５）その他法令で定められた事項

３　理事または監事を選任する議案を決議するに際
しては，各候補者ごとに第１項の決議を行わなけ
ればならない。理事または監事の候補者の合計数
が第21条に定める定数を上回る場合には，過半
数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に
定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）
第20条　評議員会の議事については，法令で定める

ところにより，議事録を作成する。
２　議長は，前項の議事録に記名押印する。

第６章　役　員

（役員の設置）
第21条　この法人に，次の役員を置く。
　　（１）理事　７名以上12名以内
　　（２）監事　２名または３名

２　理事のうち１名を理事長とする。
３　理事長以外の理事のうち，１名を専務理事及び

２名を常務理事とする。
４　第２項の理事長をもって一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）に
規定する代表理事とし，第３項の専務理事及び常
務理事をもって同法第197条で準用する同法第91
条第1項に規定する業務執行理事（理事会の決議
により法人の業務を執行する理事として選定され
た理事をいう。以下同じ。）とする。

（役員の選任）
第22条　理事及び監事は，評議員会の決議によって

選任する。

２　理事長及び専務理事並びに常務理事は，理事会
の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）
第23条　理事は，理事会を構成し，法令及びこの定

款で定めるところにより，職務を執行する。
２　理事長は，法令及びこの定款で定めるところに

より，この法人の業務を代表し，その業務を執行
する。

３　専務理事は，理事長を補佐する。
４　常務理事は，理事長及び専務理事を補佐し，理

事会の議決に基づき，日常の事務に従事する。
５　理事長及び専務理事並びに常務理事は，毎事業

年度に４箇月を超える間隔で２回以上，自己の職
務の執行の状況を理事会に報告しなければならな
い。

（監事の職務及び権限）
第24条　監事は，理事の職務の執行を監査し，法令

で定めるところにより，監査報告を作成する。
２　監事は，いつでも，理事及び事務局員に対して

事業の報告を求め，この法人の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。

（役員の任期）
第25条　理事の任期は，選任後２年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結のときまでとする。
２　監事の任期は，選任後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終
結のときまでとする。

３　前項の規定にかかわらず，任期の満了前に退任
した理事または監事の補欠として選任された理事
または監事の任期は，前任者の任期の満了すると
きまでとする。

４　理事または監事については，再任を妨げない。
５　理事または監事が第21条に定める定数に足り

なくなるときまたは欠けたときは，任期の満了ま
たは辞任により退任した後も，それぞれ新たに選
任された理事または監事が就任するまで，なお理
事または監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第26条　理事または監事が，次の各号のいずれかに

該当するときは，評議員会の決議によって解任する
ことができる。

（１）職務上の義務に違反し，または職務を怠っ
たとき

（２）心身の故障のため，職務の執行に支障があ
りまたはこれに堪えないとき
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（役員に対する報酬等）
第27条　理事及び監事に対して，各年度の総額が300

万円を超えない範囲で，評議員会において定める報
酬等を支給することができる。
２　前項の規定にかかわらず，理事及び監事には費

用を弁償することができる。

第７章　理事会

（構　成）
第28条　理事会は，すべての理事をもって構成する。

（権　限）
第29条　理事会は，次の各号の職務を行う。

（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長及び専務理事並びに常務理事の選定

及び解職

（招　集）
第30条　理事会は，理事長が招集するものとする。

２　理事長が欠けたときまたは理事長に事故がある
ときは，各理事が理事会を招集する。

（議　長）
第31条　理事会の議長は，理事長とする。

２　理事長が欠けたときまたは理事長に事故がある
ときは，専務理事が理事会の議長となる。

（決　議）
第32条　理事会の決議は，決議について特別の利害

関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，そ
の過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず，一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律第197条において準用す
る同法第96条の要件を満たしたときは，理事会
の決議があったものとみなす。

（議事録）
第33条　理事会の議事については，法令で定めると

ころにより，議事録を作成する。
２　出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記

名押印する。ただし，理事長の選定を行う理事会
については，他の出席した理事も記名押印する。

第８章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第34条　この定款は，評議員会の決議によって変更

することができる。
２　前項の規定は，この定款の第３条及び第４条並

びに第11条についても適用する。

（解　散）
第35条　この法人は，基本財産の滅失によるこの法

人の目的である事業の成功の不能，その他法令で定
められた事由によって解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第36条　この法人が公益認定の取消しの処分を受け

た場合または合併により法人が消滅する場合（その
権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除
く。）には，評議員会の決議を経て，公益目的取得
財産残額に相当する額の財産を，当該公益認定の取
消しの日または当該合併の日から１箇月以内に，公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第５条第17号に掲げる法人または国若しくは地方
公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第37条　この法人が清算をする場合において有する

残余財産は，評議員会の決議を経て，公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第
17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

第９章　公告の方法

（公告の方法）
第38条　この法人の公告は，電子公告による方法に

より行う。
２　事故その他やむを得ない事由によって前項の電

子公告を行うことができない場合は，官報に掲載
する方法により行う。

第10章　事務局その他

（事務局）
第39条　この法人に事務局を設置する。

２　事務局には，事務局長及び所要の職員を置く。
３　事務局長及び重要な職員は，理事長が理事会の

承認を得て任免する。
４　前項以外の職員は，理事長が任免する。
５　事務局の組織，内部管理に必要な規則その他に

ついては，理事会が定める。

（委　任）
第40条　この定款に定めるもののほか，この定款の

施行について必要な事項は，理事会の決議を経て，
理事長が定める。
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附　則

１　この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。

２　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及
び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第106条第１項に定める特例民法法人の解散の
登記と，公益法人の設立の登記を行ったときは，
第６条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事業
年度の開始日とする。

３　第22条の規定にかかわらず，この法人の最初
の理事長は杉山吉茂，専務理事は新免利也，常務
理事は星村平和及び中井武文とする。

４　第11条の規定にかかわらず，この法人の最初
の評議員は，旧主務官庁の認可を受けて，評議員
選定委員会において行うところにより，次に掲げ
るものとする。

　　　有田　和正　　　　　尾田　幸雄
　　　梶田　叡一　　　　　角屋　重樹
　　　亀井　浩明　　　　　北島　義斉
　　　木村　治美　　　　　佐島　群巳
　　　佐野　金吾　　　　　清水　厚実
　　　田中　博之　　　　　玉井美知子
　　　中川　栄次　　　　　中里　至正
　　　中洌　正堯　　　　　波多野義郎
　　　原田　智仁　　　　　宮本　茂雄
　　　山極　　隆　　　　　大倉　公喜

５　昭和45年の法人設立時の理事及び監事は，次
のとおりとする。

　　　理事　（理事長）　平澤　興
　　　理事　（専務理事）堀場正夫
　　　理事　（常務理事）鰺坂二夫
　　　理事　（常務理事）渡辺　茂
　　　理事　（常務理事）近藤達夫
　　　理事　　　　　　　平塚益徳
　　　理事　　　　　　　保田　與重郎
　　　理事　　　　　　　奥西　保
　　　理事　　　　　　　北島織衛
　　　理事　　　　　　　田中克己
　　　監事　　　　　　　高橋武夫
　　　監事　　　　　　　辰野千壽
　　　監事　　　　　　　工藤　清

賛助会員規約

第１条　公益財団法人日本教材文化研究財団の事業目
的に賛同し，事業その他運営を支援するものを賛助
会員（以下「会員」という）とする。

第２条　会員は，法人，団体または個人とし，次の各
号に定める賛助会費（以下「会員」という）を納め
るものとする。

（１）法人および団体会員　　　一口30万円以上
（２）個人会員　　　　　　　　一口６万円以上
（３）個人準会員　　　　　　　一口６万円未満

第３条　会員になろうとするものは，会費を添えて入
会届を提出し，理事会の承認を受けなければならな
い。

第４条　会員は，この法人の事業を行う上に必要なこ
とがらについて研究協議し，その遂行に協力するも
のとする。

第５条　会員は次の各号の事由によってその資格を失
う。

（１）脱退
（２）禁治産および準禁治産並びに破産の宣告
（３）死亡，失踪宣告またはこの法人の解散
（４）除名

第６条　会員で脱退しようとするものは，書面で申し
出なければならない。

第７条　会員が次の各号（１）に該当するときは，理
事現在数の４分の３以上出席した理事会の議決をも
ってこれを除名することができる。

（１）会費を滞納したとき
（２）この法人の会員としての義務に違反したと

き
（３）この法人の名誉を傷つけまたはこの法人の

目的に反する行為があったとき

第８条　既納の会費は，いかなる事由があってもこれ
を返還しない。

第９条　各年度において納入された会費は，事業の充
実およびその継続的かつ確実な実施のため，その半
分を管理費に使用する。
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理事・監事・評議員

⑴　理事・監事名簿（敬称略）11名 （令和７年３月１日現在）

役　名 氏　名 就任年月日 就重 職務・専門分野 備　　　　考
理事長 銭谷　眞美 令和６年６月７日

（理事長就任 R.4.6.22） 重 法 人 の 代 表
業 務 の 総 理 元文部科学事務次官　東京国立博物館名誉館長

専務理事 新免　利也 令和６年６月７日 重 事 務 総 括
事 業 運 営（株）新学社執行役員東京支社長

常務理事 角屋　重樹 令和６年６月７日 重 理 科 教 育 国立教育政策研究所名誉所員　広島大学名誉教授
常務理事 中川　栄次 令和６年６月７日 重 財 務（株）新学社取締役会長
理　事 北島　義斉 令和６年６月７日 就 財  務 大日本印刷（株）代表取締役社長
理　事 清水　美憲 令和６年６月７日 重 数 学 教 育 学

評 価 論 筑波大学人間系教授
理　事 田中　博之 令和６年６月７日 重 教 育 工 学

教 育 学 早稲田大学教職大学院教授
理　事 原田　智仁 令和６年６月７日 重 社 会 科 教 育 兵庫教育大学名誉教授
理　事 山本　伸夫 令和６年６月７日 就 財 　  務（株）新学社代表取締役社長
監　事 曽根　博幸 令和６年６月７日 就 財   務 大日本印刷（株）執行役員経理本部長
監　事 平石　隆雄 令和６年６月７日 重 財   務（株）新学社取締役総務・経理部長

（50音順）
⑵　評議員名簿（敬称略）18名
役　名 氏　名 就任年月日 就重 担当職務 備　　　　考
評議員 秋田喜代美 令和３年６月11日 重 教育心理学・発達心理学

学 校 教 育 学 東京大学名誉教授　学習院大学教授
評議員 浅井　和行 令和４年６月13日 重 教 育 工 学

メ デ ィ ア 教 育 京都教育大学理事・副学長
評議員 安彦　忠彦 令和４年６月13日 重 教 育 課 程 論

教育評価・教育方法 名古屋大学名誉教授
評議員 稲垣　応顕 令和６年６月７日 重 心 理 学

社 会 心 理 学 上越教育大学教職大学院教授
評議員 岩立　京子 令和４年６月３日 就 教育・社会系心理学

教 育 学 東京学芸大学名誉教授　東京家政大学教授
評議員 亀井　浩明 令和４年６月13日 重 初 等 中 等 教 育

キ ャ リ ア 教 育 元東京都教委指導部長　帝京大学名誉教授
評議員 坂元　　章 令和４年６月３日 就 社会科学・心理学

科学教育・教育工学 お茶の水女子大学理事・副学長
評議員 櫻井　茂男 令和４年６月13日 重 認知心理学・発達心理学

キ ャ リ ア 教 育 筑波大学名誉教授
評議員 佐藤　晴雄 令和６年６月７日 重 教育経営学・教育行政学

社会教育学・青少年教育論 帝京大学教育学部長・教授
評議員 佐野　金吾 令和４年６月13日 重 社 会 科 教 育

教育課程・学校経営 東京家政学院中・高等学校長
評議員 下田　好行 令和４年６月13日 重 国 語 教 育

教 育 方 法 学 元国立教育政策研究所総括研究官　東洋大学教授
評議員 鈴木由美子 令和６年６月７日 重 社会科学・教育学

教 科 教 育 学 広島大学理事・副学長
評議員 髙木　展郎 令和４年６月13日 重 国 語 科 教 育 学

教 育 方 法 学 横浜国立大学名誉教授
評議員 堀井　啓幸 令和６年６月７日 重 教 育 経 営 学

教 育 環 境 論 常葉大学特任教授
評議員 前田　英樹 令和４年６月13日 重 フ ラ ン ス 思 想

言 語 論 立教大学名誉教授
評議員 松浦　伸和 令和４年６月13日 重 英 語 教 育 学 広島大学名誉教授
評議員 峯　　明秀 令和４年６月13日 重 社会科教育学 大阪教育大学理事・副学長
評議員 吉田　武男 令和４年６月13日 重 道 徳 教 育 論

家 庭 教 育 論 筑波大学名誉教授　関西外国語大学教授
（50音順）
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